
 

 

第３期横浜市地域福祉保健計画(素案)に関する 

パブリックコメントの実施について 

 

 

 第３期横浜市地域福祉保健計画（計画期間：平成 26 年度～30 年度）の策定に向けた検

討を行い、素案を取りまとめました。このたび、素案内容についてパブリックコメントを

実施しますので、ご報告いたします。 

 

１ 横浜市地域福祉保健計画の位置づけ                          

（１）地域福祉保健計画とは 

   地域福祉計画は、社会福祉法第107条で、住民、事業者等の意見を反映させて、地

域福祉の推進に関する事項を一体的に策定する計画と規定されています。 

本市では、第２期から計画の名称を「横浜市地域福祉保健計画」とし、福祉と保健

の取組を一体的に推進しています。 

 

（２）計画の枠組み 

   本市では、市計画、区計画、地区別計画を策定しており、これらを合わせて地域福

祉保健計画と位置づけています。今回策定している計画は「市計画」に該当します。 
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２ 横浜市地域福祉保健計画の取組の経過                          

（１）第１期計画の取組（計画期間：平成16年度～20年度） 

   第１期計画では、地域におけるお互いに支えあう社会の実現を目指し、地域住民の

話し合いや検討の場をつくり、それぞれの特性を踏まえて、全 18 区で区計画を策定

しました。住民との話し合いを重ねながら、住民と行政が協働で地域福祉保健の推進

に取り組んできました。 
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（２）第２期計画の取組（計画期間：平成21年度～25年度）  

   第２期計画では、第１期で見えてきた課題から 

   ①地域づくりを進める 

②必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくる 

③幅広い市民参加により地域福祉保健の取組を広げる 

を推進の柱とし、身近な地域で住民主体の取組が進むよう、全18区において地区別計

画（235地区）を策定し、支援チームを編成するなど地域の取組を支援しています。 

また、第２期計画より、地域福祉保健推進の方向性を住民にわかりやすく示すため、 

概ね全区で区地域福祉保健計画と区社会福祉協議会の地域福祉活動計画を一体的に策

定し推進しています。 

 

３ 第３期横浜市地域福祉保健計画(素案)の概要                       

  別紙 第３期横浜市地域福祉保健計画（素案）概要説明資料 参照 

 

【参考】市計画・区計画の計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ パブリックコメントの内容                             

 （１）実施期間 

    平成 25年 10月 1日（火）～10月 31日（木） 

 （２）資料配布場所 

    市役所、区役所、市・区社会福祉協議会、地域ケアプラザ等 

 

５ 今後のスケジュール（予定）                          

  平成 25年 ９月 市会常任委員会 パブリックコメント実施予定について報告 

12月 市会常任委員会 パブリックコメント実施結果について報告 

 第２回横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会（附属機関）開催 

  平成 26年 ３月 計画公表 



第３期 横浜市地域福祉保健計画（素案）に関する 
 パブリックコメント（意見募集） 

募集期間 平成 25 年 10 月 1 日（火）～ 10 月 31 日（木） 

 

   
■意見募集の内容■  

 第３期横浜市地域福祉保健計画（素案）へのご意見・ご提案を募集します。 

 いただいたご意見等は、今後の計画策定や地域福祉保健関連の施策に関して参考に

させていただきます。（ご意見をとりまとめたものを地域福祉保健計画策定・推進委員

会へ報告し、横浜市ホームページにて公表します。） 

 
今なぜ地域福祉保健計画が必要とされているのでしょうか？ 

 
 横浜市は、2025 年には 65 歳以上人口が 100 万人近くになると予測されていますが、 

  高齢化の進展にともない、支援が必要な人は今後ますます増加するものと考えられます。 
■意見提出方法■   市民活動が盛んで様々な取組が行われている一方で、地域におけるつながりの希薄化などの 

 素案に対するご意見と、氏名・住所・電話番号・性別・年代（①20 歳未満／ 課題もあり、身近な地域の支え合いやつながりづくりが必要になってきています。 

 高齢者だけでなく、子どもや子育て世代も、障害児者も、誰もが安心して自分らしく健やかに

暮らせるための取組を進めることが、今後さらに求められています。 
 ②20-39 歳／③40-64 歳／④65-74 歳／⑤75 歳以上）を記入してください。 

 ◆郵送 〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１丁目１番地 

   ※素案冊子の裏表紙にあるはがきをご利用ください。 
  ◆ＦＡＸ ０４５（６６４）３６２２ 

◆電子メール kf-chifukukeikaku@city.yokohama.jp 

※メールの件名は「パブリックコメント」と表記してください。 

◆直接持参 健康福祉局福祉保健課計画担当 
 
■計画の愛称も募集します■ 
第３期から市地域福祉保健計画と市社協地域福祉活動計画を一体的に策定・推進し

ます。計画をより市民に親しみやすいものにしていくため、新たに愛称を募集します。 

 ◆応募方法：パブリックコメントと合わせてお送りください。 

※計画の愛称と名前に込めた思いを記載してください。 

※応募者一人につき 1 件までとします。 

◆選考：計画策定・推進委員会において選考の上、決定します。 

※結果発表：平成 26 年 2 月頃 

※選定された愛称を応募された方の中から 1 名の方に記念品を差し上げます。 

 
 

 

■社会福祉法第 107 条の規定による法定計画（市町村地域福祉計画）です。 

横浜市では、第 2 期計画（平成 21 年度）から「地域福祉保健計画」とし、 

保健の視点も盛り込み、福祉と保健を一体的に推進しています。 

    ＜社会福祉法第 107 条で計画に盛り込むべきと規定されている事項＞ 

     １ 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項 

     ２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

     ３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

■誰もが身近な地域で安心して健やかに暮らせる地域づくりをめざし、 

市民、事業者、行政が協働で地域の課題解決に向けた取組を進めることを 

目的としています。 

 ■第 3 期計画からは、横浜市地域福祉活動計画（横浜市社会福祉協議会）と 

一体的に策定・推進します。 

 

■お問合せ■ 
横浜市 健康福祉局 福祉保健課 計画担当 
電話 045(671)3428 FAX 045(664)3622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３つの圏域の計画 

（市・区・地区別）

の関係性 

区計画（平成 26～27 年度に各区で３期計画を策定予定） 
市計画 

区（全体）計画 地区別計画 

基本理念と方向性を

提示し、区計画推進

を支援する計画 

市内 18 区の特性に

応じた、区民に身近

な中心的計画 

住民主体で地区の課題に対応 

するため、地区が主体となり、

地区と区・区社協・地域ケアプ

ラザとが協働で策定する計画 
 

これまでの取組と 

今後の課題 

【これまでの取組】 
○地区別計画を全区で策定し、区職員等による地区別支援チームを 

設置し地域支援を進めました。 

○ひとり暮らし高齢者の見守り等、支援が必要な人を支援につなげる 

仕組みづくりを進めました。 

○幅広い対象に向け市民参加を働きかけ、担い手養成の講座等の充実を 

図りました。 
【今後の課題】 
○地域づくりを更に進めるために、区職員等が参考にできる地域支援の 

あり方を示すことが必要です。 

○環境整備は進みましたが、身近な地域での早期発見と共助の取組を 

連動させることが必要です。 

○より幅広い市民参加を促す環境整備や仕掛けづくりの工夫が必要です。 

これからの方向性 

①地域支援のあり方の提示と地域・区域の取組の推進支援 

②自助・共助・公助を組み合わせた地域の仕組みの充実 

③企業、学校、関係機関等との連携強化と幅広い対象層への啓発 

地域福祉保健計画とは 

“○○プラン”など

横浜市と 

横浜市社会福祉協議会が

連携して 

策定・推進します 

将来の横浜を見据えた 

支え合いの取組を 

さらに進めます 

地域では 

解決できない課題への 

  区域の取組を進めます

第３期の計画は、ここがポイントです！ 

自助・共助・公助を 

組み合わせた 

仕組みづくりを 

進めます 地域の主体的な 

取組を引き続き大事に 

支援します 
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推進の柱１ 地域住民が主役となり地域課題に取り組むための 

基盤をつくる 

【主要な取組】 

 地区別計画の取組を更に推進する体制・方法を示します。 

  

○地区別計画推進の仕組みや住民主体の取組を推進する体制・目標の明確化 

○現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化、効果的な取組推進 

○地域の取組を支え、地域では解決できない課題を解決する、区域の取組推進 

     誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる 

    「よこはま」をみんなでつくろう 

     第３期 横浜市地域福祉保健計画 の 方向性（ 計画期間：平成 26 年度～30 年度 ） 

基本理念実現のための＜重要な視点＞ 

        誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる 

    「よこはま」をみんなでつくろう 
＜基本理念＞ 

① 住民主体と協働による地域福祉保健の推進 

② 誰もが自分らしく地域で暮らし、共に支えあう社会 
（ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン） 

③ 自助の力を高める「一人ひとりの健康」を大事にしながら、

誰もが健康にすごせる社会 

＜総合目標＞ 
① 人と人とのつながりを地域資源の一つとして 

積み重ねていく意義の浸透 

② 自助・共助・公助の組み合わせによる誰もが 

健やかで安心して生活できる地域づくり 
③ 幅広い市民参加を重視した地域社会全体の活力向上 

推進の柱２ 支援を必要とする人が的確に支援へつながる 

仕組みをつくる 

【主要取組】 

身近な地域における課題の早期発見・共助の仕組みの連動を 
基本理念の実現に向けた取組 

強化します。 

 

○自助・共助・公助の組み合わせで、支援が届かず様々な生活課題を 

抱えている人に気付き、支える仕組みの強化 

○個別課題を地域課題につなげ、身近な地域で生活課題を把握・ 

調整・解決し、区域や市域の取組に反映させる仕組みづくり 

○健康づくり･保健の取組を活用した自助･共助の充実 

○地域拠点である地域ケアプラザが中核的な役割を担うための 

人材育成等の推進 

推進の柱３ 幅広い市民参加から地域福祉保健の取組が 

広がる仕掛けをつくる 

【主な取組】 

企業、学校等の様々な主体と連携し、ターゲット層を 

明確にしながら、市民参加の働きかけを強化します。 

 

○企業やNPO・社会福祉施設等、様々な主体との連携と活動への参加の促進 

○子どもや若年世代・高齢者・障害者等を含むすべての人を対象に、 

つながりや支え合い、さまざまな活動に参加することの啓発の実施 

 （小・中学校におけるつながりづくりや地域理解の啓発の推進等） 

○高齢者が健康づくりに努めながら、意欲と能力が発揮できる 

「場」と「出番」づくり 

推進の柱１ 
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推進の柱２ 

 

支援を必要とする 
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つくる 

推進の柱３ 
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第３期 横浜市地域福祉保健計画（素案）に関する 
 パブリックコメント（意見募集） 

募集期間 平成 25 年 10 月 1 日（火）～ 10 月 31 日（木） 

 

   
■意見募集の内容■  

 第３期横浜市地域福祉保健計画（素案）へのご意見・ご提案を募集します。 

 いただいたご意見等は、今後の計画策定や地域福祉保健関連の施策に関して参考に

させていただきます。（ご意見をとりまとめたものを地域福祉保健計画策定・推進委員

会へ報告し、横浜市ホームページにて公表します。） 

 
今なぜ地域福祉保健計画が必要とされているのでしょうか？ 

 
 横浜市は、2025 年には 65 歳以上人口が 100 万人近くになると予測されていますが、 

  高齢化の進展にともない、支援が必要な人は今後ますます増加するものと考えられます。 
■意見提出方法■   市民活動が盛んで様々な取組が行われている一方で、地域におけるつながりの希薄化などの 

 素案に対するご意見と、氏名・住所・電話番号・性別・年代（①20 歳未満／ 課題もあり、身近な地域の支え合いやつながりづくりが必要になってきています。 

 高齢者だけでなく、子どもや子育て世代も、障害児者も、誰もが安心して自分らしく健やかに

暮らせるための取組を進めることが、今後さらに求められています。 
 ②20-39 歳／③40-64 歳／④65-74 歳／⑤75 歳以上）を記入してください。 

 ◆郵送 〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１丁目１番地 

   ※素案冊子の裏表紙にあるはがきをご利用ください。 
  ◆ＦＡＸ ０４５（６６４）３６２２ 

◆電子メール kf-chifukukeikaku@city.yokohama.jp 

※メールの件名は「パブリックコメント」と表記してください。 

◆直接持参 健康福祉局福祉保健課計画担当 
 
■計画の愛称も募集します■ 
第３期から市地域福祉保健計画と市社協地域福祉活動計画を一体的に策定・推進し

ます。計画をより市民に親しみやすいものにしていくため、新たに愛称を募集します。 

 ◆応募方法：パブリックコメントと合わせてお送りください。 

※計画の愛称と名前に込めた思いを記載してください。 

※応募者一人につき 1 件までとします。 

◆選考：計画策定・推進委員会において選考の上、決定します。 

※結果発表：平成 26 年 2 月頃 

※選定された愛称を応募された方の中から 1 名の方に記念品を差し上げます。 

 
 

 

■社会福祉法第 107 条の規定による法定計画（市町村地域福祉計画）です。 

横浜市では、第 2 期計画（平成 21 年度）から「地域福祉保健計画」とし、 

保健の視点も盛り込み、福祉と保健を一体的に推進しています。 

    ＜社会福祉法第 107 条で計画に盛り込むべきと規定されている事項＞ 

     １ 地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項 

     ２ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

     ３ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

■誰もが身近な地域で安心して健やかに暮らせる地域づくりをめざし、 

市民、事業者、行政が協働で地域の課題解決に向けた取組を進めることを 

目的としています。 

 ■第 3 期計画からは、横浜市地域福祉活動計画（横浜市社会福祉協議会）と 

一体的に策定・推進します。 

 

■お問合せ■ 
横浜市 健康福祉局 福祉保健課 計画担当 
電話 045(671)3428 FAX 045(664)3622 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３つの圏域の計画 

（市・区・地区別）

の関係性 

区計画（平成 26～27 年度に各区で３期計画を策定予定） 
市計画 

区（全体）計画 地区別計画 

基本理念と方向性を

提示し、区計画推進

を支援する計画 

市内 18 区の特性に

応じた、区民に身近

な中心的計画 

住民主体で地区の課題に対応 

するため、地区が主体となり、

地区と区・区社協・地域ケアプ

ラザとが協働で策定する計画 
 

これまでの取組と 

今後の課題 

【これまでの取組】 
○地区別計画を全区で策定し、区職員等による地区別支援チームを 

設置し地域支援を進めました。 

○ひとり暮らし高齢者の見守り等、支援が必要な人を支援につなげる 

仕組みづくりを進めました。 

○幅広い対象に向け市民参加を働きかけ、担い手養成の講座等の充実を 

図りました。 
【今後の課題】 
○地域づくりを更に進めるために、区職員等が参考にできる地域支援の 

あり方を示すことが必要です。 

○環境整備は進みましたが、身近な地域での早期発見と共助の取組を 

連動させることが必要です。 

○より幅広い市民参加を促す環境整備や仕掛けづくりの工夫が必要です。 

これからの方向性 

①地域支援のあり方の提示と地域・区域の取組の推進支援 

②自助・共助・公助を組み合わせた地域の仕組みの充実 

③企業、学校、関係機関等との連携強化と幅広い対象層への啓発 

地域福祉保健計画とは 

“○○プラン”など

横浜市と 

横浜市社会福祉協議会が

連携して 

策定・推進します 

将来の横浜を見据えた 

支え合いの取組を 

さらに進めます 

地域では 

解決できない課題への 

  区域の取組を進めます

第３期の計画は、ここがポイントです！ 

自助・共助・公助を 

組み合わせた 

仕組みづくりを 

進めます 地域の主体的な 

取組を引き続き大事に 

支援します 
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0 平成 12年に「社会福祉法jが改正され、第 107条に市町村が地域福祉計画を策定するこ

とが位置づけられました。

0 地域福祉計画は、誰もが身近な地域で安心して暮らせる地域づくりをめざし、住民、事

業者、行政が協働で地域の課題解決に向けた取組を進めることを目的としています。

0 横浜市では「誰もがいつまでも安心して暮らせる都市よこはま」をめざして、平成 16年

5月に「横浜市地域福祉計画Jを策定し、第 l期(平成 16年度~平成 20年度)、第 2期 (平

成 21年度'"'-'25年度)として計画を推進してきました。

0 第 2期からは、 計画の名称を「横浜市地域福祉保健計画Jとし、福祉と保健の取組をー

体的に推進しています。

0 第 3期計画期間は平成 26年度から平成 30年度までの 5か年とし、横浜市社会福祉協議

会が策定 ・推進してきた計画である「横浜市地域福祉活動計画」と一体的に策定 ・推進を

行います。

0 地域福祉保健計画推進の基本は「協働」です。協働 した取組を進めるには、市民の主体

的な参加・行動と、地域や様々な団体がそれぞれのできる範囲の力を出しあって活動を行

うことが重要であり、中長期的な視野をもち腰を据えて取組を進め、定着させていくこと

が必要です。

く第 107条で計画に盛りこむべきと規定されている事項>

1 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

2 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

3 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

(2)地域福祉保健社電rc;it9琢福査活動計画百寸志凶志奇短35意事

0 地域福祉活動計画は、全国社会福祉協議会が策定した地域福祉活動計画策定指針に基づ

き、地域福祉活動を推進するために、住民や各種施設、団体等が市町村社会福祉協議会と

協働して策定する民間の活動 ・行動計画です。

O 横浜市地域福祉活動計画は、横浜市社会福祉協議会が中心となって、平成 7年度の第 l

次計画策定以来、平成 25年度末までに 4次にわたる活動計画を策定 ・推進してきました。

O 横浜市地域福祉保健計画と横浜市地域福祉活動計画は、いずれも地域福祉保健を推進す



るための計画であり 、相互に補完し、連携 ・役割分担し総合的に推進するものであるため、

第 3期から一体的に策定 ・推進を行うこととしました。

0 一体的に計画を策定 ・推進することで、共通の理念 ・目標のもと、行政と社会福祉協議

会の役割を明確化 し、連携を図ることができるとともに、地域福祉保健推進の方向性を統

一的に市民に示し、さらなる地域福祉保健の推進を目指すことができます。

0 本計画は、行政と社会福祉協議会が一体的に地域福祉保健を推進するという趣旨を踏ま

え、名称を「横浜市地域福祉保健計画」に統一します。

0 また、計画をより市民に親しみやすいものとしていくために新たに愛称を設けます。

ア 市の基本構想・中期計画との関係

CP) 横浜市基本構想 (2025年頃を展望した都市の姿〉との関係

0 横浜市では、市民生活を取り巻く環境が大きく変化する中で、市民が希望をもっ

て生活できるよう、今後の概ね 20年を展望した市政の根本となる指針として、平成

18年度に「横浜市基本構想J(長期 ビジョン)を策定しました。

0 横浜市基本構想では、「これからの 20年で横浜が目指す都市の姿=市民力と創造

力により新しい『横浜らしさ』を生み出す都市Jを都市像として掲げました。市民

と行政が互いに特性を生かし、地域課題や社会的な課題に協働して取り組み、多様

なニーズ、へきめ細かく対応することで、市民生活の質の向上を目指すとしています。

O 地域福祉保健計画は、横浜市基本構想を上位計画とし、基本構想で掲げる都市像

り一つで、ある「し、つまでも安心して暮らせる安全安心都市Jを実現するための計画

という性格をもちます。

(イ) 横浜市中期4か年計画との関係

0 横浜市では、横浜市基本構想で示した都市像を実現するため、平成 22年度に横浜

市中期 4か年計画(平成 22年度""'-'25年度)を策定しました。

0 中期 4か年計画では、市民主体の地域運営を進めるため、基本政策 2 I市民生活

の安心・充実Jの中で、施策 15として「参加と協働による地域自治の支援」を掲げ

ており、地域福祉保健計画の推進は、こうした市の施策を具現化する取組のーっと

して位置づけることができます。

0 平成 26年度以降の横浜市の中期的な計画の方向性との整合性を図り、市の施策の

実現に向けて地域福祉保健計画を推進していきます。
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イ 福祉保健の分野別計画、関連する分野

0 横浜市には、各法を根拠とする福祉保健の分野別計画として、横浜市高齢者保健

福祉計画 ・介護保険事業計画(老人福祉法、介護保険法)、横浜市障害者プラン(障

害者基本法、障害者総合支援法)、かがやけ横浜こども青少年プラン(次世代育成支

援対策推進法)、健康横浜 21 (健康増進法)があります。

0 地域福祉保健計画は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども等の対象者や、保

健の視点等に関する分野別計画に共通する理念、方針、地域の取組の推進方向など

を明示し、各対象者全体の地域生活の安全、安心の充実を図ることを目指 していま

す。

0 また、住民、事業者、行政が協働する基本的な事項を横断的に定めることで、地

域における展開を総括する役割を果たします。

0 さらに、分野別計画で提示されている対象者の地域生活を支えるための事業や支

援について、地域福祉保健計画でも住民と協働で取り組んでいきます。

0 各分野別計画においても、対象者の地域生活を支えるための事業や地域活動の支

援に取り組み、地域福祉保健計画と相互に取組を進めることで対象者の地域生活の

充実を図っていきます。

ピ 〉縦割抑制保健行政を
横断的に展開する仕組みづくり

健

康
横

浜 I l /個別法により対象者のニーズに応じた
21 I 戸←一1サービス量の整備等

百一一人し 一
」
戸
」

+
U

各プランの対象者の地域生活を支えるた
め、それぞれのプランが連携して進める
べき取組等
例:0地域での見守り・支え合い

O身近な地減で参加できる機会の
充実等

第3期横浜市地域福祉保健計画
4プランを棟断的につなぐ基本の仕組み
をつくる。
-地区別計画
. t也域ネットワーク
-住民活動聞の横の連携支援
・行政、専門機関、 NPO等の横の連携

i横浜市地域福祉保健計画!!横浜市地域福祉活動計画!

0 分野別計画との整合性を図ることに加えて、地域における住民の福祉保健の充実

を中核と しつつ、様々な地域の生活課題に地域が主体となって取り組んでいけるよ

う関連する行政分野との連携を重視し、取組を進めていく必要があります。

0 行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくことが大切で、あ

ると同時に、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの場である地域にお

いて、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、全体の総合性、連続性と

いった視点で捉え、関連付けて行うことが、「地域福祉j の大事な視点です。関連す

る分野を意識し、連携しながら取り組むことを重視していきます。

3 



<地域福祉保健と関連する分野>

<福祉保健の分野別計画(抜粋)> 
ー【第 5期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画】(平成 24年度"'26年度)

; 基杢旦壁
! 高齢者が、地域で引き続き自立した生活が送れるよう、その人の状態に応じて、医療、介護、

i 予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の実現を目指

! します。

施策の基本的な方向 1:いきいきと活動的に暮らせるために

0元気なうちから健康づくり・介護予防に取り組めるよう支援します。

0高齢者が自ら担い手として地域活動に参加できるよう介護支援ボランティアポイント事業を推

進します。

O地域での支え合い体制を推進します。

施策の基本的な方向 2:地域包括ケアの実現のために

0地域包括支援センターの機能を充実し、地域の連携づくりを推進します。

024時間対応の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを展開します。

O小規模多機能型居宅介護サービスを充実します。

0医療機関と介護サービス提供機関相Eの連携の強化を図ります。

O認知症対策を充実します。

施策の基本的な方向 3:自分に合った施設・住まいが選べるために

0一人ひとりの状況に応じた施設・住まいで、自分らしく安I~\ して生活することができる環

境づくりを進めます。

0介護事業所を併設した住まいづくりなどに取り組みます。

施策推進の視点:安I~\の介護を提供するために

0サービスの質の確保、向上のための仕組みづくりを進めます。

O介護人材の安定供給、定着促進に取り組みます。
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-【横浜市障害者プラン(第 2期)】(平成 21年度.....，26年度) • 

I 基本的な考え方

市民一人ひとりがおEいの人権を尊重しあいながら、障害のある人ちない人ち同じように生活す

ることができるよう、市民・地域・企業・行政など社会全体による取組を進めます。

そこで、障害者が自らの意思により地域で自立した生活を送れる社会づくりを推進するために、

横浜市における施策の方向について具体的に示します。

E 将来にわたるあんしん施策

1 親亡き後も安I~' して地域生活が送れる仕組みの構築

2 障害者の高齢化・重度化への苅応

3 地域生活のためのきめ細かな対応

E 重点施策

1 普及・啓発のさらなる充実

2 相談支援システムの機能強化

3 地域生活を総合的に支える仕組みの構築

4 医療環境・医療体制の充実

5 障害児支援の体制強化

6 障害者の就労支援の一層の拡充強化

7 発達障害児・者支援の体制整備

{かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画(横浜市次世代育成支援行動計画)】

(平成 22年度.....，26年度)

l 重重

t 未来の世代を育むまち「よこはま」の実現

l 第1の基本目標:子ども・青少年を育む多様な「成長空間」を創る

O安I~' して過ごせる揚や機会を創る

0多様な交流や体験を得られる揚や機会を創る

O家庭の子育て力を高める揚や機会を創る

第2の基本目標:成長空間を支える「地域力」を高める

0地域の中で子ども・青少年への関I~'を高め、支援の担い手を広げる

O情報-ノウハウの共有化や課題解決のためのネットワーク強化

l 第3の基本目標:市民の参画を促す 「共生社会」を実現する

0すべての人がともに生きる社会の実現

0企業の社会的責任と取組の推進

5 
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【第 2期健康横浜 21】(平成 25年度""34年度}一

すべての市民を苅象に、乳幼児期から高齢期まで継続して、生活習慣の改善や、生活習慣病の

重症化予防を行うことで、いくつになってちできるだけ自立した生活を送ることのできる市民を

増やします。

基本目標

10年間にわたり健康春命を延ばします。

取組テーマ

① 生活習慣の改善

② 生活習慣痛の重症化予防

第2期計画の特色

その 1 ライフステージに合わせた取組を行います

o 3つのライフステージ別に行動目標と目標値を設定し、それぞれにあわせた取組を行いま

す。

その2 rきっかけづくり」と「継続支援」を目指した取組を進めます

0 きっかけづくり:健康づくりを始めるきっかけになることを目指して、知識の普及や体験;

型イベント、講座などの啓発活動を行います。

0 継続支援:健康づくり活動を楽しみながら続けることを目指して、仲間づくりや揚づくり

を進めます。

その3 区の特性をふまえ、さまざまな関係機関・団体と連携しだ取組を進めます

0 様々な関係機関が目標を設定し、情報共有しながら、より具体的な取組につなげることを l

目指します。
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ア 市計画・区計画・地区別計画の関係

(立
置

づ
17 

盛
り
込
む
内
容

0 横浜市の地域福祉保健計画は、市計画、 18区の区計画、地区別計画で構成し、合わ

せて社会福祉法第 107条の規定による市町村地域福祉計画と位置づけます。

0 政令指定都市である横浜市の場合、各種福祉保健サービス提供や区民ニーズと地域

特性に基づく施策実施の中心は区であるため、各区計画を策定し、区の特性を生かし

た取組を進めています。

0 さらに、地域の生活課題にきめ細かく対応するためには、お互いに顔の見える小さ

な圏域を単位とすることが必要なため、第 2期から全区で地区別計画を策定・推進し

ています。

区 計 画

市 計 画
区(全体)計画 地 区別 計画

基本理怠と方向性を提示 区の特性に応じだ、区民に身 住民主体で地区の課題に対応す

し、区計画推進を支援する 近な中J!j¥的計画 るため、地区が主体となり、地

計画 区と区・区社協・地域ケアプラ

ザとが協働で策定する計画

-分野別計画を横断的につ -地域福祉保健に関する区の -住民の支えあいの力により解

なぎ、地域福祉保健に闘す 方針 決可能な課題に対する取組

る施策を調整するための連 -地区別計画の活動を支える -地域の生活課題の解決に向け

携レた取組 取組 た、地域の人材と資源を生かし

-区計画を進めるだめに!Q)'¥ -区域全体の福祉保健の共通 た皐近な支えあいの取組

要な市や市社協による支援 課題、地域の支えあいでは解 -支援が必要な人の日常生活に

策や区域で解決できない課 決できない課題、区域で取り 連動した支援策・取組

題に苅する市域での取組 組むべき課題に対する区・区

-市民の活動の基盤整備に 社協・地域ケアプラザの取組

関する取組

<市 計 画 ・ 区 計 画 の 計 画 期 間>

※1 鶴見区、神奈川区、西区、南区、青葉区、栄区、泉区

※2 中区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、都筑区、戸塚区、瀬谷区

※3 区計画の計画期間は、第3期から統一します。
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イ 圏域の考え方

(y) 地域福祉保健計画推進の圏域の考え方

0 横浜市は人 口370万人の大都市であ り、地域ごとに歴史、文化、生活上の課題は異

なっており 、市域一律での計画づくり は、 課題解決を進めるうえで実効性のあるもの

，とはいえない状況にあり ます。住民が地域の生活課題を解決するためには、一定の範

囲で地域の特性や状況に応じた検討や取組を行う必要があ ります。地域福祉保健の圏

域を横浜市の現状から考えると、次の 6層に分けられます。

く市民生活に関わる地域福祉保健の 6層の圏域>

ゐ 日常的な支えあいができる範囲。民生委員・児童委員な
~ I 近隣、自治~ffiJ[ÎヨEの班 (組〉程 どが、支援の必要な人を把握し、見守りや日常の生活支援

層 度 などを行う基礎的な範囲。

自治会町内会
住民の暮らしの課題を解決していくために日常的な活

品|世帯数平均 400世帯 動を行う範囲。団地やマンションなどちこの範囲。
人口平均七300人程度

地区連合町内会
自治会町内会、各団体・組織がまとまり、地区連合町内

言|人口平均 15，000人程度
会や地区社協を組織し、活動を行っている圏域。

251地区

~ I 日常生活圏域 (中学校区程度) 地域ケアプラザ (地域包括支援センター)など皐近な地
層 人口平均 25，000人程度 域課題を解決するための一定の福祉保健サービスや公共

地域ケアプラザ(145圏域) 施設を行政が公平に整備する圏域。

効果的なサービス提供を実現するために区社協をはじ

il区域 (18区)
層 人口 10'"'-'30万人程度

|めとした様々な公的機関を整備し、区役所を中山に 1'"' .. '4 
層で把握した各地区に共通する地域課題を共有し、各地域
を支援する地域福祉保健施策を進める圏域。

il市域
層人口 370万人

|市全体の調和を保ちながら地踊祉保健施策を進める圏
i或。

※「横浜市の平均的な地域の状況」を参照ください。(r1章4(4)J)

(イ) 地区別計画の圏域の考え方

0 地区別計画の圏域については、これまでの各区での計画策定 ・推進状況を踏まえ、

地区連合町内会のエ リアを基本と します。 しかし、 地域の状況により、地域ケアプラ

ザ圏域で進める ことで効果が高まる場合もあるため、 地域ケアプラザ圏域も地区別計

画の圏域のーっと します。

0 また、地区連合町内会に加入 しない自治会町内会や、地域ケアプラザが設置されて

いない地区な どもあるため、計画策定 ・推進の圏域は、集合住宅の団地、マンシ ョン

管理組合、単位 自治会町内会など、地域の状況に応じて住民との話し合いの中で柔軟

に設定する こと も可能です。
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その地域を知る人が集まり、話し合い、活動できる範囲として、単位自治会町
内会が考えられますが、小規模の自治会町内会だけでは解決できない課題ち考え
られます。
横浜市では、他都市と比較して地区連合町内会が組織的な活動を展開している

こと、概ね地区連合町内会の圏域で地区社協が結成されていること、自治会町内
会同士が支えあう関係を期待できることなどから、地区連合町内会の工リアを基
本の圏域としています。

地域によっては、地区連合町内会の相互のつながりの活用、地域活動の拠点と
しての地域ケアプラザの活用、学校や様々な活動拠点など地域の社会資源との連
携等を、地域ケアプラザ圏域内の複製の地区連合町内会で一緒に検討し、実施す
ることにより効果が高まる揚合ち考えられます。その場合、地域ケアプラザ圏域
で設定した共通の目標に対し、具体的な支えあい活動など地域の生活事情に即し
た取組は、地区連合町内会単位で考えていくことも重要です。

(ウ) 取組の特性に応じた圏域の考え方

0 日常生活の支えあいは、範囲が小さいほど、お互いの顔や名前もわかりやすく、日常

生活の延長上でできることは継続しやすいため、近隣や自治会町内会のエリア程度が

望ましい単位と考えられます。子育てサロン、高齢者のサロン、配食サービスなどの

活動は、地区連合町内会や自治会町内会の圏域で活発に行われている場合が多く見ら

れます。

0 しかし、複雑な課題や近隣等の小さな範囲では解決することが難しい課題もあります。

また、近隣には自分のことを知られたくない、個人的な問題には関わってほしくない

といった理由から、あえて広域で活動している団体を選ぶ人も存在します。さらに、

交通網の発達やインターネットの普及等で従来の日常生活の圏域を越えた活動が広が

り、同好の仲間がサークルをつくるなど、共通のテーマに基づく広域の活動団体(ボ

ランティアグループや当事者活動団体等)も生まれています。

0 こうした日常生活の圏域を越えた区域や市域で活動する人々が多数存在するのも、都

市部の特徴のひとつであり、取組の特性に応じ、広域の活動団体と連携を図ることも有

効です。

(1) 他の分野別計画の圏域について

0 第 5期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、相談支援やサービスを

均等に提供することを目指して、概ね地域ケアプラザ圏域(中学校区程度:地域福祉

保健計画では 4層)を日常生活圏域として設定し、地域包括支援センターや地域密着

型サービスを整備することとしています。

ウ 地域ケアプラザの計画への関わりについて

0 横浜市では地域ケアプラザを地域に身近な福祉保健活動の拠点として位置づけ、福

祉保健の相談や、地域の福祉保健活動の支援を行っています。そのため、地域ケアプ

ラザは、地域に最も身近な公的機関として、区計画及び地区別計画の策定・推進につ

いて区役所・区社協とともに取り組んでいきます。
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ア第2期市計画のねらい

0 住民主体と協働による地域福祉推進のため、様々な担い手が連携し、住民主体の地域運

営が行われるよう、協働して取組を進めるとともに、障害や病気などの有無に関わらず、

すべての人が平等に権利と義務を能力に応じて補いあい、助けあって生きていく地域社会

をつくっていくことを 目指 しました。

0 そのような社会の実現に向けて、より身近な地域での取組を進めるため、全区で地区別

計画を策定し、推進することとしました。

0 また、支援が必要な人を地域との協働で把握し、サーピス提供や相談支援につなげる取

組を行うことを提示しました。

0 さらに、地域福祉保健の取組を広げるため、若い世代や団塊の世代、高齢者や障害者、

学校や企業など、幅広い市民参加を進める ことを提案 しました。

イ 具体的な取組

0 地域の生活課題を、住民が主体となって解決していくために、全区で身近な地域を単位

とした、「地区別計画Jを策定 し、推進すること

0 ひとり暮ら し高齢者「地域で見守り J推進事業や災害時要援護者支援事業による、行政

が保有する高齢者や障害者等の支援が必要な方の情報を地域等に提供することを通じた、

「地域での見守り・支えあいの取組Jを推進すること

0 地域に関心を持ち、やりがいを持って地域活動に参加する方を増やしていくことによっ

て、「幅広い市民参加を促す取組」を推進すること

ウ成果

0 地区別計画が全区で策定 ・推進され、地域住民が参加した目標づくり、活動展開に取り

組みました。地区別計画を支援する区 ・区社協・地域ケアプラザの職員をメンバーとする

「地区別支援チーム」が、全区で編成され、地域と自治会町内会の連携による取組が拡大

しています。

0 行政が保有する支援を必要とする方の情報の提供によって、地域での対象者の把握に向

けた環境づくりの促進と、対象者と住民が知り合うきっかけづくりの進展による、地域で

見守り、支えあう取組が推進されました。

0 幅広い対象に向けた市民参加を働きかけるとともに、地域福祉活動の担い手不足の解消

に向けた「市民向けボランティア講座」などの取組が充実しました。
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工 次期計画へと引き継がれる課題

0 地区別計画の策定・推進の仕組みを基盤とした地域づくりを更に推進 し、地域福祉保健

の取組を充実させていくことが必要です。

0 従来の取組では把握することが困難な対象層を、地域で見守り、支援につなげる自助・

共助 ・公助が連動した仕組みづくりが必要です。

0 幅広い対象層に向けた啓発と、企業、学校、関係機関、関係施設等との連携を強化して

いくような工夫が必要です。

0 地区別計画だけでは解決できない地域福祉保健の課題について、市域 ・区域における取

組も工夫することが必要です。

ア 第4次活動計画のねらい

o r誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなでつくりだすJを計画の理念と

し、多くの市民の参加を得て “身近な福祉"を実現していくことをねらいとしました。

0 この理念の実現のために、大都市横浜における多様な地域特性を生かし、横浜らしい「つ

ながり Jや 「支えあい」のある地域づくりを目指 しました。

0 また、支援が必要な人々への総合的な支援体制を整えるとともに、その人らしく暮らせ

る環境づくりを推進することとしました。

0 次世代を担う福祉人材の育成を進めるとともに、市民活動 ・ボランティア活動を推進・

拡充する取組を提示しました。

0 さらに、情報技術の急速な進歩により、情報の発信や収集、活用が迅速かっ容易にでき

るようになった一方で、、さまざまな制約によってこうした環境下にない方たちも存在する

ため、「情報格差Jを解消していくことも必要と考えま した。

イ 具体的な取組

O 身近な地域の中で住民の交流を広げるとともに、住民自らが生活課題を把握し、その解

決に向けて取り組むための地区ボランティアセンター整備の試行

0 障害者や家族の主体的活動を尊重し、障害への理解の促進と安心できる暮らしの実現を

目指した、障害者のためのコミュニケーションボ~ ]"*やカー ド等を通じての啓発活動

0 より身近な地域である町内会単位の見守り活動やたすけあい活動の試行

*コミュニケーションボー ド 文字や話し言葉による コミュニケーションが難しい方々が、ボードに書
いてあるイラスト(絵 ・記号)を指差すことで自分の意思を周囲の方に伝えるもの。
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0 高齢者・障害者等の権利擁護 ・成年後見に関する事業の拡充のほか、市民後見人の養成・

活動支援や区社協における法人後見業務に関する検討等、新たな支援の仕組づくり

0 市民活動の輪を広げるため、企業の地域貢献活動のモデル実施やノワハウ集作成、福祉

教育の推進に関する新たな指針づくり、地域活動のリ ーダー育成等

0 市社協のホームページの拡充や、プログ ・SNS (ソーシヤノレ・ネットワーク ・サービス)

など新たな情報ツールによる広報の強化

ウ 成 果

O 地区ボランティアセンターによって、世代や活動分野を越えた新たな交流が生まれまし

た。

0 障害者理解講座の神奈川県警察学校カリキュラムへの導入や、コンビニエンスストアと

の連携によるコミュニケーションボード活用などが広がりました。

0 自治会町内会単位の取組の中で、高齢者自身の組織化や見守りの担い手の組織化のほか、

見守りの訪問時に手渡しできる回覧物や広報紙を新たに作成し、見守り活動の支援を行い、

取組が広がりました。

0 市民の協力を得て、高齢者・障害者等の権利擁護 ・成年後見を担っていく仕組みをつく

り、区域で展開していく基礎を築きました。

0 企業や教育関係者、地域活動者などの参画を得て、今後の活動を拡充するためのヒント

や指針等を示しました。

0 ブログ ・SNSなどを活用し、身近で、タイムリ ーな情報提供を進めました。

工 次期計画へと引き継がれる課題

0 地区別計画を一層推進していくために、区 ・区社協・地域ケアプラザが地域ごとの課題

を共有し、解決にいたるまでの支援を協働して行う支援体制、支援方法をさらに強化する

必要があります。

0 従来、地区連合町内会や地区社協、地区民児協エ リア(3層)を基本単位として福祉活

動を推進してきました。住民の主体的かっ日常的な活動として見守りや支えあいの活動を

広げるには、より小さな単位の取組が必要で、あり、今後はその部分を踏まえ、取組を支援

していく必要があります。

0 第 4次活動計画では、企業との連携の取組を中心に取り組んできましたが、これに加え

てさらに多様な施設や団体、 NPO等との連携を進めるとともに、具体的な地域課題解決の

ために協働していくことが必要です。
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ア 少子高齢社会の進展 |2025年には 4人に 1人が高齢者|

0 横浜市の平均寿命、健康寿命は、男女とも全国値を上回り、伸びています。一方、子ど

もの数は平成 37年 (2025年)までに約 7万人の減少が見込まれています。横浜市の少子

高齢化は急速に進展し、平成 37年 (2025年)には市内人口の 26.1%、4人に 1人以上が

65歳以上の高齢者となることが見込まれています。

歳
男性

88 __.._.-町一一一一一一一一一一一一一

86 

84 ・m …山一一一一一一一一一一一一一一一一…

82 .t… ω 刊
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79.68 ~ 

平均寿命と健康寿命※

綾 女性

88 ~ 一一~6.9g.一一一一
86.12 ~ 

8553 ‘ '  一 正
86 十一一一..ァ-_._....-ー ~._.---..._""-"山一一一一

;圃 86.30__ __ 85.99 
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84 ~一一 一一一一ー一ーーーー一一一一一一一--一一一一一一一一一一一一一一-ーーー
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(全国) 82 刊_._._…一 回目…ω
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80 ι …-]~♂Q. “"“ …引い m 々 一 ー一回 -LJー平均寿命 80 十 ……………一一一一 一日山町……… ………....... -LJー平均寿命
:;t_----iSーーーーーι (全国)
Lr - ' 0 ' 0  79.55 

78 ~ 刃品9
78.64 

~・健康寿命
76 十一一…一--- 一 一 一一一一一一一一一一一一一

(横浜市)

74 .+…………… 

: ー輔ー平均寿命
÷一 一ー ω …ー…一一ωmω ……ー… 一一.7D，98....._一一 (検浜市)

70.36 _ 
69.66 戸 て><

70←--"'" -4ニニヱーーυ
~ - 70.33 70.42 

68 .~一一一.Ji_!MI.一一一一ーー…_.__.._._一一

H16 H19 H22 

(全国)
78上…一。……山…

76 …一一一一一一一一一一一一一一一三5t--HH健康寿命

68 .;.-一一一一一一一一一ず一一一一一一一十一一一一一一一「
H16 H19 H22 

(横浜市)

ー輔ー平均寿命
(横浜市)

※健康零命:平均考命のうち、 健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間

出典)第2期健康横浜21(国民生活基礎調査(横浜市分)を基礎データとし算出)

年齢 3区分別人口割合の推移と推計

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

ー←-0-14歳ー・-15-64銭 ー・-65歳以上

出典)平成 22年(2010年)までは国勢調査平成 27年(2015年)以降は『横浜市の将来人口推計』
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平成12年(2000年) 平成22年(2010年) 平成37年(2025年)

総人口 3，426，651 3，688，773 3，717，810 

高齢人口(65歳以上) 477，053 13.9 % 736，216 20.0与も 971，554 26.1 % 

(参考)後期高齢者人口(75歳以上) 174，838 5.1 % 325，403 8.8 % 585，956 15.8 % 

生産年齢人口(15~64歳) 2，463，151 71.9 q，色 2，440，385 66.2 % 2，332，598 62.7 q，も

年少人口(15歳未満) 474，656 13.9 q，も 486.262 13.2 % 413，658 11.1 % 

総人口には年齢不詳が含まれている

出典)平成 22年までは国勢調査平成 37年は『横浜市の将来人口推計』

0 平成 22年 (2010年)の 65歳以上の高齢者人口は約 74万人ですが、団塊の世代が 75

歳以上になる平成 37年 (2025年)には 97万人となり、平成 22年 (2010年)の1.3倍、

平成 12年 (2000年)の 2.0倍に達する と推計されています。

0 特に、 75歳以上の高齢者は、平成 22年 (2010年)の約 33万人に対し平成 37年 (2025

年)には約四万人に増加し、平成 22年 (2010年)の1.8倍、平成 12年 (2000年)の

3. 4倍になると推計されています。

o 65歳以上の高齢者 l人を現役世代 (20"-'64歳)の何人で支えるかという割合は、平

成 22年 (2010年)の 3.1人から平成 37年 (2025年)には 2.2人へ、 70歳以上の高齢者

については、平成 22年 (2010年)の 4:9人から平成 37年 (2025年)には 3.0人となり、

現役世代への負担が大きくなることがわかります。

高齢世代人口の比率

(百人)
40∞o 

(人)

20 

35∞o 
18 

16 
30αJO 

14 

25000 12 

10 

15αJO 
8 

6 

10∞o 
4 

5000 2 

2.3 I I 2.2 I I 2.1 I I 咽 ~ I I 。 。
昭和55年昭和60年平成2年平成7年平成12年平成17年平成22年平成27年平成立年平成37年平成42年平成47年

c=コ19歳以下人口 亡ごコ20-64歳人口

巴::=165-74歳人口 巴ill75歳以上人口

ー・ー70歳以上人口を20-69歳人口で支える割合 ー・・65歳以上人口を20-64歳人口で支える割合

出典)平成 22年までは国勢調査平成 27年以降は『横浜市の将来人口推計』
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イ 世帯構成の変化陣扇面帯示4割近く|

0 単独世帯は年々増加しており、一世帯あたりの人数は減少する傾向にあります。

600，000 

400，000 

。

家族類型別世帯数の推移と推計

40 

15 

10 

。

Eヨその他

I:i':i::l単独世帯

C:::::::J女親と子供からなる世帯

E皿男親と子供からなる世帯

巳2 夫婦と子供からなる世帯

Eコ夫婦のみの世帯

ー園田単独世帯の割合

平成7年平成12年平成17年平成22年平成27年平成32年平成37年平成42年平成47年

出典)平成 22年までは国勢調査平成 27年以降は『横浜市の将来人口推計』

o 65歳以上の高齢者のいる世帯では、単独及び夫婦のみ世帯の割合は一貫して増加 して

おり、 2010年(平成 22年)では 65歳以上がいる世帯のうち単独世帯の割合は 27.1%で

すが、 2025年(平成 37年)には単独又は夫婦のみ世帯の割合はさらに高くなる可能性が

あります。

65歳以上の高齢者のいる世帯の家族類型別世帯数割合

世帯

600，000 

500，000 

400，000 

300，000 

200，000 

100，000 

平成7年

出典)国勢調査

平成12年 平成17年

15 

呼も

平成22年

30 

25巴ヨその他

c=:J3世代
20 

回 国2世代

15 [ご二コ夫婦のみ世帯

蝋糊単独世帯
10 

___65歳以上がいる世帯

5 のうち単独世帯の割合

。



ウ 超高齢化が及ぼす影響|介護保険給而費ー医療費が増加|

o 65歳以上の通院者数は年々増加しています。

0 要支援 ・要介護者は、平成 18年で 10万人、平成 21年で 11万人、平成 23年で 12万

人を超えており、介護保険給付費も増加の一途をたどっています。

(人)

180，000 

160，000 

140，000 

120，000 

100，000 

80，000 

60，000 

40，000 

。

通院者数推移

(干人)
1，400 

1，200 

1，000 

800 

600 

400 

200 

。
平成10年 平成13年 平成16年

出典)国民生活基礎調査

要介護度別認定状況の推移

出典)健康福祉局介護保険課

16 

平成19年

田70歳以上

回65歳-69歳

15-64歳

・0-14歳

164，900 

平成29年

太字は総数

図要介護 5

巴要介 護 4

由要介護 3

ロ要介 護 2

田要介護 1

ロ要支援 2

・要支援 1



工山配ごとや困っていること同問にとはない」人が激減1

o I心配ごとや困っている こと」が「なしリと回答している市民の割合は、昭和 60年

度 (1985年度)調査の 53.叫が過去最高でしたが、平成 9年度 (1997年度)以降から減少

し始め、平成 24年度 (2012年度)調査では 1割にまで激減しています。

0 平成 24年度の心配ごとの中身は「自分の病気や老後のこと」が 39.7%で最も多く、次

いで「家族の健康や生活上の問題J(36. 6九)、「景気や生活費のこ とJ(30. 6%)が続いて

います。また、「事故や災害のこと J(20. 7九)は、東日本大震災前の調査よりも大きく

増加しています。市民の関心や心配ごとは、生活に影響を及ぼすような出来事や時代の

変化によ って移り変わっています。

心配ごとや困っていること・主な社会のうごき

-0一自分の病気や老後のこと

ー+ー仕事や職場のこと

→一家族の健康や生活上の問題 --失業・倒産や収入が減ること → ー景気や生活費のこと

ー←事故や災害のこと -0-心配ごとはない

ド
ド
白

n
U
 

資料:横浜市民意識調査

60 

(%) 

50 

40 

30 

20 

10 

盤整単語

出典)市民生活白書 (平成 25年 横浜市政策局)
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オ 地域の人間関係医いに助け合う関係が減少傾向|

0 横浜市民意識調査結果では、隣近所とのつきあい方で、「気のあった人と親しくして

いるJ、「困ったときに相談したり助け合ったりするj の割合は、多少の増減があるもの

の昭和 63年度以降減少傾向にあります。

0 平成 24年度には、「顔もよく知らなしリが平成 23年度調査に比べ 2.6ポイント上昇

し、過去最高となっています。

o 70代以上では「困ったときに相談 したり助け合ったりするJの割合が高くなっていま

すが、 60代(団塊の世代)では他の年代と同様、低くなっています。

隣近所とのつきあい方

日% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 8日明 90% 100% 

34.1 

39.0 

41.5 

. ~員もよく知らない

ロたまに立ち話をする
日困ったとき相該したり助け合ったりする

46.9 

51.3 

47.5 

48.8 

ロ進で会えば挨拶ぐらいする
口一緒に買い物に行ったり気の合った人と親しくしている

E無回答

隣近所とのつきあい方(男女年齢別)

日% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

男性

20ft 

30J-¥; 

40イ七

50代

60J-¥; 

70代以よ

女性

20代

30J-¥; 

40代

50代

60代

70代以上

士二

.a員もよく知らない

臼たまに立ち誌をする

ロ図ったとき相談したり助け合勺たりする

0.9 

0.9 

。。
0.7 

0.5 

1.6 

1.8 

ロ道で会えlit長拶ぐらいする

Q 一緒に買い物に行ったり気の合った人と親しくしている

巴無回答

出典)横浜市民意識調査(平成24年度横浜市政策局)
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0 隣近所とのつきあいに対する考え方では、「互いに干渉しあわず、さばさばして暮ら

しやすい」が平成 6年度以降 6割を超え最も多くなっています。

o 70代以上では、「互いに干渉しあわず、さばさばして暮らしやすいJの割合が減り、

「親密な人間関係があって、暮らしやすいJの割合が 2割を超え、他の年代と比べて

多くなっていますが、 60代(団塊の世代)では他の年代と同様、「互いに干渉しあわず、

さばさばして暮らしやす山」の割合が 6割を超え最も多〈なっています。

隣近所とのつきあい方の感じ方
。世 10% 20% 30~見 40% 50% 60出 70% 80% 90% 100% 

圃互L
臼親密な人間関係があって、暮らしゃすい
日無回答

隣近所とのつきあい方の感じ方(男女年齢別)

日% 1日目 20日 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

主
男性

20it 

30代

40it 

50it 

60代

70代以上

90% 

5.5 

1.4 

5.8 

6 0.2 

1.9 

3.4 

100% 

2.7 

0.9 

3.2 

1.3 

2.9 

3.2 

4.4 

女性 ー一一一一一一一一一一一一一一一一ー担F一一一一一一一一一一一一一一一一一一 13.9 1:.:.. .16.S.: :. 1.4 =コ4.0

20代 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-~・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー. 200 1-:-:li.3-: 0.8' 2.3 

30代 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー】担lUIーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 11.7 1:-:-:16;1-:.:-2.7 0.4 

州 t .ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー理膚ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 11.1 1 泌5 ・1.1弓 3.6

50代 ー・主 16.3 1: ・1霊:6・・ 0.5=コι3

60it .ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー宣重』ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 15.6 J: : : : 1，:Q : :: 1.6 =ゴ4.2

70代以上 官一一一一一一一一一一一 12.7 1:::::::::: :2~.9:: 1.4 ==::::3 6.8 

・互いに干渉しあわず、さばさばしていて暮らしゃすい ロ人間関係が薄〈、皆がばらばらな感じでさびしい

ロ親日百な人間関係があって、暮らしゃすい 国人間関係が濃密で、わずらわしい

且無回答

出典)横浜市民意識調査(平成 24年度横浜市政策局)
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0 一方で、地域で必要となるサービスの上位に、親密な人間関係のもとに可能となる、

「介護や看病Jr子どもや高齢者の見守り Jr通院の付・き添い・送迎」が挙げられていま

す。

地域で必要となるサービス

。 10 20 

%
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u

l
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-
11
1
1
1
1
1
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介護や看病

買い物の手伝い・配達

子どもや高齢者などの見守り

通院の付き添い・送迎

調理'oe食

子どもを預かったり面倒をみる

家事やごみ出しなどの手伝い

高齢者などの話し相手

道路や公園の清掃

公共施設の受付

スポーツを教える

勉強を教える

その他

特になし
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力 課題に直面する子ども・若者 |支援を要する子ども・若者の語加i

0 将来の超高齢社会を支えることを期待されている今の子どもたちは、家庭や学校、地

域社会の中で様々なリスクにさらされ、様々な課題に直面しています。

0 課題の一つに家庭におはる養育力の低下が挙げられています。児童相談所の相談件数

は、平成 15年度に 11，098件でしたが、年々増え続け、平成 24年度には 14，400件にな

っています。

0 児童虐待の対応件数も、平成 15年度には 1，103件でしたが、平成 24年度には 2，344 

件になっています。

O この 10年余りの問、働きたくても働くことができない、社会に居場所がないなど、

支援を必要とする若者が増えています。 15歳から 39歳までの若年無業者(ひきこもり、

ニート及び失業者)の推移は、平成 2年 (1990年)と比較して、平成 22年 (2010年)

でほぼ倍増しています。

0 そのほかにも、経済的困窮により就学援助を受ける小 ・中学生の保護者の増加や、学

校になじめなかったり、学校で様々なトラブルを抱える子どもの増加など、支援を要す

る子ども・若者が増加しています。
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児童相談所相談件数 児童虐待対応件数

18，000 児童相談所相談件数(件)
資料ー こども青少年局

資料.こども青少年局
2500 児童虐待対応件数(件)

16，000 

14，000 2000 

12，000 

1500 
10，000 

8，000 
1000 

6，000 

4，000 500 

2，000 

。 。
平成1516 17 18 19 20 21 22 23 24 

(年度)

平成15 16 17 18 19 20 21 22 2p年度14

無業者数・率の推移【15-39歳】

無業者数・率の推移[15-39歳]

(人) 男 女 (首)

50，000 10 

40，000 8 
無業者の割合

30，000 

非労働力人口のうち[その他J
20，000 

10，000 完全失業者

。
1985 19901995 2000 2005 2010 1985 1990 1995 20002005 2010 

資料.国勢調査

キ 高齢社会の生き方 極辰矛亙蚕面蚕二面扇貢献ち少し13気になる|

0 平成 21年度「横浜市の老人クラブ活動に関するアンケート」で、高齢者及びこれか

ら高齢者に向かう人のこれからの生活について調査結果が出ています。

0 “働くことについて"では、 170歳ぐらいまで」は働きたいと考えている人が多くな

っています。

O “これからの生活で重視したしい'ことは、「趣味を楽しむ」が約 7割と多く、「仲間と

のつきあしリが 4割強、「家族との団らん」が 4割弱であり、「ボランティア活動jや 「地

域活動Jは l害IJ程度と少なくなっています。

0 “これからの高齢社会で高齢者が果たすべき役割"については、「自分の健康維持」

が 8割以上と多くなっていますが、「高齢者同士の見守り支えあしリ、「自分の経験で地

域に貢献するJがし、ずれも 4割程度みられます。
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0 高齢者やこれから高齢に向かう人は、健康を維持しながら趣味に生き甲斐を求め、ボ

ランティア活動をする意向は少ないですが、近隣の見守り、支えあいは大切であると考

えていることがわかります。

働くことについて

男性 。% 10% 2α% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

55歳-59歳 (n=239)

60歳-64歳 (n=278)

65歳-69歳 (n=319)

70歳-74歳'一

80歳以上

女性 。% 10% 20% 30% 4α弘 50% 60'-' 70% 80% 90% 100'-' 

2% 55歳-59歳 (n=348) 4% 

3% 60歳-64歳 (n=356) 3% 

5% 

75歳-79歳

ロフル告イムで1勘きたい白週2-3日働きたいロ月に数日働きたい昆働きたくない :無回答 ロフル;イムで働きたい口迎2-3日働きたいロ月に数日働きたい 。働きたくない l構図答

リタイヤした後重視したいこと 高齢社会で高齢者が果たす役割

5田 1500 1000 羽田

2155(68.2剖

人

2500 
人

50010叩 15田 2飢)() 2500 30田
「ー

2671 (84. 6') 自分田健車維持

高齢者間士の見守り支え音い }
 

M
B
 

7
 

4
 

4
 

(
 

3
 

4
 

1
1
1
 自分由経蛾で地埴に貢献する

仕専を継続する

文化や歴史を桂世に引き鮭ぐ

わからない

N.3158m.) 

出典)横浜市の老人クラブ活動に関するアンケート※(平成 21年度健康福祉局高齢健康福祉課)

※55歳以上 8，000人、回収 3，158人
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ク 障害者の地域生活支援 |困りごとは多いがん地域どの関わりを求訂てーいる|

0 平成 20年度「障害者(身体・知的・精神)アンケー ト」 で、日常生活の困りごとや地

域とのつきあいについての調査結果が出ています。

o I外出が困難JI自分の意思が相手に伝わらないJI役所や病院、銀行などの手続きが

難しいJI制度やサービスがわかりにくいJI外出する際、障害に配慮した場所が少ない」

「周囲の理解が足りなしリは 2割以上の障害者が因りごととして挙げており、障害者の

日常生活の困りごとは多岐にわたっています。

0 現在の地域との関わり方と今後どのように地域と関っていきたいかを比較すると、お

祭りなどの地域の行事や、 地域のサークルで一緒に活動するなどにより、積極的に地域

と関っていきたいという意向があることがわかります。

日常生活の困りごと

o w w ~ % 

外出が困難 」一一一一一」一一一一一一ー一一一11127lo 
Ji  

自分の意志が相手に伝わらない L _ "AL:_ 26;6 
~ 

役所や病院、銀行などの手続きが費量しい ' -25.5 

制度やサービスがわかりにくい い山山一一『ム lm:a-25.1 
4 

外出する際、障害に配慮した場所が少ない 餌臨? ・一揖」…:I;l20.9 

周闘の理解が足りない 白血 : 冷 20.5

一人で過ごすのが不安 ¥-. "，; 竺 19.3

金銭の管理ができない ト ; 二1[19.2

情報を入手しにくい ~ 1~ .9 
余畷等を過ごす場や機会がない i .，......，....._"，........，.， _ 14.2

服.11の管理が雛しい 問苫鼠問調 11.7

希望する就労の場がない ..... 欄間10.3

必要な介助が受けられない 開閉 6.S

利用している施設に不満がある 司回蹟司 5.4i 
学校や施設、仕事の掛川遠方で不便 欄欄 5.4

希望する学校や施設を利用できない 知脇繍 4.1

その他 淘幽館幽 6.3，

無回答 、 一咽四 21.8

地域とのつきあい

。 10 20 

挨拶をする程度〆'77777777/).1亘.1

時々話をする 宅認容号lJqI守.. ささ宇苧

地減の趣味やスポーツのサークルで一緒に活動する

30 40 50 g也

図現在

巴今後

出典)障害者(身体・知的・精神)アンケート平成 20年 9月健康福祉局障害企画課

※7，000人対象(身体 5，000人、知的 1，000人、精神 1，000人)、回収 3，689人
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ケ 増加する生活保護世帯|特に近年の増加が蓄しい|

o 10年前に比べて、生活保護世帯数はほぼ倍増 しています。保護率も年々 上昇し、 特に

平成 21年度以降の増加が著 しくなっています。

生活保護世帯数・保護率の推移

60，000 世帯数 %。
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ア 自治会町内会の活動 |加入率は横ぱいで推移|

0 横浜市の自治会町内会では、加入世帯数は増加し、加入率はほぼ横ばいで推移してい

ます。区別の加入率では、平成 24年 4月 1日現在で、 最も高い区で 84.4%、最も低い

区で 64.6%となっており、約 20%の差があります。

自治会町内会加入世帯数及び加入率の推移(各年 4月 1日)
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出典)市民局地域活動推進課

区別自治会町内会加入率
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イ 多様な市民活動と地域 |ボランティア登録者・ NPO法瓦は増加|

0 社協のボランティア登録者数は年々増加しており、平成 24年度は平成 22年度と 比較

して 3，544人、約 8%増加しています。

0 横浜市には平成 24年度 1，382の NPO法人が存在 しており、保健・医療・福祉分野で活

動 している NPO法人が多くなっています。

ボランティア登録者数

平成20年度

(2008年度)

平成22年度

(2010年度)

平成24年度

(2012年度)

ボランティア登録者数(人) 39，243 45，686 49，230 

出典)横浜市社会福祉協議会(平成 24年度ボランティア関係事業概要)

平成 24年度 NPO法人活動分野ランク

(市内 1，382法人の肉、複数の分野に該当する場合有り)

活動分野
平成23年度 平成24年度

増加件数
件数 件数 割合(%)

1保健・医療・福祉 684 728 21.2 44 

2子どもの健全育成 395 448 13.0 53 

3社会教育 350 385 11.2 35 

4まちづくり 291 318 9.2 27 

5学術・文化・芸術・スポーツ 270 289 8.4 19 

6連絡・助百・援助 233 271 7.9 38 

7環境の保全 186 192 5.6 6 

8国際協力 167 175 5.1 8 

9職業能力・雇用機会 140 155 4.5 15 

10 人権・平和 122 130 3.8 8 

11 経済活動の活性化 86 98 2.8 12 

12 地域安全 44 53 1.5 9 

13 男女共同参画社会 44 48 1.4 4 

14 情報化社会 35 43 1.2 8 

15 消費者の保護 39 40 1.2 

16 災害救援 33 33 1.0 。
17 科学技術の振興 27 30 0.9 3 

18 観光 4 0.1 

19 農山漁村・中山間地域 0.0 

20 条例指定 。 。。
言十 3，146 3，441 100.0 295 

出典)内閣府 NPO検索より作成(平成 25年 4月末現在)
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ウ 地域の活動を推進する拠点の整備状況 |地域ケアプラザ等拠点整備が進む|

0 地域の様々な活動を推進する拠点の整備が進んでいます。

地域の拠点の整備状況

平成 20年度末 平成 24年度末

(2008年度末) (2012年度末) 整備目標

か所数 か所数

地域ケアプラザ 112 130 概ね中学校区に 1か所(145)

41か所(従来型(1)機能強化型
障害者地域活動ホーム 38 41 

(22)社会福祉法人型(18))

地域子育て支援拠点 12 18 各区1か所 (18)

福祉保健活動拠点 18 18 各区1か所 (18)

出典)健康福祉局 、こども青少年局

地域ケアプラザ整備と利用人員※の推移

(施設)
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出典)健康福祉局地域支援課
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0 第 2期で策定された地区別計画の状況について、国勢調査などの基礎データとあわせ、

分析を行いま した。

ア 横浜の地区別計画工リアの状況

0 横浜市地域福祉保健計画では、 地区連合町内会エリア又は地域ケアプラザエリアを単

位として 18区全区で地区別計画を策定しています。

地域福祉保健計画
地区別計画エリア区分図

区
I也区別

計画数

鶴見区 18 
神奈川区 8 
西区 6 
中区 13 
南区 16 
港南区 15 
保土ケ谷区 22 
旭区 19 
磯子区 9 
金沢区 14 
港北区 13 
緑区 11 
青葉区 15 
都筑区 15 
戸塚区 10 
栄区 7 
泉区 12 
瀬谷区 12 

総計 235 

0 人口規模は、最大の地区で 72，500人、最小の地区で 2，600人であり、平均は 16，000

人となっています。

O 外国人数が比較的多い地区は、鶴見区、中区、泉区に見られます。

0 定住率の高い地区、 65歳以上人口の多い地区、高齢者のみ世帯の多い地区、高齢夫婦

のみ世帯の多い地区は市内の中央部から南部にかけて多く見られます。

0 ひとり暮らし高齢者の多い地区は、西区、中区など市の中心部の地区と郊外の大規模

団地を抱える地区に多く見られます。

0 共同住宅割合が高い地区は市内北部に多く見られます。

0 市内全体に、一般住宅中心の地区が広がっていますが、団地が中心となっている地区

やマンションが中心となっている地区も散在しています。

0 このように、 235の各地区は居住者等にそれぞれ地区の特性が見受けられます。

28 



3ω∞人以上

巳:;2剛 -30醐 人 州

I~官 1剛、 2剛人同
「一一 5醐 -10醐人未繍

巴ヲ 5醐川満

総人口

地区区分別地区特性

m~以上

IO-IS%到快調

L'I.] ，-川崎

亡コ 同州

出典)平成 22年国勢調査(連合別集計及び小地域別集計)より作成
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イ 第 2期地区別計画策定の状況

0 地域福祉保健計画の 235の地区別計画で取り 上げられている計画の対象者では、「高

齢者Jr子ども ・子育て支援」は 9割近くの地区で対象となっていますが、「障害児者」

は 51.9%、「外国人」は 5.5%にとどまっています。

0 高齢者を対象とする地区は 9害IJ (88.5%)に上 りますが、その中で、ひとり暮ら し高

齢者を対象としている(明記している)地区は 35.3%、高齢者のみ世帯を対象と している

地区は 4.3%となっています。

地区別計画の計画対象

20 40 60 80 100 

% 

高齢者全般

こども・子育て支媛全般

障害児者

外国人

多世代・異世代

0 地域福祉保健計画の 235の地区

別計画で取り 上げられている取組

項目は多岐にわたっていますが、 7

割以上の地区で取組がみられる活

動の内容(活動項目)は、「交流・

交流機会J、「行事 ・イベン ト」、「災

害対策J、「健康づくり j、「日常生

活支援」で、それらの活動を支え

る内容(支援項目)としては、「情

報Jr活動拠点Jr地域資源連携」

が挙げられています。

0 一方、地域の活動の横のつなが

り、相談した くても相談できない

人への対応につながる「連絡会」や

「相談」に取り組んで、いる地区の割

合は少ないといえます。

高齢者を対象とする計画の内訳

。 20 40 60 80 100 

高齢者{下記項目を含む)

ひとり暮らし高齢者

高齢者のみ世帯

該当無
N=235 

地区別計画の取組内容

<活動項目〉

。 40 60 80 100 
% 

20 

交流交流後会

民 、

，..;~~，司 H 也z ・ F

』品

6 

50. 

46.8 

40.0 

都踊 14.0

行事・イベント

災害対策

健康づくり

日常生活支掻

訪問・見守り

あいさつ・ささえあい

学習・教育・訓練等

環境

防犯対策

交通安全

その他

<支援項目〉
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交流・交流機会の取組内訳
0 交流・交流機会に取り組む

地区は 8割 (80.0%) に上り

ますが、その中で、最も多か

ったのは世代間 ・異世代を対

象とする交流で 44.3%、次い

で、子ども(赤ちゃん教室を含

む)を対象とする交流が

o 20 40 60 80 100 

。

41. 7%でした。障害児者を対

象とする交流の取組は

交流・交流後会(下旬項目を含む)

高齢者

子ども(含赤ちゃん教室)

障害児・者

世代間・異世代

その他の交流会

該当無

17.0%と少なくなっています。 J

日常生活支援に取り組む地区は 7害IJ(100角から「該当なし」の 28.9怖を除いた 71.1 %) 

に上っており、そのほとんどが高齢者への生活支援の取組となっています。高齢者へ

の日常生活支援の内容は、食事会が 51.1 %ともっとも多く、次いで配食が 28.5%、家

事援助 19.6%、外出支援 12.8%となっています。このほか、デイサービス・ミニデイ

は 12.3%、地区リハビリ教室は 6.8%でした。

日常生活支援の取組内訳 高齢者の日常生活支援の内容

。 20 40 60 80 100 。 10 20 30 40 50 60 

…金融ト ~~~J:~~ 持活 竹 食事会

高齢者以外への日常生活支撮 穏 5.5

配食

外出支媛

8.5 

51・1 i%

家事援助

該当無 L.~~:":: に 1 28.9 

地区リハビリ教室

デイサービス・ミニデイ

該当無 29.4 日 51
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ウ 地域状況と計画対象-計画内容の関連性

0 高齢者はほぼ全地区で対象とされています。

0 子ども、子育て支援を対象とした取組も高齢者と同様に取り組む割合が高くなってい

ますが、とくに、 6歳未満の子どものいる世帯の割合が高い地区で取り組む割合が高く

なっています。(鶴見区、神奈川区、金沢区、青葉区、都筑区、戸塚区)

O 外国人を対象とした取組は、中区、南区、泉区、港南区、鶴見区での割合がやや高く、

外国人数が多い地区で取り組む割合が高くなっています。

0 交流 ・交流機会は、マンション地区、団地地区を含む地区で取り組む割合が高くなっ

ています。

O 定住率の低い地区では、行事・イベントに取り組む割合が高くなっています。

0 定住率の高い地区、高齢者のみ世帯、高齢夫婦のみ世帯、独居高齢者の多い地区で日

常生活支援に取り組む割合が高くなっています。

0 このように、 235の各地区の取組(計画対象と計画内容)は、地区の特性や地区が抱え

る課題に応じて設定され、取り組まれています。
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0 横浜市における地域福祉保健に関する主な指標となるデータについて、地区連合町内

会エ リア(3層)及び地域ケアプラザ(日常生活圏域)エ リア (4層)ーの数で割り返し

た 1地区あたりの平均値を示 しました。

地区連合町内会の 地域ケアプラザの

単位 償浜市域
1エリア 1エリア

( -;'-251地区) (ム145圏域)

人口 人 3.697.035 14.729 25，497 

親子の居場所(※1) かfiJT 113 0.5 0.8 

保育所 か所 580 2.3 4.0 

地域ケアプラサ!(地域包括支援センター) かF斤 130 0.5 0.9 

デイサービス か所 738 2.9 5.1 

小規模多機能型居宅介護事業所 か所 101 0.4 0.7 

グループホーム(認知症対応型) か所 286 1.1 2.0 

ケアマネジャー 人 2.690 10.7 18.6 

ヘルパー 人 14.7 40 58.7 102 

医療施設(※2) か所 5，111 20.4 35.2 

小学校 校 343 1.4 2.4 

中学校 校 148 0.6 1.0 

児童相談所児童虐待対応件数 件 2，148 8.6 14.8 

15歳未満人口 人 480，802 1，916 3.316 

障害者のうち自立支援給付支給決定者数 人 17，934 71.5 124 

各種障害者手帳所持者 人 138，940 554 958 

要介護認定者 人 134，130 534 925 

高齢者(65歳以上)人口 人 787，128 3，136 5，428 

高齢者(75歳以上)人口 人 363，925 1，450 2，510 

一人暮らし高齢者(65歳以上単独世帯) 人 132，016 526 910 

高齢夫婦(夫65歳以よ、 委60歳以上) 世帯 151.036 602 1，042 

自治会町内会 団体 2.871 11.4 19.8 

老人クラブ会員 人 121，269 483 836 

民生委員・児童委員 人 4，479 17.8 30.9 

ボランティア登録数 人 49，230 196 340 

(※1)親子の居場所=地域子育て支援拠点事業、親と子のつどいの広場、保育所子育てひろば、幼稚園はまっこ広場

(※2)医療施設=病院、一般診療所、歯科診療所
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<横浜市の平均的な地域の状況〈イメージ図)> 
[地区連合町内会の1エリア平均で見たーI
..................................................................................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...........-. 
地域の施設・専門機関・人材など

⑨主

会お
殺子の居場所 保育所

5き
思官昔話 2. 9か所

一向宮町 岬 小規模多機能
ぽ~r1宮1堅金聖哲 0.4カ所

地域ケアイラザ … 

(地域包括支援セン9ー)ゲ Jv一川ーム
か所 1. 1か所O. 5か所

モ母! ケアマネジャー 10.7人

A=!Iま へルパー 58. 7人

小学校 1.4校

医療施設 中学校 O.6校

20.4か所
・................................................................................................................................................................-................................................................................................................................................・・・・・・・・・・・・・・・・.

;地区連合町内会エリアの平均人口 14，729人

児童相談所
児童虐待対応件数

8.6件

15才未満

1，916人 1j鶴

障害者のうち

自立支援給付支給

決定者 71.5人

障害者 554人
(各種障害者手帳所持者)

要介護認定者

534人

高齢者 (65歳以よ)3， 136人

高齢者(75歳以上) 1，450人

一人暮らし高齢者 526人

高齢夫婦 602世帯

-・................................................................................................................................................................

j住民組織・地域の人材の状況

jzl自:?-TEE会 室 勺;会員 詞 門 it童委員 全 22ぷ79;: : 

[地域ケアプラザの1エリア平均で見疋揚合 l 
-・・・・・・・・......................................................................................................................................................

地域の施設・専門機関・人材など _+ ~J.1. L"  '" ~、
_ T イサγι ~?)l. ケアマネジャー 18.6 人
惇， f閣官宏I 5.1か所 是認聖 へjレバー 102人

骨密 メセ 招 321町 小規模多平能 jd
~I叫: 祭U型 地野 男 写 ゲ;L;11 臨」 小学校 2.4校

親子の居場所 保育附 (地域包括支援セント) っ n-1"毘 盤量議室盆 医療施設 中学校 1.0校
O. 8か所 4.0か所 0.9か所 ι・v "川 ~I樹司 山い 3!i .2 か所

地域ケアプラザエリアの平均人口 25，497人
要介護認定者

児童相談所 障害者のうち
925人

自立支援給付支給 A 児童虐待対応件数

14.8件 決定者 124人 !~)~-~
、\~ 高齢者 (65 歳以上) 5，428人

lIJIf'I'¥ .同 必JJiグ 十 高齢者 (75歳以上)2，510人

15才未満 ¥〆1 障害者 958人 一人暮らし高齢者 910人

3，316人 ?f<!~~駐I弘 (各種障害者手帳所持者) 高齢夫婦 1，042世帯
....、とグ司函ト '・

j住民組織・地域の人材の状況

~ 自:ifEZ会 霊吋f会員 ~ "r'作 三} 民生委員・児童委員

住適 30.9人

53ボランティア

ぷゑ登録数 340人

. . 

. ・・...................・................・....・・・・・.............・・........・・.......・・・・・...・・・・・.....・・・・・・・....・・・・・・・・・・・.....・・・..・・・・・・・・・・・・・・...................・
この図のデータは…市全体の数値を

【上図】地区連合町内会数の 251 (H25. 4.1現在)で割り返したもの

【下図】地域ケアプラザ整備予定数の 145(中学校区程度に 1か所整備予定)で割り返したものです。

35 



o 2025年には「団塊の世代Jが 75歳以上になり、あわせて少子化、世帯の小規模化が進

行し支援の必要な高齢者は増え、担い手の割合が少なくなります。これは、日本の社会保

障が直面する最大の危機といっても過言ではありません。

0 横浜市では 2025年(平成 37年)には 65歳以上の高齢者人口は 97万人まで増加すると

予測されています。(1章4 地域福祉保健を取り巻く状況の変化 参照)

75歳以上の後期高齢者は 2012年(平成 24年)に比べ1.6倍も増加し、介護保険要介護

認定者数は 1.7倍、認知症高齢者は1.8倍と、支援を要する高齢者が急激に増加すること

が見込まれています。

0 高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯が増加するなど家族の形態が変化するとともに、近隣

との関係性の希薄化により、困った時に身近に相談できる人がいないなど、社会的に孤立

し、支援が必要な状況が誰にも把握されないまま問題を抱え続けるような人が増えてくる

ことが考えられます。

0 こういったことから、自助・共助・公助を適切に組み合わせ、地域の支援体制づくりを

進める地域包括ケアシステム (2章 柱 2-2-2参照)の構築に今から取り組むことが必要

になります。あわせて、市民一人ひとりが健康づくりや介護予防に積極的に取り組み、地

域活動や社会参加を通じて健康を維持し健康寿命を延ばすことも求められます。

0 これらの問題を正面から受け止め、乗り越えていくことが今後の横浜市の福祉保健施策

の最重要課題ですが、地域での取組の推進、定着は時間を要するので、 2025年までに福祉

保健サービスの基盤づくりを計画的に進めていく必要があります。

0 本計画では、 12025年(平成 37年)に想定される課題や既に表面化している課題」 を考

え、その課題に対する 12025年(平成 37年)に向けた目指す姿Jを描き、その姿を実現

するための中間点のステップとしての「計画期間である平成 26年度~平成 30年度で目指

す姿Jを検討しましたo

そして、これまでの計画の振り返りや、横浜市の現状を踏まえ、この 5年間で取り組む

べき「具体的な取組Jをまとめました。

戸刊E ユa

~.'2Q25 年ミ〈平成 37 年〉に
官 九向n1た目指す姿

巽体的な取組
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1-1 

2-1 

2-2 

2-3 

【i2025年(平成 37年〉に想定される課題や既に表面化レている課題」と

i2025年〈平成 37年〉に向けた目指す姿」】

-一 ー 噌Fττ::-7""':>""C..... .'_アーー~ - ーでr:;.r-百~. 担 ア ~~-

2(:l'25年(H3下)1三想定される課題|や
既に表面化している課題1

20，25年 (H~，7)に向iすた目指す姿
.- .......-

0より多くの地域で、地域の状況に応じた住民主体
0人口構成、住宅環境等の地域差が大きくなるととも の課題解決に向けた取組が行われている。
に、地域社会の取組を次世代に継続していくことが困
難な地域が発生している。 O公的機関は基本的な施策展開に加えて、各地域

の課題解決に向けた支援を行っている。

O困ったときに自ら「助けて」と言える力をもっ市民が
0単身世帯・夫婦のみ世帯・ひとり親世帯・孤立して 増えるとともに、明確な情報発信ができない人々の
いる子育て世帯・老障介護世帯等の増加により、家 存在にも目を向け、日常的なつながりによりいざとい
族機能を補完する地域のつながりがますます必要に う時に助けることができる活動が広がっている。
なっている。

0日頃からの見守り・支えあいの取組の充実と、災
0大規模な地震等による災害に備えた自助・共助・ 害時要援護者支援や防災を目的とした取組の推進
公助による取組の推進が求められている。 等によって、地域のつながりと安全・安心が広がって

いる。

0団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高齢者 0健康づくり・介護予防が進み、健康寿命が延伸して
が急増している。 いる。

or複合的な困難を抱える人々Jを地域で包み支え、 0個々のニーズを地域のニーズとして捉え、公的機
誰もが安心して生活できる地域をつくることが急務に 関・事業者・地域の連携により、解決に向けた取組が

なっている。 行われている。

0権利擁護事業や成年後見制度の認知や理解が進
み、利用が促進されることで、高齢者や障害者が自

0少子高齢化・世帯の小規模化が進行し、地域で暮
分の力を生かしながら地域で安心したその人らしい

らす高齢者・障害者への権利擁護のニーズが増大し
生活を送ることができている。

ている。身近で、頻度の高い支援が喫緊の課題になっ
0市民後見人による地域での活動など市民相互で

ている。
支えあう取組や仕組みを通じて、認知症や障害が

あっても、地域で安心して生活し続けることができて

いる。
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I ~園
ITtO:Hil手(H31nこ複定される課題1や

既に表事他している課題

首 圃】 戸ニ 白ー で

20錫年(H37)，Iこ向けた目指す姿

0次世代を対象としたつながりづくり・地域理解の重
要性の啓発が、地域と学校との連携により充実した

O地域のつながりの希薄化が進んでいるため、幅広|内容で取り組まれ、地域への愛着をもっ子どもが増
い市民参加によるつながりつくりに、抜本的かつ長期|えている。
的に取り組むことが必要になっているA

3-11 10次世代育成を切り口にした親同士のつながりや、
0生活課題を抱える若年世代に対し経済政策や雇|地縁だけではない趣味の活動などの興昧やテーマに
用対策以外にも社会的孤立からの脱却に向けた地 |よるつながりも広がっている。
域でのつながりが必要になっている。

0各世代が抱える課題に対して当事者である世代自
身が解決に取り組む風土が生まれている。

10障害や病気に対する市民の理解が進み、障害や
O障害や病気がある人もない人も、同じように地域で|

ー |病気の有無に関わらず、お互いに支え、助け合う地
自立した生活を送れるようにするためL、障害や病気l A や 且吾 ー

3-21への理解や障害や病気がある人の社会参加がより |域社云つくりの息識が高まる」とにより、障害や病気
|がある人を含む全ての人々の社会参加が促されてい

必要となっている。 1
iる。

0高齢者層が社会の大きな比重を占めるようにな ! lor高齢者は支えが必要な人」という固定観念がなく
り、「人生65年時代Jから「人生90年時代Jに向けて、|

3-3l |なり、さまざまな形態で高齢者世代の誰もが健康づく
高齢者の意欲と能力が最大限発揮される「場」と「出 |

|りに努めながら地域の活性化に関わっている。
番Jが求められている。 I

0地縁組織の主体的な取組に加え、企業やNPO等と
の連携や協働により、市民参加の幅を広げていくこと 10地域福祉保健活動が継続するための環境が整備
が、地域福祉保健活動の継続にとって重要になって |されている。
いる。

3-41 10地域の福祉活動においては、企業・NPO、社会福
0福祉・保健・医療に係る市の歳出の増加が進み財|祉施設等の社会資源の特性や専門性を生かし、中
政状況が逼迫するなかで、公的資金のみに頼らず自|間支援組織等とも連携した取組を進めることにより、
主財源を持続的に生み出す等の、地域福祉保健活 |公的資金に頼らない持続可能な取組が増えている。
動の継続に効果的な手法の浸透が求められている。

0限られた資源(特に公的な場所・人材・財源)を有 10既存の資源の情報を共有し、効果的に連携と役割
3-51効活用するため、地域福祉保健に関するコーディ |分担を進めることにより、地域課題に対するきめ細や

ネート機能が必要になっている。 1かな取組が行われている。
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ア地域福祉とは

【目指すもの】

「地域福祉」とは、誰もが身近な地域で安心して自分らしく暮らすために、地域住民と

関係団体 ・社協 ・行政等が連携 して、地域の生活課題の解決に取り組み、地域特性に応じ

た支えあいの地域社会を作ることです。

【公的援問・ 専門的支援の重要性】

地域の中で福祉や保健 ・医療・介護の専門職(社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパ

ー、ケアマネジャー、医師、保健師、看護師など)によって、 「支援が必要な人j や 「困り

ごとを抱えた人」に展開される、個別援助活動や福祉サービス提供などの公的援助は、「地

域福祉j において重要な役割をもっています。

【皐近な地域の生活課題から取り組む必要性】

同時に 「地域福祉」の実現には、 公的な 「福祉サービス」だけではなく、日常の見守り

や声かけ、家事や送迎の援助、募金への参加など、地域住民の誰もが立場や状況に合わせ

た役割を持ちJ継続的に活動に関わることが必要です。身近な地域の生活課題を解決する

ための取組(例えば、災害や犯罪に備えた安全 ・安心のための活動、環境改善に向けた街

の美化活動、地域のつながりづくりなど)を広く 「地域福祉」を推進するための活動に結

びつけていくことが大切です。

【自助・共闘・公朗】

地域における自助 ・共助 ・公助の様々な取組を、それぞれの関係性や相互のつながり、

サービス全体の総合性、連続性といった視点で捉え、関連付けて行うことが、「地域福祉」

の大事な視点です。それにより、誰もが自分らしく地域で暮らし、共に支えあう社会の実

現(ノ ーマライゼーション*1やソーシヤルインクノレ}ジョン*2)につなげることができます。

【公的機関による地域支援】

これらの活動やサービス等が充実するよう制度改正や新たな仕組みづぐり、人材の開発

や育成、居住環境や都市環境の整備など、 「地域福祉」の実現に向けた基盤整備における、

行政、社協、地域ケアプラザ等の公的機関の果たす役割は非常に重要なものとなります。

*lノ ーマライゼーション:障害のある人が障害のない人と同等に生活し活動できる生活条件(環境や制度)を作りだす

こと。

*2ソーシヤ/レインクノレージョン:r社会的包摂Jなどと訳され、どのような課題のある人たちも排除せずに社会の一員と

して包み込み、ともに助け合って生きて行こうという考え方。
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<行政・社協・住民の役割について>

* 平成 20年 3月厚生労働省「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」を
もとに作成

O 行政の役割
① 公的サービスの提供

基本的な福祉保健二一ズへの公的サービスの提供
地域課題へ対応できるよう公的サービスの見直しゃ運用の弾力化

② 地域福祉保健に関する施策調整
総合的なコミュ二ティ施策、幅広い分野との連携

③ 住民活動の基盤整備
地域福祉の仕組みづくり(住民参加の仕組みづくり、圏域の設定、関係者間でのネットワ

ークづくり等〕
必要な個人情報を積極的に関係機関と共有する

O 社協の役割
① 住民活動の基盤整備
ア 住民活動を支援するため地域福祉のコーディネータ一役を担う
イ 共同募金配分金、社協会費からの補助金等を活用した住民活動の支援
ウ 会員組織で構成される協議体として、様々な団体・機関とのネットワークづくり
工 社会福祉に関する理解を進めるための広報・啓発の取組

② 地域福祉の推進を図るため、既杏サービスでは解決が困難な課題への取組、先駆的取組の実施

。住民の役割

① 地域における多様な生活課題への対応を図るだめ「新たな支え合いJ(共助〉の拡大、強化
ア 自己実現意欲の発揮による主体的な地域福祉保健活動への参加
イ 地域の生活課題の発見・解決

多様な活動展開を通じた地域の生活課題の発見
皐近な地域のつながりを通した、支援が必要な人への気付き、専門家へのつなぎ
様々な民間主体との連携による地域の生活課題の解決

② 住民の意識の蛮革
人権意識を高める

地域を常に聞かれた揚にすること

イ 地域保健とは

【目指すもの】

「地域保健」とは、健康、保健、衛生、生活環境等に関する地域住民の多様なニーズに

適確に対応し、地域で生活する個人やその家族の健康的な生活力が向上できるように、地

域の特性及び社会福祉等の関連施策との連携に配慮、しながら、地域住民の健康の保持及び

増進を目的として推進していくものです。

【広義の予防の視点】

健康づくりや保健の活動は、病気がない状態にすることが目的なのではなく、病気があ

ってもなくても、個人や家族が本来持っている力を発揮 し、社会の中で自分たちらし く生

活ができるよう、心身の状態をっくり保っていくことを目指します。自分や家族に必要な

ことを学び、できることは実践し、家族や社会の中で取れる役割を考え、治療やサービス・

周囲のサポートなど必要な支援を活用できるようにする、といった個人や家族の自助の力

を高めることが大切です。そこには、単に病気を防ぐというだけでなく、将来にわたる生

活課題、例えば子育てや介護、自分や家族の病気や加齢などに伴い予測される変化に対応

した準備を行い、地域生活を続けていけるようにするといった「予防Jの視点も含みます。
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また、個人、家族の健やかな生活を支える土台は「地域j であり、ー社会環境の改善、社

会参加の機会の増加、健康維持に役立つ資源の使いやすさの確保等の地域の基盤づくりを

推進させることは、「地域保健」における 「予防」として非常に重要な考え方です。

【保健により自助の力を高める】

乳幼児期から高齢期まで継続して、生活習慣の改善や、病気の予防や重症化予防を行う

ことで、健康上の問題で日常生活が制限されずに生活できる期間を延ばすこと(健康寿命

の延伸)ができ、それぞれの自助の力を高めることにつながります。

【共闘の取組の重要性】

今後更に複雑化、多様化していく、健康や保健に関わる ニーズや生活課題に対応するに

は、ソーシヤル ・キャピタル(地域に根ざ した信頼関係や社会規範、ネッ トワークといっ

た社会関係資本等)の形成や、核となる人材の育成、地域社会、学校や企業、 NPO・民間団

体、ボランティア団体や自助グループ等への支援や働きかけを通じた地域住民の共助の取

組の活性化が重要になってきます。

ウ 「地鼠福祉」と「地域保健Jを一体的に進める意義

【目指すものの共通性】

福祉も保健も目指すものは、住民が 「地域で安心して健やかに生活を送れるようにする

ことJであり、「地域福祉Jと「地域保健」が重視する視点、プロセスも非常に近いものと

なっています。

【これまでの経過】

横浜市では、誰にとっても関心を持ちやすい健康に関する取組を地域福祉の取組と一体

的に推進することが、幅広い市民参加につながることなどから、第 2期計画から計画の名

称を 「横浜市地域福祉保健計画」とし、「地域福祉保健活動Jの推進に取り組んでいます。

【地域保健人材の活用】

地域では、保健活動推進員や食生活等改善推進員などの地域保健人材が、公的機関と連

携しながら健康づくりのための活動を実施しています。こうした人材の活動を支援し、「健

康づくり」や 「予防j の取組をさらに進めていくことが重要です。

【健康づくりからの広がり】

関心を持つ人が多い「健康づくり」と「予防」をテーマにした地域ぐるみの活動を展開

するこ とで、より多くの人の参加が得られ、 地域の「活力」の向上につなげることができ

ると考えます。

【推進に必要な要素の共通性】

地域住民の生活をより良くする地域福祉保健活動を総合的に推進し地域の「活力j を向

上させるには、そこで暮らす人々の主体的な参加と協働の場づくり、関係者間のネットワ

ーク、活動に必要な情報の提供と共有などが不可欠です。
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ア 基本理怠

0 横浜市及び横浜市社協がこの計画で目指す目標像を、基本理念として次のように設定し

ます。

|誰ちが安I~' して自分らしく健やかに暮らせる「よこはま」をみんなでつくろう|

イ重要な視点

基本理念には、次の 3つの「重要な視点Jが込められています。

【① 住民主体と協働による地域福祉保健の推進】

0 私たち横浜の地域社会には、多様な人材と活発な市民の力が豊富に満ちています。こ

れまでもこの市民力を生かして、「協働」をキーワードに、市民と市民が、あるいは市

民と行政がともに地域の課題解決に取り組んできました。今後も様々な担い手が連携し、

住民主体の地域運営が行われるよう、協働して取組を進めていきます。

0 地域の中の福祉保健の課題解決には住民の主体的参加が不可欠です。地域の住民によ

る、主体的な課題解決の取組が進むよう、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザ

をはじめとする関係機関等が、連携して支援する体制づくりを進めます。

0 さらに、団体・グループ相互の協働により公共性のある自由な活動を実現するために、

ボランティアグ、ループ、市民活動団体、 NPO、企業・商居、社会福祉施設等と横浜市及

び横浜市社会福祉協議会が協働し、さまざまな活動に取り組むことが期待されます。

【② 誰ちが自分らしく地域で暮らし、共に支えあう社会(ノーマライゼーション州、ソー

シャルインクルージョン*2)】

0 自ら地域で声を上げにくい人々が抱える様々な生活課題を地域課題として共有し、障

害や病気がある人もない人も、社会の一員として、支えあい、互いに尊重し、助けあっ

て生きていく地域社会をつくっていきます。

0 その人らしい生き方を尊重し、あらゆる人がどんな時も、決して虐待等の権利侵害を

受けることがないようにします。

0 地域で困難な状況に陥っている人たちの存在をしっかりと認識し、同じ社会の構成員

として包み支えあっていきます。

0 地域に起きている様々な課題を自分のこととして捉え、様々な考え方を認めあい、福

祉や保健についての関心と理解を深めることを通じて、福祉保健を文化として醸成して

いきます。

0 地域の中では、ある場面で支援を受けている人が、別の場面では支援を行うといった

相互関係があることが望ましく、そうしたお互い様の関係づくりが地域の安心感、信頼

感を高めていき、真の意味での対等な関係を生みだします。それは同時に、それぞれの

生きがいや健康維持にもつながっていくものです。

*lノーマライゼーション、 *2ソーシヤノレインクルージョンの解説は前述
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【③ 自助の力を高める「一人ひとりの健康」を大事にしながら、誰ちが健康にすごせる社

会】

o r自助の力を高める」とは、各個人が独力で頑張ることを求めているのではなく、で

きることに取り組み、自分が決めて必要な支援を得て、各個人が自分らしい生活を組み

立てる力を高めることを言います。

0 各個人が持っている力を発揮し自己決定できるためには、判断や行動が的確にできる

ょう、心身ともに良い健康状態を保つことが重要です。そのために、各自の健康状態を

良好にするよう、個人の努力だけでなく、周囲の関わりや環境も一人ひとりの健康を支

えるものであることが重要です。

0 個人の健康への関心を高め、自発的な健康づくりの取組を推進することや、直接的な

健康づくりのための取組でなくても、活動を通して人と人とのつながりやお互い様の支

え合う関係をっくり、社会的な関係を充実させることが、結果的に、その地域の人々の

健康状態に良い影響を与えることがわかってきています。

0 地域のさまざまな取組に、健康につながる視点や要素を織り交ぜていくことや、誰も

が健康で暮らせるまちづくりを考えることを通じて、お互いの健康を守り大切にする社

会を目指します。

ウ総合目標

横浜市及び横浜市社協が、 「基本理念j と 「重要な視点Jのもとに様々な取組を行ってい

く上で、どの取組にも共通する考え方を 3つの 「総合 目標」にまとめま した。

【① 人と人とのつながりを地域資源のーっとして積み重ねていく意義の浸透】

地域社会における 「人と人とのつながり Jを築いていき、そこから「信頼感Jrお互いさま

の関係性」を生み出すことが、住民が地域課題に向きあう際の資源となることについて、あ

らゆる世代の理解が進むようにします(ソーシャル ・キャピタノレ:地域に根ざした信頼や社

会規範、ネットワークといった社会関係資本等)。

【② 自朗・共助・公助の組み合わせによる誰ちが健やかで安11)¥して生活できる地域づくり】

身近な地域などのつながりで支えあう取組を一層進めるとともに、必要な公的サービス

を提供する仕組みと、全ての市民が本来持っている自助の力をより高める取組を適切に組

み合わせることによって、誰もが健やかで安心して生活できる地域をつ くります。

【③ 幅広い市民参加を重視し疋地域社会全体の活力向上】

幅広い市民に向けて地域福祉保健活動への参加を呼びかける際には、「地域への愛着の醸

成Jrそれぞれの得意なことを生かした出番づくり Jr参加する市民自身にとっての達成感」

といった視点を重視し、持続可能な活動の促進を図り、地域社会全体の活力を高めていきま

す。
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《自助・共朗・公闘の定義について〉

or総合目標」のーっとして、【② 自問・共闘・公聞の組み合わせによる誰ちが健やかで安J~\ し

て生活できる地域づくり】を掲げましたが、この計画のなかでは、特に記述がない揚合、次の

ような意味で、自問・共闘・公邸を使用しています。

【自問〕自分や家族ででさることを行う。自分の力を発揮できるようにする。

[共闘〕地域や仲間同士でおEいに聞け合いながら、できることを行う。

【公問】個人や家族・地域等でできない支援を公的機関が行う。

個人

家族・親戚

自助

自分や家族で
できることを行う。

自分の力を発揮 E

できるようにする。

組み合わせ

公助

個人や家族・地域等で
できない支援を

公的機闘が行う。

自治体・国
社会保険

(医療保険・介護保醗・年金など)

友人・知人

近隣・地域社会

グループ・団体

共助

地域や仲間同士で
お互いに助け合い

ながら、できること
を行う。

0なお、厚生労働省等により、「自助.13:回・共問・公回」と4つに分けて整理する考え方も示さ

れています。地域福祉保健計画で使用している共闘と公闘を意味する用語が異なっています。
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l 第2章 推進のための蜘推進のむ体叩 | 

基本理怠実現のための<重要な視点>

① 住民主体と協働による地域福祉保健の推進

② 誰ちが自分らしく地域で暮らし、共に支えあう社会

(ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン〉

③ 自問の力を高める「一人ひとりの健康」を大事にしながら、

誰もが健康にすごせる社会

写II

基本理怠の実現に向けた取組

<総合目標>
① 人と人とのつながりを地域資源のーっとして積み重ねていく意義の浸透

② 自問・共悶・公闘の組み合わせによる誰ちが健やかで安I~\ して生活できる地域づくり

③ 幅広い市民参加を重視した地域社会全体の活力向上

てヨデ イEト 寸二テ
推進の柱1 推進の柱2 f 推進の柱3

地域住民が主役となり 支援を脳要とする人が 幅広い市民参加から

地域課題に取り組むため 的確に支援へつながる 地域福祉保健の取組が

の基盤をつくる 仕組みをつくる 広がる仕掛けをつくる
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3つの「推進の柱」における主要な取組

推進の柱1 地域住民が主役となり地域課題に取り組むための

基盤をつくる

【主要な取組】

地区別計画の取組を更に推進する体制・方法を示します。

0地区別計画推進の仕組みゃ住民主体の取組を推進する体制・目標の明確化

O現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化、効果的な取組推進

0地域の取組を支え、地域では解決できない課題を解決する、区域の取組推進

推進の柱2 支援を必要とする人が的確に支援へつながる

仕組みをつくる

【主要な取組〕

身近な地域における課題の早期発見・共助の仕組みの連動を

強化します。

0自問・共闘・公闘の組み合わせによる、支援が届かす様々な生活課題を

抱えている人に気付き、支える仕組みの強化

O個別課題を地域課題につなげ、皐近な地域で生活課題を把握・調整・解決し、

区域や市域の取組に反映させる仕組みづくり

0健康づくり・保健の取組を活用した自助・共闘の充実

0地域拠点である地域ケアプラザが中核的な役割を担うだめの

人材育成等の推進

推進の柱3 幅広い市民参加から地鼠福祉保健の取組が広がる

仕掛けをつくる

【主要な取組】

企業、学校等の様々な主体と連携し、ターゲット層を

明確にしながら、市民参加の働きかけを強化します。

0企業やNPO・社会福祉施設等、様々な主体との連携と活動への参加の促進

O子どちゃ若年世代・高齢者・障害者等を含むすべての人を対象に、

つながりや支え合い、さまざまな活動に参加することの啓発の実施

(小・中学校におけるつながりづくりや地域理解の啓発の推進等〉

O高齢者が健康づくりに努めながら、意欲と能力が発揮できる

「揚」と「出番」づくり
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第3期横浜市地域福祉保健計画取組の体系図
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極的悦支援を必駁する人が的確に支援'"望坦坦みを 竺重 竺三二二三二 ! 
く柱2-1> 『つながりを生かした見守りの寛実

， 

柱2-1-1平常時における地域主体の見守り活動の充実や災害時要援護者支援の推進

柱2-1-2
孤従市の仕民立来組防をの靖取み止や組やづす虐でくりは待へち把肪のょ握っ止支Jす等と握しるのたこ啓変と発化がに困によ難気りなづ過対き剰つ象なな届個げに人る対情市す報民る保を、謹増企をや業肪等すぎと、の自連ら携積を極介的しにた助地け域をに求おめけるる力見を守もっり!! ! i 

<栓2-2t)1- 安心して鍵やかに暮らし続けられる地域づ延り

柱2-2-1個健保地別域康健主σ寿医生撞命療活がの・届課延福か園祉申ぬをのの把ま観専ま握点門、を職様調取左々整り地な・入峰解生れ活決活た動す課健者る題康仕のをづ組連抱くみ携りえの・てに保充bよ健、る実る活支人と動援新々のた¢の取充な存組取実在充組に実の気創づ出き支え続ける仕組出づくり i i ; i 

2 杯車地民二場生場E福委で玩員祉の保ー菌瓦児健室重人両し委材土王員司生瓦が育活活成示串動重し幅や援すを一権u、環親境権づ婁くのり推進} 回 -1 i 
r← 苫習 τ --明L壬桂2~3雪JL 四一 副 4 嗣 M 南町

3-11身近な地域における権利擁護の推進

卜 長 斗 車種見沼普段明持
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-重点取組<柱 1-1> 

「重点取組」とは、
各柱を推進する
ために必要となる
重点事項

地域課題の解決に向けた支援の拡充(地区別計画及び区計画の策定・推進)

年〈事戚'3'7年)Iこ想定されるJ

課題や焼!こ表奮{むμている課題

0人口構成、住宅環境等の地域差が大きくなる

とともに、地域社会の取組を次世代に継続して

いくことが困難な地域が発生している。

肇点取組

く柱 1-1> 
地域課題の解決に向け

た支援の拡充(地区別計

画及び区計画の策定・推

進〉

計画期間く平成26-30年度〉
で目指

0各区創意工夫による区計画

策定・推進のこれまでの実践

を踏まえ、地域支援のあり方

が整理され、より充実した取

組が行われている。

0より多ぐの地域で、地域の状況に応じ

た市民主体の課題解決に向けた取組が行

われている。

く柱 1-1-1> 

区役所・区社協・地域ケアプラザによる

地域支援の体制づくりと支援目標の明確

化

て目指す姿

く柱 1-1-1> 区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援の体制づくり

と支援目標の明確化

ぐ同窓鶴11〉 斗「具体的な取組名」に関連する「現批課題」を整理 | 
o 18区の第 2期区計画のなかで、主に地区連合町内会 (3層)又は地域ケアプラザのエリア

(4層:日常生活圏域)を圏域とする 235の地区別計画を策定・推進しています。

く翻窃咽〉
区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援のあり方を「第 3期区地域福祉保健計画策定・

推進指針」において整理します。

荷量 4 ・ ー オ哲也;詳FLfjが 市社協ぎJず;r: ;; !.~ 

0 区・区社協・地域ケアプラザが地区別支援チ 10 広く地域の福祉活動をしている方/マが参加す

ームとして行う地域支完の役割の整理 | る揚である、中電支援組織として・・・

1 開催・区社協 9 地域ケアコラザパ ' 勾玉ロ三
0 地域主体の地域福祉保健活動の充実に係る自治会町内会及び地区社協ヘd支援 令一一1区域の取組

の取

計画の中で地区別計画の活動を支える取組を蓄えるものとしているため、市計画では記載していません。
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-重点取組<柱 1-1> 
地域課題の解決に向けた支接の拡充(地区別計画及び区計画の策定・推進)

0 人口構成、住宅環境等の地域差が大きくな
るととちに、I也I或社会の取組を次世代に継続し
ていくことが困難な地域が発生レている。

計画期間く平成26"'30年度〉嚢点取組!
で目指す姿

く柱 1-1 > 。各区の創意工夫による区

地域課題の解決に向けた 計画策定・推進のこれまでの

支援の弧充(地区別計画 実践を踏まえ、地域支援のあ

及び区計画の策定・推進〉 り万が整理され、より充実し

た取組が行われている。

。地域主体の取組の立ち上

げ・維持・発展とそれらのネ

ットワーク化を図る仕組み

により、地域課題が徐/マに解

決されている。

51 

0 より多くの地域で、地域の状況に応じ
た住民主体の課題解決に向けた取組が行
われている。

0 公的機関は基本的な施策展開に加え
て、各地域の課題解決に向けた支援を行
っている。

具体的な取組名 ， 

く柱 1-1 -1 > 
区役所・区社協・地域ケアプラザによる地

域支援の体制づくりと支援目標の明確化

く柱 1-1 -2> 
個別支援と地域安援の連動を見据えた施策

の展開と地域の様々な取組を有機的・重層

的に機能させるためのネットワークづくり

く柱 1-1 -3> 
現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地

I或の焦点化ι支援のあり方の明確化

く柱 1-1 -4> 
地域福祉保健推進の環境整備



φ霊点取総<柱 1-1>

地域課題の解決に向けた支媛の主主充〈治区f]d，計雷及び区計画の策定・挺進〕

<柱 1-1-1> 
区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援の体制づくり

と支援目標の明確化

o 18区の第 2期区計画の中で、主に地区連合町内会(3層)又は地域ケアプラザのエリア (4

層:日常生活圏域)を圏域とする 235の地区別計画を策定・推進しています。

0 地区別計画の意義は、誰もが安心して生活するために地域で取り組むべき生活課題がある

ことに地域住民が気付き、地域と公的機関が課題の解決にむけて継続的に話し合い、協働し

役割分担して課題解決に取り組むことにあります。

0 公的機関と地域住民による話し合いの場をもっ、課題を整理する、計画に掲げた取組を実

施する、進捗を振り返るという地区別計画の策定・推進の住組みは定着してきています。

0 地区はそれぞれに特性があり、地区に合わせた支援の方法論が確立しているわけではない

ので、支援を行う中で効果的な方法を積み上げ、生み出していくことが求められています。

0 区・区社協・地域ケアプラザが地域への多様なチャンネノレをもちつつ、お互いに情報共有

しながら地域支援に取り組んでいくことが大切です。

0 また、区においては総務部に「地域力推進担当」が設置され、福祉保健センターのみでは

なく区役所全体として地域に向きあう体制が整ってきています。

0 地域の様々なニーズに応えるため地域福祉保健の活動は多様化してきており、それらの活

動を地域の中で有機的につなげていく機能が求められています。

区役所・区社協・地域ケアプラザによる地域支援のあり方を「第 3期区地域福祉保健計画策

定・推進指針Jにおいて整理します。

圃

市 判明?門前J5・冶 種 証明汁tLfthfiゲ:

0 区・区社協・地域ケアプラザが地区別支援チー 。広く地域の福祉活動をしている方々が参加す

ムとして行う地域支援の役割の整理 る揚である、中間支援組織としての地区社協の。これまでの地域支援の取組を振り返ることに 役割を強化するため、区社協の地区社協支援に

より、求められるスキル・ノウハウの整理と情報 おける課題の整理、研修手法等支援方策の検討

{じ 。区社協と地域ケアプラザの関係や役割を整理

0 地域の状況を確認レ、支援目標を考えるにあた し明確に示す

つての指標例の提示

区域(区・区社協・地域ケアブフザ〉
‘・ー 問

-ー
0 地域主体の地域福祉保健活動の充実に係る自治会町内会及び地区社協への支援

0 地区社協の組織運営強化・事業推進を図るための地区の状況分析などの実施(区社協〉

0 区域における区の実情に応じた体制づくり
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@霊点取組<柱 1-1>

地i妥課題の解決に向けた支援の銘充〈池区別計画及び霊計画の策定・推進〉

- -

<柱 1-1-2>
個別支援と地域支援の連動を見据えた施策の展開と地域の様尽な

取組を有機的・重層的に機能させるためのネットワークづくり

」。
。
。
。

0 一人ひとりの生活を支えるために、公的サービスの利用支援、健康管理のためのアドバイ

ス、地域で行われているサロンへの参加や配食サービスを通した見守り活動の実施といった

福祉保健の観点から、公的機関だけではなく 、事業者、地域施設関係者、民生委員 ・児童委

員、ボランティア等のたくさんの人々が支援を行っています。

0 関係者同士の連絡会議の開催が「顔の見える関係づくり Jに大きく貢献してきた一方、会

議開催自体が目的になりやすいという課題があります。ネットワークづくりは誰のために何

を目指 しているのか、連絡会議を実施する意図はどこにあるのかということを常に考え、ネ

ットワークづくりはその手段に過ぎないと捉えて取り組むことが重要となっています。

0 一人ひと りの方への支援のなかで感 じる、「このような支援メ ニューがあれば、この方の生

活はより豊かになるのにJ~いう「思い」が、公的機関と地域が協力して解決に向けた地域

福祉保健活動に取り組む原動力になります。

0 公的機関は、一人ひとりの困りごとへの個別支援から感じた課題を、地域の課題と捉え直

し、地域とともに課題解決に取り組む地域支援との連動を考えながら施策を展開することが

重要です。

0 また、地域で行われている様々な取組同士で、お互いにその取組を認識し、役割分担をす

ること、また、様々な活動や支援が重なり合い、隙間やもれが生じにくい地域にするための

ネットワークをつくることが必要です。

「顔の見える関係づくり 」にとどま らないネットワークを充実させます。

市 品ii;三yf智子;'市掃 をじ!?子炉、吋 A

個別支援と地域支援を連携させ、同じ問題で 。身近な地域ICおけるつながり、支えあい活動
困る人が繰り返し発生することを減らす予防策 の推進を支援
や対応策の充実(柱 2-2-2にも関連〉 。行政・社協・地域ケアプラザの協働による、
地区別計画や区域とは違う圏域で取り組むテ 地域 (1'"'-'4層エリア〉、区域 (5層〉、市域 (6

ーマ型活動等の支援 層〉ごとの地域課題の把握・検討・解決の取組を
ネットワークが「有機的・重層的つに機能し 推進支援

ている姿の理解の促進 。社協の会員組織による協議体の強みを生かし
ネットワークを作りやすくする市レベルの調 たネットワークづくりを推進する

整、仕組みづくり

区域(区・区社協・地域ケ7ヲブフザ〉

0 区・区社協・地域ケ7フブつザが、それぞれ!;:::寄せられる相設や各種事業から把握された個別課題を持ち寄り、
地域ごとに集約・整理し、共有できる体制の充実

0 個別支援に役立つ地域支援、地域麦援を補完する個別支援という連動を意識レた展開
0 区、区社協、地域ケ7フプラザ職員がネットワーク同士のつなぎ役になることによるネットワークの拡大
0 分野別に構築されているネットワーク同士をつなぐ機会の設定
0 協議体とレての区社協、地区社協の強みを宝かした有機的・重層的なネットワークづくり (区社協〉

*育機的・重層的 :次頁を参照
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<有機的・重層的なネットワークとは〉

@ @ ② ③ ② 支援が必要な人

/ ー - ρ
ロ

円
以

臼

日
己ロ

「重層的」
支援が必要な人を支える
制度や活動の守備範囲が

重なり合って、そこから
抜け落ちる人が
少なくなっている状態

「有機的J
共通の 目的をもっ制度や活動の担当者同士が'情報を共有し、
相互理解と役割分担が進んでいる状態

※有機的・重層的に機能しているネットワークによる効果の例

~要介護高齢者支援のネットワークをイメージLて~

[重層的]介護保険制度によるサービスでは対応できないことが、介護保険制度以外によるサービスや

ボランティアによる支えあい活動などで対応できている。

[有機的]居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、サービス事業者、施設、医療機関、ボランティア団
体、民生委員児童委員協議会、区福祉保健センター、地域ケアプラザ、区社協等、要介護高齢者への
支援に携わる関係機関同士が、お互いのできること・できなし、ことを共通理解し、それぞれの役割が機

能しあうことにより、 この地域の要介護高齢者を支えていることを共通認識している。

54 



φ重点取組<柱 1-1>

地i或課題の解決iこ向けた支援の狐充(池区間計蕗及び区計画の策定・推進〉
A - ~~ 

<柱 1-1-3>
現状分析を踏まえた重点的支援が必要な地域の焦点化と

支援のあり方の明確化

0 統計データ等で市内全域を見ると、類似する区、類似する地区が確認できますが、区レベ

ルで、は詳細な多くの情報が把握できる一方で、 1地区 1地区の違いが大きく見えることによ

り、類似する地区に分けて必要な支援を考えることは難しいという側面があります。

0 区を越えて、類似する地区に対する地域支援のあり方を情報共有したり、全市的にみて重

点的な支援が必要な地域を検討するなど、区と市の連携によって地区別支援のあり方を検討

することが必要となっています。

地区別計画の策定・推進状況や国勢調査等の地区別集計の分析等を踏まえた、重点的支援が

必要な地域への取組を充実させます。

l i 市 | 戸審師寺智 治土面 判事おi;~~~~(:~i~\~
A 1 愚 |

0 重点的な支援が必要な地域の共通項と効果的 10 地域課題の把握とその解決に向けた的確な地

な支援策の横討 | 域支援を行うため、地域の実情や社会資源等の把

O 地域状況や地域活動のプロセスに応じた支援| 握と評価(地域アセスメント〉の取組の推進

を行うための「地域の見守りネットワーク構築 10 地区連合町内会(地区社協》工リ'P(第3層〉

支援事業」の充実 | における地域?セスメント・地域データ分析等の

O 区局及び社協、地域ケアプラザの協働による| 方法の普及

重点的な地区別支援の実施 10 皇近な地域(第 1""2層〉のアセスメント・地

O 市レベルの事倒共有、スキル・ノウハウの共| 域分析を行う手法を検討し、より重点的に支援す

有 | ベき地域の把握や地域間横討を行う

o H>1組を進める上での局内調整や区間調整

0 専門家チームによるアウトリーチ等の仕組み

の検討

O 行政が保有する個人情報(医療や介護等の利

用実績〉を活用した、必要な支援を受けていな

いと想定される人を把握する仕組みの検討

区域(区・区社協・地域ケアプラザ〉

0 区・区社協・地域ケアプラザそれぞれが把握している地域情報の共有の充実
O 区レベルでの地域間比較、分析を踏まえた支援策の倹討
0 支援が必要な地区への重点的支援の実施
0 類似地区の取組の実践を通じた、効果的な取組の桟証
0 必要な支援を受けていないと想定される人への個別アブローチの推進

R
U
 

民

υ



@重点叡紐<柱 1-1>

I也I或課題の解決に向けだ支援の鉱充 〈地区別計萄及び区計画の策定・縫進〉

- -

||…-4> 地域福祉保健推進の環境整備 l 
0 平成 25年度までに、地域ケアプラザ 130か所、福祉保健活動拠点 18か所が整備され、身

近な地域で福祉保健を推進する環境が整えられてきています。

日常生活圏域の活動拠点の整備を進め、地域活動の場、活動に関する相談や支援を受けられ

る場として有効活用できるようにします。

市

0 地域ケ?プラザなど日常生活圏域の活動拠点 10 高齢福祉部会・地域ケアプラザ分科会を通じ

の整備 | た、地域福祉保健活動の推進のための情報やノウ

O 特に高齢者人口が多い地区には、出張相談を| ハウ提供や共有の推進

行えるようにするなどのきめ細やかな対応の推

進

0 地域ケアプラザと福祉保健活動拠点、の揚の提供と活動の支援

ドl鵠捕監3U~2近な福祉保健の拠点~ 地域ケアプラザ

/地域ケアプラザは、「地域の福祉保健の拠点」とレて地域の中でネットワークづくりを行うとともに、¥

'地域及び行政と連携し、地域の中での孤立を防ぎ、支援が必要な人を把握し支援につなげていく役割

を担っています。

-地域ケアブラサ横の3つの機能・

、
、ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-----ーーーーーー・・ーーー・・・ーーーーーーーーーーー----------ーーーーー・ー・・ーー--ーーーーーーーーーーーーーーーー_，
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哩

@重点取組<柱 2-1> 
つながりを生かした見守りの充実

0 単皐世帯・夫婦のみ世帯・ひとり親世帯・
孤立している子育て世帯・老障介護*世帯等の
増加により、家族機能を補完する地域のつな
がりがますます必要になっている。

0 大規模な地震等による災害に備えた自助・
共闘・公闘による取組の推進が求められてい
る。

計菌期で開!く.iji，成26"'30年度〉
重点取組 ， 

目指す姿
J‘ 

く柱2-1> 0 より多くの地域で、平常時

つながりを生かレた見守 でも災害時でも、支援が必要

りの充実 な人の君子在に周囲の人々が
気づき、速やかに的確な支援
へつながる仕組みができて
いる。

、

*老障介護 親が年老いても障害がある子どもを介護し続けること

57 

0 困ったときに自ら「聞けて」と言える
力をもっ市民がi習えるとともに、明確な
情報発信ができない人々の寄在にも目を
向け、日常的なつながりによりいざとい
う時に聞けることができる活動が広がっ
ている。

0 日頃からの見守り・支えあいの取組の
充実と、災害時要援護者支援や防災を目
的とレた取組の推進等によって、地域の
つながりと安山・安全が広がっている。

ー ・‘ a ・ ・ー a 

-"1 具体的な取組名

く柱 2-1-1 > 

平常時における地域主体の見守り活動の売
実や災害時要援護者支援の推進

く柱 2-1-2> 

孤立防止や虐待防i上等の啓発により過剰な
個人情報保護を防ぎ、自ら積極的に助けを|
求める力をもっ市民を増やす・ちょっとじ
た変化に気づきつなげる市民を増やす

く柱 2-1-3> 

従来の取組では把握することが困難な対象
層に対する、企業等との連携を介した地域
における見守りの仕組みづくりへの支援



@重点取締く往2-1>

つながりを生かした見守りの充実
ー

<柱 2-1-1> 平常時における地域主体の見守り活動の充実や

災害時要援護者支援の推進

0 自助・共助・公助の組み合わせによって、災害時などのさまざまなリスクに備えるという

考え方が広まってきていますが、具体的な行動には必ずしも結ひやついていない現状がありま

す。

0 東日本大震災以降、災害時なども含め、日頃から支援が必要な人への取組を推進するため

には、自治会町内会等の自主防災組織、民生委員・児童委員、自治会町内会の役員、ボラン

ティア、当事者団体等との間で対象となる人に関する情報を把握し、あらかじめ共有してお

く必要性が再認識されています。

0 地域主体の見守り活動の推進を支援するために、平常時から地域へ見守りのために必要な

個人情報を提供できるようにする仕組みづくり に取り組んでいます。

0 平常時の見守り活動が災害時にも役立ち、災害時を想定した支援活動が平常時の地域のつ

ながりにもなるという両面から、地域の支えあいの取組が進む環境整備が求められています。

平常時における取組の必要'性について市民への普及啓発を行うとともに、「災害時要援護者支

援事業料」と「ひとり暮らし高齢者「地域で見守り J推進事業*2J等を通じた地域主体の見守

り活動を充実させるための環境整備を進めます。

l' ~ペ ι奇書謀長-，よ市社協 ?市 P~冨』合
.;.: .~ ‘ 

"，慮'.

0 地域主体の見守り活動の10要性の普及啓発 0 皐近な地域における対象者のマップづくり等 l
0 行政が保有する対象者情報の提供 要援護者の把握や、日常生活から災害時までの。区域における事業推進を支援するための手引

支援関係が築けるような仕組みづくりの推進支

き等の整備、他都市をさめた活動事例の収集と
f震

紹介

区域ぐ~・区社協・地域クアプヲザ〉
0 区における事業推進

0 地域の取組の支援

川災害時要援護者支援事業:災害時における自力避難が困幾な要f愛護者の安否確認や避難支援等の支援活動を円滑に進めてい

くために、行政が保有する要媛護者の個人情報の提供等を通じて、災害に備えた巴頃からの地域での自主的な支えあいの取

組を支復。

*2ひとり暮らし高齢者「地域で男守り」縫進事業.ひとり暮らレ高齢者について本市が保有する個人情報を民生委員及び地域

包活支援センターヘ提供することにより、支援を必要とする人を的確に把握できるように支援。また、把握した状況に応じ

て、相談支援や地域における見守り活動等につなげる取組を、両者と区役所が連携して実施。
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「亘馳1災害に備えだ平常時からの要援護者支援の取組

' 0  災害時要援護者支援の取組とは : 

災害による被害を減らすには、日頃からの備え(自問〉と地域での聞け合い(共助〉が欠かせま!

せん。特に地震等災害発生時に、自力で避難することが困難な方(災害時要援護者といいます。〉の i
安否確認や避難支援などが迅速に行われるためには、日頃からの要援護者との関係づくりや地域で

の声かけ・見守りなどが重要です。

0 苅象者

災害時要援護者とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握レ、災害から自ら守るために、安全な揚

所に避難するなどの災害時に一連の行動をとるために支援を要する人々をいい、一般的には要介護

の高齢者、障害者のほか、外国人、乳幼児、妊婦等が挙げられます。

横浜市では、要援護者の中でも特に自力避難が困難と想定される対象者について名簿を作成して

います。

【災害時要援護者名簿の対象者】在宅で、次のいすれかに該当する方

①介護保隙要介護・要支援認定者でア~ウのいすれかに該当する方

ア 要 介 護3以上の方

イ 一人暮らレ高齢者、または高齢者世帯でいずれもが要支援または要介護認定の万

ウ 認知症のある方(要介護2以下で、認知症の日常生活自立度がE以上の方〉

②障害者総合支援活のサービスの支給決定を受けている皐体障害者、知的障害者、難病患者

③視覚障害者、聴覚障害者及び肢体不自白書のうち、身体障害者手帳 1"'3級の方

④療育手帳(愛の手帳)A 1・A2の方

0 災害時要援護者の把握方法

災害時要援護者支援の取組を進めるためには、まずは地域で要援護者を把握することが重要

です。要援護者の把握方法としては、主に次の3つの方式が挙げられます。各地域の実情に応

じた方式が選択され、取組が進められています。

手上げ方式
要援護者名簿への登録について周知レ、自ら名簿登録を希望する方を地域で募る

ことにより名簿を作成する方式

同意方式
区役所から対象者へ、自主防災組織に提供する名簿への登録について間意確認を

行い、同意があった方の個人情報(名簿〉を提供する方式

情報共有方式
区役所から対象者へ、自主防災組織に提供する名簿への登録について事前通知を

行い、拒否の意思表示がない限り、個人情報(名簿〉を提供する方式

※その他独自の方式により、要援護者を把握している地域もあります。

0 災害に備えた巳頃の取組 : 

要援護者を把握したら、あいさつや声かけ、見守りなどをとおした顔の見える関係づくりや l

! 地域の支え合いの輸に要援護者自身からも入っていただくための働きかけなど日頃の活動を進 i
; めていきます。また、災害発生時の支援方法の検討や訓練等を行い、地域のつながりによる避 l

l 難支援体制の整備を進めていきます。
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<横浜市防災計画の中の「災害に備え疋助け合い」のための自問・共闘・公朗>
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-自分の地域の自主防災組織(自治会町内会等〉
に関山をもっ。

-自分の地域の災害時要援護者支援の取組を理解
し、顔の見える関係づくりに協力する。

-行政が保育する個人情報を災害時要援護者支援
に利用する意義を理解する。

-自主防災組織(自治会町内会等〉等は、災害
時要援護者との日頃か5の関係づくり〈声か
け、見守り等〉に努めるとともに、地域の災
害時要援護者の名簿の作成等を通じて、災害
時における安否確認等に備える。

-自主防災組織〈自治会町内会等〉等が、災害
時要援護者の個人情報を収集しようとする
際には、正しい理解のちとに適正な取り扱い
を行う。

fコ』
ー"'・E・量M -白 " --

公邸固
同 . 

【公聞の定義)["公朗」とは市・区を始め、国・県・ 警察といった公的機聞が、日頃から防災・減災
に向けて行う取組や発災時に行う毅問活動等の災害対応のことです。

自WJを高める取組 共闘を推進する取組1

-防災、減災のための情報提供を行う。 -自主防災組織の結成を促進レ活動を支援す

-災害時要援護者に対する、地域の自主防災組織 る。

〈自治会町内会等〉等による取組の周知、個人 -地域の避難訓練や赦急赦命講習等の開催を支
情報の利用に対する理解を促進する。 援する。

-地域の実情に応じた災害時要援護者支援の取
組実施に向けた働きかけを行う。

-災害時要援護者を地域で支える体制づくりの支援等(行政が保有する名簿の提供等を含む〉社
協、地域ケアプラザをはじめとした関係機関・団体等との連携を強化する。

-既惇の事業者連絡会等の機会を活用して、事業者による協力を依頼する(発災時の利用者の安否
確認と区への連絡、災害の備えに関する利用者へのアドパイス、地域で実施されている取組につ
いての利用者への情報提供、行政との協定締結による連携強化等〉。

-特別避難場所となる施設を確保する。発災時に特別避難場所を開設する。平常時から特別避難場
所の協力協定締結施設との連携を強化する。
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@重点D.RlfD<往2-1>

つながりを生かした晃守りの充実
? 

孤立防止や虐待防止等の啓発により過剰な個人情報保護を防ぎ、
<柱 2-1-2> 自ら積極的に朗けを求める力をもっ市民を溜やす・ちょっとした

変化に気づきつなげる市民を増やす

o ["無縁社会J["孤立死J["高齢者虐待J["児童虐待」等といった言葉が一般的に知られるよう

になり、孤立を防ぐ大切さが社会的にも認知されてきていますが、孤立から生じるリスクに

対する、自助・共助・公助の組み合わせによる具体的な取組や、市民一人ひとりが予防的に

取り組むことの重要性は十分には理解されてはいません。

0 特に、子どもの健やかな成長を支えるために、児童虐待の状況に気づき、迷わず連絡し、

家庭を支援するよう、地域のつながりを強めることも求められています。

0 また、自殺対策における地域の身近な相談者による予防的な関わりとして、悩んでいる人

に気づき、声をかけ、話しを聞き、必要な支援につなげ、見守りをする「ゲートキーパーJ

の役割を理解できるように啓発活動を行うことも必要となっています。

0 個人情報の取扱いには配慮が必要ですが、守秘義務や個人情報の保護だけを強調しすぎる

と、個人を支援する活動にボランティアや住民が参加しにくくなります。本来、個人情報は

本人のメリットになるように活用されるべきものとされており、保護と利用のバランスが重

要です。

O 地域活動者が、個人情報の取扱いについて正しく理解し、適切に取り扱うことで相手との

信頼関係を築きながら、情報共有できるようにするための手引きを作成し、普及に努めてい

ます。

自助・共助・公助それぞれの取組の大切さを示すとともに、つながりをつくるために重要と

なる「情報共有・情報活用j の取組を推進します。

J市;

0 孤立から生じるリスク別に自助・共助・公悶
の具体的な役割を例示

0 困ったときに自ら積極的に聞けを求めること
が困難な人々の害在を視野に入れた上での、自
ら発信することの大切さの普及啓発

0 子育て家庭の不安感・負担感を軽減するだめ

の様々な取組

0 生活圏域に合わせた様々な相談先の整理と情
報提供。個人情報保護と利用の方策の充実

市栓協 一句~j' • '. . -.' ..?-~ ; 

0 自助の取組を支援する啓発や情報提供を行い
つつ、 sosを受け止められる地域づくりを推進

O 支援する側・支援される側の区別なく、坦い
手に向けてもsosを発信できることの必要性を
啓発

区域.(慶 ・震祉協・ 賞金協

0 市民向けの啓発、講座等の実施

0 自問・共闘の取組への支援、公闘の実施
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く孤立から生じるリスク別の自問・共助・公闘の具体的な役割>

o 1"孤立死予防」の疋めの自問・共悶・公伺〈例)

自1均 持!l1Jji

く自分に馴染むちのから取り入れられるようにす く地域の力でできることに取り組めるように
るための例> するための倒>

-日常的に外出することや、人との関わりをもっ -近隣国土で顔の見える関係をつくる。
ことも健康維持のーっとして実践する。 -外出できる居場所、活躍できる出番をつくる。
-日頃から I~\身の健康管理をI~\がける(自分を大 -民生委員等によるひとり喜らし高齢者等に対
切にする〉。 する定期的な訪問や、サロンや食事会のよう

-近隣と日常的にあいさつができる関係をつくっ な交流の揚における、日常的な見守り活動を
ておく。 行う。

-日頃から、近隣や知人など人との関わりをちち、 -異変のサインくいつも見かける時間や揚所に
いざという時に協力してちらえる関係をつく 現れない、洗濯物・新聞・照明等が不自然な
る。 状態になっている〉に気づいたら、近隣同士

-自分が利用できる公的機関や担当の民生委員等 で声を掛け合いつつ、民生委員、地域ケアプ

を把握レておく。 ラザ、区役所等に連絡する。

-緊急の際の連絡先を整理しておく。 -地域で見守りを行っている関係者同士が情報

-緊急の際の連絡先を信頼できる近隣、事業者、
共有できるようにするためのネットワークを

公的機関に伝達しておく。
構築する。

-必要に応じ、有償の見守りサービスなども活用
-害在は把握しているが支援につながっていな

する。
い人をネットワークの中で見出レ、支援につ
なぐ方策を検討していく。

幽 旬 刊 日 }ーー..'
-_ 'fI，_ _ ~ 量生

τコ』
as鋤 回

p-I一一:層[ 問調hを言者め:翻史認
r、

く個別支援>

・介護保隙等の公的サービスの利用に向けた支援をする。

.定期的な見守りが受けられるようにするための情報提
供や調整をする。

-公的な保健、医療、福祉のサービスに結びついていな
い人を把握レ、アプローチする0

・健康管理のための支援、保健指導、医療との調整をす
る。

く蓄及啓発>

・近隣や地域全体で理解することによって自由の取組が
生きることをあらゆる機会を通して広く周知する。

-単身者であれば誰にでも起こり得ることであること、
老老介護や老障介護の世帯にち共通する自闘を高める
取組であることち知らせる。

-屋内で体調を急変させる行動の予防を普及啓発する(脱
水、熱中症、急な温度変化による血圧変動、転倒、泥酔
状態での入浴など〉。

県腕l葱嘉選智ミ動部組

く地域の力だけでは取り組むことが難
レい活動に対する支援を行う〉

・行政が保有する個人情報の提供を検討
する。

・見守りが必要と考えられる対象者名簿
を地域に提供するための仕組みを構築
する。

-ケアマネジャー等の事業者と民生委員
等との顔が見える関係づくりの揚を設
定レ、ネットワーク構築を支援する0

.地域の見守りにより把握された情報を
受け止め、協議、対応レ、結果をフィ
ードパックし、個別課題から見出され
る地域課題についてともに検討する。

-事業者・福祉施設等と、自聞の支援の強化や地域による共同との連携の必要性について、共通認
識を図る。

-事業者間のネットワークの強佑により気づきの目を広げる。

-警察や消防と連携し緊急的な対応を行う。
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<孤立から生じるリスク別の自朗・共闘・公闘の具体的な役割>

o I児童虐待防止」のだめの自助・共闘・公助(例〉

自邸I 11 
共;動1

く自分に馴染むものから取り入れられるようにす く地域の力でできることに取り組めるように
るための例> するための例〉

-地域の子育て支援事業に参加し、子育て仲間を -近所の子育て中の家族に対して関山をちち、
つくる。 声かけをすることから、日常的にあいさつで

-子育てに困った時や虐待の通報や相談の連絡先 きる関係をつくる。

である、区役所や児童相談所の連絡先を知って -虐待の疑いや事実を発見レたら、 E喜踏せすに
おく。 通報する。

-隣近所との撲協や、地域のお祭りなどの参加を -地域で子育てをしている親子の交流の揚をつ
通して、いざという時に助けてちらえるような くる。
関係を近隣に作っておく。 -近隣で子育てに困っていて相談が必要な揚合

-用事やリフレッシュのために、保育所等の一時 や、虐待の疑いがある揚合の連絡先を共有す
預かりサービスを活用する。 る。

-子育て中の親子と地域住民との交流の揚をつ
くる。

-地域で子育て支援に取り組む関係者同士が連
携し、支援を必要とする家庭に苅レ、それぞ
れの立場でできる見守りを実践する。

。E亀 守一ー

L:J 
公勧

E司幽

自聞を高ぬる取組

く個別支援〉

・虐待をレてレまったり、しそうな揚合の相談を
受ける。

-福祉保健センターは妊娠届提出時から子育てに
関する相談援助を行い、妊娠・出産・子育てに
関するサービスの利用に向けた支援を行う。

-こんにちは赤ちゃん訪問員による家庭訪問を行
い、地域とのつながりを通して子育て情報の提
供や必要な支援との結び付けを行う。

く普及啓発>

・子どもが泣いて困った揚合の対応 (1乳幼児揺さ
t5iられ症候群(子どちを無理に泣きやまそうと
強く揺さぶり、脳などに障害を及ぼすこと〉の
防止〉や子どちとの向き合い方の講習を行う。

共闘1を雄進苦る服組

く地域の力だけでは取り組むことが難レい活
動に対する支援を行う〉

-虐待防止の研修を地域で開催し、現在の子育
て事情や、虐待に気づいたときの連絡先を周
知する。

-児童虐待予防の観点から、地域における子育て支援の必要性を伝える研修を、地域住民や子育て
支援機関 (i9U:保育所や幼稚園〉に向けて実施する。

-児童虐待防正の連絡会や研修会を開催し、虐待などが山配な家庭に気づいた暗に相談や連絡がで
きるよう、支援者・関係機関国土で顔の見える関係づくりを行う。
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<孤立から生じるリスク別の自問・共助・公聞の具体的な役割>

o I高齢者虐待防止」のための自朗・共闘・公助〈例〉

F 

自問 。 園田

く自分に馴染むものから取り入れられるようにす
るための例〉

-寝たきりや認知症など介護を要する高齢者を抱
えている家庭は、周囲の人にその事情を伝え知
っておいてもらうよう努める。

-介護は長期にわたることち多く、家族だけでが
んばっても限界があることから、一人で抱え込
ます、サービスの利用や、専門機関、地域のネ
ットウークを上手に活用する。

-高齢者虐待が起こる理由の一つに「人間関係の
不和」があり、そこには認知症の問題が関係し
ていることも多い。認知症は病気であり、治療
の司能性や対処の仕方によって症状が改善する
こともあるので、早めに専門家に相談する。

司， 共前 回

く地域の力でできることに取り組めるように
するための例〉

-地域住民は、寝たきりや認知症など介護を要
する高齢者を抱えている家庭や一人暮らしの
高齢者をやさしく見守り、声をかけるなどし
て、地域から孤立させない。

-サービスや地i或のネットワークをよ手に利用
して、介護者に負担がかかりすぎないよう、
地域で協力する。

-万一虐待に気づいたら、早めの対応が、虐待
の深刻{じを防ぐことになるため、早めに各区
の虐待相談窓口に相談する。

て子
ー・'" 公邸1固

目白
凶

明
川町

園 田

島問を局めるij~組
重歯医 固

共臓を推進する取組|一周h

く個別支援> く地域の力だけでは取り組むことが難しい活

-介護保険サービス等の情報提供を行い、介護負 動に対する支援を行う〉

坦の軽減が図れるよう支援する。 -介護者の孤立を防ぐため、家族会や交流会等
の運営支援、参加支援を行う。

-地域のネットワークを構築するため、虐待防 |
止連絡会等を行う。

-介護者及び地域住民に対し、高齢者虐待防ヰについての意識の啓発を行うととちに、広く認知症
や介護方法に関する正しい理解を普及する。
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-重点取組〈柱2-1>

つながりを生かした毘守りの充実
守 司F

、一戸。

。
。
。

<柱 2-1-3>
従来の取組では把握することが困難な対象層に対する、企業等

との連携を介した地域における見守りの仕組みづくりへの支援

0 一人暮らし高齢者や災害時要援護者に対する地域における見守りは行われてきていますが、

介護保険、障害福祉、生活保護といった制度やサービスの対象にはならない人々が孤立し、

気づきの目が届かず、必要な時に的確な支援を受けられずにいる場合があります。

0 気づきの目を広げ、必要な時に的確な支援につなげられるための、地域における把握と見

守りの仕組みづくりが求められています。

o i孤立死Jが社会問題化したこと等により、ライフライン(電気、ガス、水道)、郵便、新

聞、宅配等の事業者による見守り体制が広がっています。

地域主体の見守り活動の充実に応じて、それを補完するための仕組みのあり方の検討や、事

業者間のネットワークの強化を進めることにより 、気づきの 目を広げます。

市 固 吐主主dLk -4 3' 毛4dF可H43.品、司ι 市寸ー社「特有協巳1三.，詫trjf詳~9~1/' ~)~~; ':;~.';:Nみー~-l屯d干 o =ー、品j'JI'L1.h声rH 式Zf岬事?'.J炉 ・置 4主主 争:;

暮らレにくさを感じている、孤立している子 。福祉に理解のある商庖等を増やしていく取組
育て家庭・ひとり親世帯・者障介護・生活困窮 の推進
者・在住外国人などを含めた地域主体の見守り 。認知症サポーター養成講座や障害理解講座等
活動のあり方の険討 の手法を活かした啓発

事業者による異変の発見や地域住民等による 。ス-J~一、コンビ二工ンスストア、金融機関、
気づきの自の拡大 商庖街等日常生活上の住民との接点の多い企業
企業との連携による見守りの大切さのPR活 等と協働レ、暮らしの中での見守り活動を普及

動 (例:こどち虐待防ヰのシンボんである「オ
レンジリボンJP R) 
既容の仕組みゃネットワークでは把握しにく

い対象の杏在や抱えるこーズに気づくための方
策の横討

。区域〈区・区社協・地域ケアブフザ〉 圃 ー・冒園 匝

園内

0 現状把握と課題分析による地域ニーズの整理
0 苅象者を広げた見守り活動の推進吏援
0 気づきの目を広げるためのネットワークづくり
0 既君子ネッ トワーク (区子育て支援ネットワーク、目立支援協議会等〉の連携によるセーフテイネットの機能充

戸夫』
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<定期的、専門的な見守りと緩やかな見守りのイメージ>
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横浜市孤立予防苅策倹討委員会報告書(平成 24年 10月〉より引用
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:云己記云五五云云 J 

φ重点取組<柱 2-2>

安，~\して健やかに暮らし続けられる地域づくり

0 団塊の世代が後期高齢者に達レ、要介護高
齢者が急増している。

o I複合的な困難を抱える人々」を地域で包
み支え、誰ちが安J山して生活できる地域をつ
くることが急務になっている。

き十麗期間Iく平成26~30年度〉
重点取組|

ーで国指す姿

く柱 2-2> o 2025年に想定される要

安山して健やかに暮らレ 介護高齢者の急増や少子化

続けられる地域づくり の進展等を意識し、個別課題
を地域課題につなげ、皐近な
地域で生活課題を把握・調
整 ・解決し、区域や市域の取
組に反映させる仕組みが機
能している。

67 

捕 志向

0 健康づくり・介護予防が進み、健康寿
命が延伸している。

0 個々のニーズを地域のニーズとして捉
え、公的機関・事業者・地域の連携によ
り、解決に向けた取組が行われている。

司 曲

異体的怠取組名. 
，.司 ・

く柱 2-2-1> 

個別支援が届かぬまま、様々な生活課題を
抱えている人/マの荏在に気づき支え続ける
仕組みづくり

く柱 2-2-2>

地域の生活課題を把握・調整・解決する(士
組みの充実と新たな取組の創出

く柱 2-2-3>

健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づ
くり ・保健活動の取組充実

く柱 2-2-4>

保健・医療・福祉の専門職と地域活動蓄の
連携による支援の充実

く柱 2-2-5>

地域ケアプラザがその機能と人材を生かす
ための環境づくり

く柱 2-2-6>

地域福祉保健人材の育成

く柱2-2-7>

民生委員・児童委員が活動レやすい環境づ
くり

く柱 2-2-8>

|サービスの質を向上させる仕組み



-重点取総<柱2-2>
安IsIして健やかに暮らし続けられる地域づくり

- -

。
。

<柱 2-2-1> 個別支援が届かぬまま、様々な生活課題を抱えている人々の

荏在に気づき支え続ける仕組みづくり

0 個別支援が必要な状態であるにもかかわらず、福祉保健サービスを利用せず、どこに相談

してよいかわからない、福祉保健サービスや経済的な支援は受けたくないので相談しない、

セルフネグレクい1により健康などに害が及んでいる、虐待やDV(ドメスティックバイオレ

ンス)刊を受けているが自ら相談できる状態にないといった状況にある人がいます。

0 状態が悪化した時に個別支援が的確に届くことも重要ですが、支援につながらず様々な生

活課題を抱えている人々の存在に気づき、長期的な視点で見守り、支えていくことの必要性

についても、幅広い関係者と協議することが重要です。

0 個別支援としてのアプローチが難しい状況において、支援のあり方を決めていくためには、

日常的で断片的とも見える情報の中に、解決の糸口が見つかる可能性があります。そこに、

長い目で幅広く情報を集積していく意義があり、そういった情報が支援者側に集積される仕

組みづくりが重要です。

0 現状でも、幅広い関係者により協議する場が全くないわけではありませんが、情報共有や

課題検討の方法を改めて確認する必要があります。

個別支援と地域支援のそれぞれに従事する区役所、区社協、地域ケアプラザの職員だけでは

なく、医療、介護、障害者支援、子育て支援、住まい等の専問機関や施設を含んだ職員連携に

よる、担当地区や区域に関する情報共有と課題分析の場づくりを推進します。

.~一 週 "~司<;- ": 

53JJじた;対:;持率?市正規:;;;'';''.:~;: 穴 、市
。'iT :ii-i;，'i' J!' ，. :r ."，.r ~;;l，" ¥，与‘ 島 ー τ 

個別支援と地域支援の地区担当者が一堂に会 。地域住民等と協力レて行う見守りや二一ズ把
する揚の充実 1屋の新たな仕組みゃ、既にある活動の中から二

公と民が連携した相談支援の仕組みづくり ーズを把握する仕組み等を区社協等とともに開
発

.区域(区・区社協・地域ケアブフザ〉

0 分野横断cよる組織間等の情報共有・情報集積 ・課題分析・取組倹討の実施
0 民生委員・児童委員等による地域の要援護者把握の取組との一層の連携や支援を進めるほか、地域住民等と協

力して行う見守りや二一ズ把握等の新だな仕組み、既にある活動の中からニーズを把握する仕組み等を横討・実
E宙

0 地域における苅応が困難な課題についての公的機関の役割の横討

*1セルフネグレクト:飲食や体調管理、 最怪限の衛生状態の保持、金銭の管理などの行為をしない、あるいは、する力がな

いため、安全や健康が脅かされる状態

*2 DV (ドメスティックパイオレンス) 配偶者やパートナーなど親密な関係にある(あつだ〉栢手から振るわれる暴力
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<公と民が連携した圏域に応じだ相談支援の仕組みづくり(例)> 

①支援が必要な人の早期発見の仕組み

向こう三軒両隣の

近隣~民生委
員・児童委員が担当

するエリア

第1-2層(近隣や自治会町内会)での取組

専門機関

ーーーーーーー砂

支援が必要な人の

情報の流れ

・地域子育て支援拠点

-障害者地域活動ホーム
-精神障害者生活支援センター
.居宅介護支援事業所

(ケアマネジャー)

-医療機関
・サービス事業者、福祉施設等

(1)地域の見守り活動などで把握された支援が必要な人の情報が、民生委員・

児童委員を中心に集まります。
(2) 地域では個別対応が難しい場合や専門的な対応を要する場合など、

支援が必要な人の情報を地域ケアプラザ等の専門的な機関に伝えます。
地域ケアプラザ等は連携し、支援が必要な人に対応します。

(3) ケアマネジャーなどの専門機闘が、地域の支援が必要な人の情報を地域

ケアプラザ等を通じて、地域の民生委員・児童委員等に伝えます。

②生活支援の具体策の検討

第3-4層(地区連合町内会や日常生活圏域)での取組

/ ポラン ¥ 

¥ ティア / 

公民合同の情報交換と生活支援の検討会議

l 適宜、テーマ解決のために関係した住民、団体、 l 
i 専門機関が入るプラットフォーム型運営 l 

まとめ役地減ケアプラザコーディネーター
地域包括支援センター職員

専門機関

・地域子育て支援拠点

-障害者地域活動ホーム

-精神障害者生活支援センター

-居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)

.医療機関

・サービス事業者、福祉施設等
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③新たな仕組みゃ制度の検討と整備・既存の会議の見直しゃ活用

第5層(区域)での仕組み

区障害者自立支援協議会
(地域生活支援会議)

区子育て支援
ネットワーク

『 ~ ー

区児童虐待防止連絡会
区俳個認知症高齢者 l一一一一一一一一一

地域支援連絡会

、、、、、、、
/
 /

 /
 戸

ーーー

l 新たな仕組みや常憶を整備するための検討会議 | 

情報交換と各方面の報告から、地域における新たな仕組みゃネッ トワーク ・サービスの開発を検討する。

[例1 孤立死防止対策

障害者の生活支援

育児不安の親支援

事務局

討議結果を区の福祉保健施策、
局の支援策に反映

⑨
 

⑪
 

専門機関

地域子育て支援拠点、障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、医療機関、サービス事業者、福祉施設等

①支援が必要な人の早期発見の仕組み

0 配食サービス ・会食会、サ ロン活動、ボランティア活動等をする中で、地域で気になる人
の情報が把握されたら、住民やボラ ンティアから民生委員 ・児童委員等を通 して公的機関に
その情報が届き、具体的な支援につながる仕組みを充実 させます。また同様に、 専門機関の
相談事業や事業者のサービス等の利用者で地域のサポート が必要な人の情報が、公的機関を
通 じて民生委員 ・児童委員な どに伝わる ようにします。

②生活支援の具体策の検討

0 民生委員 ・児童委員等に情報提供する身近な地域の協力者が増えるよう、公的機関は区民
生委員児童委員協議会、地区社協等 と協力して、この取組を進めます。

0 支援が必要な人に対して、行政や地域がどの ような支援を行うのか検討する場を設けます。
具体的には、地域ケアプラザが コーディネー ト役 とな り、専門機関や民生委員 ・児童委員な
どの地域人材の参画を得て、見守り ネッ トワーク等で把握 された課題への対応策を検討しま
す。

③新たな仕組みゃ制度の検討・既杏の会議の見直しゃ活用

0 すでに実施している様々な区域の専門的支援ネッ トワークからの報告や情報を活用し、区
内の公的機関やサービスに関わる事業者などによる実務者レベルの検討会議を開催し、地域
や個々の専門機関だけでは解決できない課題を明確にし、新たな住組みや制度の整備を検討
します。
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@霊点取結<柱2-2>

安//J/して健やかに墓らし続けられる地i或づくり

- -

<柱 2-2-2> 地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みの充実と

新たな取組の創出

。

0 地域や個々の専門機関だけでは解決できない地域の生活課題を明確にし、それを解決する

ための新たな仕組みゃ取組を創り出すことが求められています。

0 そのためには、地区別計画の策定・推進の仕組み、区域の専門的支援ネットワーク、区内

の公的機関やサービスに関わる事業者・施設などによる実務者レベルの検討会議などから得

られる情報をより一層活用できるようにしていくことが必要です。

1.........2層(近隣や自治会町内会)、 3.........4層(地区連合町内会や日常生活圏域)、 5層(区域)、

6層(市域)の各圏域において、地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みが充実し、そ

れらの各圏域の仕組みが連動することにより、地域ニーズを捉えた新た主取組が創出しやすい

環境を整備します。(柱 1-1-2、柱 1-1-3、柱 2-2-1を踏まえた取組)

市 田』 園

ー
ロ行平均:子誌記;;J，市社協

't~~干~r:;~\~;'巧1ー官、，...，.'月 :i.!.: ~ ー¥"I 守、~
司，守

各分野別の仕組み(高齢者支援分野における 。I'"'-'3層、 4層、 5層、 6層の各圏域におけ
「地域ケ?会議」、障害者支援分野における「地 る仕組みゃ取組を充実させ、地域ケアプラザ、
域自立支援協議会」、こども家庭支援分野におけ 区社協、地区社協等地域関係者等と連携し、地
る「横浜子育て sos連絡会」など〉との連動を 域ニーズを捉えた新たな取組を創出
見据えた効果的で効率的な仕組みづくり 0 地域住民の主体的参画の下で、区社協 ・地域

ケアプラザなどが協働して地域課題を把握・調
整・解決する仕組みを構築・運営するために、連
絡調整 ・ノウハウ提供・人材育成等の支援を推進。皐近な地域の中での交流と二一ズ把握の揚づ
くりや、単位町内会レベルの見守り活動の推進
等、第4次活動計画でのモデル事業の成果を踏ま
えて、他の地域への情報提供・普及を推進。区域における課題検討の揚づくりを支援する
とともに、区域で解決が困難な課題等市域の課題
の解決に向けた検討の揚づくりを推進

-告白 -，・ ・・・・Mモ句? ー 匝 . 
区域咽(区・官社協・地域ケアブラ哲〉園 田

0 地域ケア会議、自立支援協議会、児童虐待防止連絡会、子育て支援ネットワーク等で明らかになった地域の課
題を区域で共有し、検討・調整・解決する協議の揚を拡充。I ~2 層、 3~4層、 5層の仕組みを用いた地域の生活課題の把握・調整・解決に向け疋支援

o 5層における取組の充実
o 6層における施策への提言
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<地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組みの充実と
各層の仕組みの連動により地域ニーズを捉えた新たな取組が創出しやすい環境整備>

個別支援のためのネットワークで見出した共通する個別課題を、地域課題と捉えて支援策を検討しつつ、

区における「地域の基盤づくり」や「区の施策検討jにもつなげる。

その結果、より質の高い個別支援ができるようになることを目指す。

地域ケアプラサ.が中心となり、個別支援に関わる人々をつなぎ、共に支援策を検討する
(区役所専門職、専門機関職員(区社協あんしんセンター含む)、民生委員・児童委員、近隣の支援者・関係者、ボランティア等)

情相其有

個
別
支
援
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

映・個別支援から把握した地域課題を区
内の地域ケアプラザや他機関・団体等

とで共有し、区の課題と捉え支援策を

話し合う。

-分野を越えた横断的な課題をテーマ

とする複数のネットワークをつなげ、課
題を検討するための場

(例)

地域ケアシステム推進のための連絡会

医療機関との体制づくり、連携促進

を目的とした連絡会

若年性認知症の支援の連絡会
権利擁護の専門機関の連携会議

障害児の余暇活動支援の連絡会

子育て支援を推進するための連絡会

等

個別支援上

共通する課題への
支援策を話し合う場

地
域
単
位
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

区

域
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直馳コ 高齢者支援分野における「地域ケア会議」について

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年ヘ向けて、高齢者が尊厳を保ちながら、重度な要介護者と:
なってち、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、厚生方(動 l

省では、住まい、医療、介護、予防、生活支援が、日常生活の揚で一体的に提供できる地域での体制 l
(地域包括ケアシステム)づくりを推進レています。

地域包括ケ7フシステムを構築するためには、高齢者個人に苅する支援の充実と、それを支える社会 l
基盤の整備とを同時に進める必要があります。これを実現するための有到な手段として「地域ケア会
議」を促進していくことが求められています。

生 活 支 箆 医療

i【 地 域 包 括 ケ ア の 5つの視点による取組み】

:地 域 包 括ケアを実現するためには、次の 5つの視点での取組みが包括的(利用者 の

j二一 ズに 応じ た① ~⑤ の適 切な 組み 合わ せに よる サー ビス 提供 )、 盤虫 色1 !L <入 院、

; 退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供) に行わ れ るこ左 が 必須内 ! I 

j①医療との連携強化

;② 介 護 サ ー ビ ス の 充 実 強 化

:③ 予 防 の 推 進

④ 開 守 り _fte金、買い物など、多様な生活支援サービ スの確保 や権利権 謹など
i⑤ 高 齢 期 に な っ て も 住 み 続 け る こ と の で き る 高 齢 者件 まいの瞥 備(園芸E省と連携)

~地域ケア会議の具体的な機能~

、

①個別課題解決機能、 ②ネットワーク構築機能、③地域課題発見機能、

④地域づくり・資源開発機能、⑤政策形成機能(平成 25年3月厚生場働省老健局作成資料より引用)

~_.- / 

(個別事例 の謀題解訣を
蓄 積 することに より、
地 域 程 題 が明 らかになり、
昔 量 化に役 立つ

48 

、 ー ー ーー-- - - ー ー ーーーー ーーーーー ・・ーーー・ーーー ーーーーーーーーーーー ーーーー・ーーーーーーーーー ーーー ー ーーー ーーーーーーーーーーー ・・ーー目-司ーーーーーーー ーーーー '
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IS勘 )社会福祉協議会が取り組む「身近な地域でのつながり・支えあい活動の推進」

「皇近な地域でのつながり・支えあい活動の推進」は、市・区社協が市・区役所との連携のもとで、

:社協が持つ地域組織化や当事者支援などの地域支援の専門性を生かレながら地域ケアプラザと協働レ、

)住民ととちに地域課題の把握から解決までの取組を進めていくものです。本計画の中で掲げられてい

)る地域の基盤づくりや様々な交流、見守り・肪け合い活動、担い手の一層の拡大などの多くの具体的

t な取組が、住民の主体的な活動により発展するよう地域支援を進めます。

{活動推進のイメージ図}

課
題

の
抱

握

・
解

決

に

向

け

た

連

携

・
支

援

1-3層.近隣・単位町内会・連合自治会・地区社協

-見守りや早期発見・予防の活動

・つながりや支えあいの活動

生活課題(ニーズ)
〔身近な地域でのつながり・支えあい活動の大切さ】

O地域福祉(私たちのしあわせ〉には、

住民にレかできないことがあります。

孤立や権利1墨書をはじめとする生活課題は既に深刻

化しつつあります。各種課題に対し、僚/マな制度・施

策がありますが、それだけで全ての課題を解決できる

ものではありません。制度の狭間や個々の抱える悩み

が大きな課題となる前に、住民の思いや力をあわせて

取り組むべきことがあります。
4層.日常生活圏域〔地域ケアプラザ〕

仙

唱

情

哨

作
J
7
J
4
E
珪
唱回

世
守

E
C
渚
足
掛
制

5層・区域〔区役所・区社協]

-地域ケア会議(個別カンファレンス)等
・1-3層の活動支援

'1-4層の活動支援

・区域での検討の場(共有・調整)

・市域への提案

0住民主体の共闘の層を厚くする

日常のつながりから緊急時の支えあいまで、共闘の

関係をつくるのは、普段の生活の中での「見守り・気

位き く早期発見〉・予防」の活動です。そのためには

近隣で聞け合う関係づくりが大切です。

【取組の3つの視点〕

0個別の生活課題を地域の課題として捉え、地域とと

もに課題解決に取り組む

0地域福祉を最前線で推進する地域ケアプラザを支援

し、協働により地域支援を進める

0地域の課題をさらに区域・市域の課題とレて捉え、

取組を広げる

6層.市域〔市役所・市社協〕

'4-5層の活動支援

-市域での検討の場(共有・調整)
・政策への提言
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( く 倒 IJの 生 活 匂 へ の 対 応 〉 ヘ
く 地I誌で取り組もt果題への対応 〉

;、 河 く 区ん の対応 〉
、 J

鮒1撞 ""酷 の 権準 .

rtぃ掬直下の短波

地I量だけでは解決できないも
の、広い視点(区111・市111)や
専門的な解決が温まレい課題に
対する取組の検討

区単ょ亘温玄立主
i胃IMI!晋怒{膏の障問

情綴
.;苫劃財源
目活所
目雷発活動
.担い手育成

1由111の掻珂なネットワークを笠
かレた活動が継続菅る仕組みづ
くり

0早めに困りごとに気づけたら
=今課題に気づける住民をt置やす

Of."化の発見、災芭時への備え
司I由I冨での貝守りの仕組づくり

国りごとの相級相手

盤量企銀盤也
事宰暑・ 士埠づ ( '1 

A戸ん以俳の人仁有

特 1用可る程拘への封筒

0外出の機会が滅り引きこも
りがち、話レ相手がいない
司会食会サロンへのお縫い

01llの手入が出来す雑草だらけ、
!3.震の交I量が出来ない
司特捜を，舌かレた小修繕
ボランティアi古郵

【事例】一人暮らレのAさん (88.)
軍近、足塵の鏑み仁加え、物忘れが多く

なっ左様子.
外出は、時折り買い物に出かける程度に

なってきました.

A声;'，tJl画面じている閑り ごとへ白百回

0一人での金銭管理が不安
司あんレんセンターを利用レた金銭

出納

O毎日の雨戸E凋閉が出来ない
司近所に住iU住民が支復する
=今日常的な寛守りlこちつながる



「 宮路]障害者支援分野における「地域自立支援協議会」について
e 一一一一←ー一一←一一一→ーーーーーーーーーー-ーーーーーーーーーーー・ーーー-ーーー-.・ー島ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--ーーーーーーーーー一、， 、， 

‘ a ・ ......._...........~ι」 目 ，- - . 目 ，_. -_.ー」・~ 且 ーーー一."_，_ I 

0 障害者総合支援法第 89条の3の規定に基コさ、陣吉音寺への支援の俸制の笠備を凶6疋
め、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族盟びに福祉、医療、教育又は麗用に関
連する職務に従事する者その他の関係者が幅広く参加し、定期的な協議を行い、相互の連絡
を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、
連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うことを目
的としています。

0 横浜市では、平成 18年に横浜市障害者自立支援協議会を、各区に区域自立支援協議会を順
次設置することとし、平成 23年に全区で区域自立支援協議会が開催されるようになりまレ
た。

0 区協議会では、連携体制を確立するとともに課題を解決するため、ライフステージごとに
生じる課題やその時々のテーマを取り上げて部会やワーキングを設置し、情報交換や協議を
行っています。また、市協議会では、各区で協議された内容を市全域で共有し疋り、市全域
で共通する課題を検討しています。

a 全体会議

岬幽圃a曲咽園、

:課題協俊討部会 i
!揖25年度開催予定 i

、田四四四四 J

'各区の自立去援協議会・

代表者会議

各区の実情に応じて必要な分科会を設置。
分科会!立、担当者会議1構成員を基本として組織する。

， 、
ーーーーー-ーーー司 ---ー'ーーー・ーーーーーーーーーーーーーーー-ー“ーーー---ーー ーーーーーーーーーー骨ーーーーー動ーーー"ーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'
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@霊点取組<詮2-2>
安1臥して健やかに主要らし続けられる地域づくり

。

<柱 2-2-3>
健康零命の延伸の視点を取り入れた健康づくり・保健活動の

取組充実

0 安心して健やかに暮らし続けるために、寿命を延ばすことだけではなく、その内の健康な
期間を延ばす(健康寿命の延伸)という考え方が重視されるようになっています。乳幼児か
ら高齢期までの各ライフステージ(人生の節目、段階)に合わせ生活習慣を改善することが
有効であると考えられています。

0 不眠や食欲不振など、こころの健康問題が身体の健康問題として表れることも多くありま
す。こころと身体は一体であることを理解し、こころが疲れていることに早く気づき、早め
に対処することが大切です。

0 地域においては、保健活動推進員、民生委員 .・児童委員、食生活等改善推進員、認知症サ
ボータ一等の地域人材によって、誰もが関心があり、楽しんで参加できる健康づくりをテ)
マとした取組が実施されています。

0 これらの活動者の主体的な取組を一層進めることで、活力ある地域づくりや住民相互のつ
ながりをさらに深め、身体とこころの健康の維持・増進につなげ、効果を上げている地域が
あります。

0 また、多くの地域で、地域主体の見守り活動が盛んに行われていますが、こういった活動
にも、体調の維持・管理、感染症予防、身体とところの健康づくり等の要素を取り入れてい
くことで、見守りを必要とする方々のみではな く、見守る側の人々も安心して活動に取り組
めるなど、必要性が理解されてきました。

0 健康は個人の問題ととらえられがちですが、地域の健康づくり活動を進め、健康寿命を延
ばしていくには、仲間づくりや活動の場づくりなどの環境整備も進めることが求められてい
ます。

地域における健康寿命の延伸の視点を取り入れた健康づくり・保健活動の充実を支援します。

市 いト '1! :~:~~1 l:;?，f~ ト行社協 日.

-苛 !，，1 
語舎 一、 ー

健康づくりの意識、知識を高め、つイフスァ 。老人クフブとの連携推進や、老人福祉センタ
ージに合わせた健康づくりに取り組む市民を増 ーなどによる元気な高齢者の健康づくり等の取
やす 組の検討・支援・広報

0 地域主体の活動が継続しやすい環境を整える。地域の生活課題を把握・調整・解決する仕組
みを充実させ、新たな取組を創出するなかに、
健康づくりや健康維持、健康春命の延伸といっ
た保健の視点を盛り込み、福祉保健の一体的・
刻果的・刻率的な活動を推進

区域(区・区社協・地域ケアプラザ〉

0 親子の父流サロンのよつな、地域cおける既容の取組1:却して、健康づくりや健康奉命の延伸の視点を加える
ことにより、その取組の苅果がさらに高まるような工夫を提案

0 保健活動推進員や食生活等改善推進員など健康づくりの核となる人材が、自治会町内会や老人クラブなどの
様/マな活動や、地域を会場とした継続的な健康づくり活動で、地域の健康づくりリーダーとして役割を発鐸でき
るよう支援

0 地域住民や当事者の健康課題1こついて考える揚を継続実施し、予防策や対応策に地域が協力して取り組めるよ
う、公的機関の専門職が支援

0 認知症サポーター(キャラパンメイト〉など、保健や予防・健康について学習する人材の育成
0 様々な活動を活用レた健康に関する情報提供の充実
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く 「一人ひとりの健康づくり」のための自問・共闘・公悶〈例)> 

自邸
く自分に馴染むちのから取り入れられるようにす
るための倒>

-ともに健康づくりに励む仲間をちつ。

-ライフスタイルに応じて無理なく継続できる健
康づくりの習慣をちつ。

-睡眠や休養をとるなどレて、
持する習慣をちつ。

こころの健康を維

提動
く地域の力でできることに取り組めるように
するための倒>

-区や関係機関との協働で、地域主体の健康づ
くり活動に取り組む。

-保健活動推進員、食生活等改善推進員、認知
症サポータ一等の取組に地域ぐるみで協力す
る。

-学校ぐるみや職場ぐるみの健康づくりの知識
の普及や実践に努める。

県朗1を権進顎さら買脇目;

-地域の健康づくりグループの活動支援
.事業所など職域での取組の強化
-地域住民が主体となった取組への支援

-民間企業を含めだ様々な関係機関・団体と連携した、波及効果の高い普及芭発の実施
.畠近なt号所での専門的な相談が受けられる体制づくり
-健康づくりに関 I~\が怪く、時間的ゆとりのない層への働きかけのための社会環境の整備
.健康によい行動の成果が見えるしかけづくり
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@重点取組<柱2-2>

安/tJlして健やかに暮らし続けられるJt!Ji1或づくり

<柱 2-2-4> 保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携による支援の充実

0 専門的な相談機関は、地域の活動者に対して、日常の見守り活動の様子を知らせてほしい

と依頼をすることがあります。地域の活動者は様々な工夫をして情報を集めて伝えますが、

相談機関が召集するカンファレンス(支援方針等の検討会議)には地域の活動者を交えにく

く、そこで決定された役割 cr地域で見守ってくださしリなど)だけが別途伝達されることが

見受けられます。

0 相談機関側の守秘義務により、情報共有できる範囲に限りがある場合でも、地域の活動者

に役割を求める際に、適切でタイムリーな情報提供が行われることは支援の質を高めるうえ

で大切なことです。相談機関側からの情報提供が乏しいことにより、地域の活動者による支

援の困難さやモチベーション(動機付け、やる-気)の低下につながっている場合もあります。

O お互いの活動を支え合えるように、特に相談機関側は地域の活動者の役割や機能を認識す

ることが必要です。

保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携による支援の充実に向けて、相談機関に対す

る啓発に取り組みます。

品
量.

" 
守 固 固 下手需品J;-H 協 通 ~~~;~~t;\ :， _ 固 市p 開 固 -唱 え市社固

0 地域の活動者の強みと相談機関の強みを明確 0 地区社協等の地域福祉保健活動団体との連携
に認識できるよう、相談機関側に地域との連携 を深めるための取組を推進
に関する啓発を行うことにより、地域主体の取
組がより生きる環境整備を推進

区域〈区・区社協・地域ケアブヲザ〉

0 相談機関に向けた、地域活動者との連携のあり方やEいの役割を理解する研修・啓発等の実施

支援が

必要な人

② 

く保健・医療・福祉の専門職と地域活動者の連携イメージ>

情報

-日常的な

見守り活動
.地域に

根ざした支援

情報

-公的制度に
よる専門的

支援

情報共有、連携の充実

-地域子育て支媛拠点

-障害者地域活動ホーム

・精神障害者生活支媛センター

.居宅介護支嬢事業所

(ケアマネジャー)

・医療機関

・サービス事業者、福祉施設等

-地域ケアプラザ

(地域包括支援センター)

.区社協

・区役所

保健・医療・福祉の専門職がいる専門機関・公的機関
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-重点取組〈柱2-2>
安I/JIして健やかに暮らし続けられる地域づくり

- -

<柱 2-2-5> 地域ケアプラザがその機能と人材を生かす疋めの環境づくり

0 地域ケアプラザは、日常生活圏域に設置されている唯一の公的機関(平成 25年 4月現在、

130か所整備)であり、身近な相談窓口かっ地域支援の最前線として多くの市民から期待さ

れ、その役割はますます重要になっています。

0 地域ケアプラザは、地区別計画の推進をより一層推進する役割を果たしながら、把握した

地域の課題を区域・市域に情報提供していくことも期待されています。

0 地域活動・交流部門のコーディネーターは、地域ケアプラザ内で O]Tを行える環境が少な

いため、経験の浅い者は疑問や課題を慢性的に解決できない状況を招きやすく、ベテラン層

は切薩琢磨する同僚がいないことが課題となっています。地域支援の質をさらに高めていく

ためにも、ベテラン層のこれまでの実践が、地域ケアプラザ全体の質の向上に結びつく環境

づくりが必要になっています。

地域ケアプラザに地域活動・交流部門と地域包括支援センターが置かれていることを最大限

に生かせる環境をっくります。

2 市
O 様々な情報が集まり、あらゆる人の相談を受

けi土められる皐近な公的機関として、地域ケア
プラザが充実していくための事業の実施

0 地域ケアプラザによる具体的支援が困難な揚
合に、他の的確な機関がそれを受け止め、引き
継ぎ対応する体制の充実

0 地区別計画に位置づけられた地域福祉保健活
動への支援に地域ケ7フプラザが取り組みやすい
体制づくり

0 地域ケアプラザを支援する区及び区社協の役
割のあり方の指針づくり

0 市社協との協働による、所長に対する地域マ
ネジメントに関する研修や、ベテラン層向けも
含めた地域活動・交流コーディネーターに対す
る研修の充実

0 地域包括支援センター職員同け研修の充実

tz:ι 市社協ー .:..;川匂

O 地域ケ?プラザ(地域包括支援センターをき
む〉と区社協の協働の円滑化を図る

0 地域ケアプラザ分科会の運営

0 地域支援を行う人材への支援の一環とレて、
区社協が地域ケアプラザの地域活動・交流コーデ
ィネーターへの支援に力を発揮できるような、情
報提供や技法の習得等の支援

0 市との協働による、所長に対する地域マネジ
メントに関する研修や、ベテラン層向けもさめた
地域活動・交流コーディネーターに苅する研修の
充実

区場(区・区社鴎・地域ケアプラザ〉

0 地域ケアプラザに、地域活動・交流部門と地域包括支援センターが置かれている強みをより生かせるようにす
るための支援の充実(区・区社協〉

0 区地域ケ7フプラザ所長会、各種専門職連絡会(包括センター区連絡会、区コーディネータ一連絡会等〉の充実
O 地域ケアプラザ同士の交流を遇した実践的な研修の実施
0 区社協が機能として持っている部会・分科会・連絡会等のネットワークを地域ケ7フプラザとつなげることによ

る支援
O 地域ケアプラザ工リ?を越えた￥地域支援の調整
0 指定管理者制度導入施設における協定書等に基づく適切な管理運宮指導や、事業実績評価をツールとした、指
定管理者の主体的な取組及び区との協働による取組の促進〈区)
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@重点取量'fj<柱 2-2:>

安I白して健やかに暮らし続けられる地滋づくり

l<… 〉 地域一人一 ] 

0 市民のコーディネー ト機能と公的機関職員(区、区社協、地域ケアプラザなど)に求めら

れる コーディネー ト機能を次の ように整理し、人材育成に生かしてきました。

o 2025年に向け、今後ますます地域の生活課題が複雑・多様化するなかでは、 コーディネー

ト機能をより高め、地域支援を推進 してい く人材の育成が さらに求められています。

く地域福祉コーディネータ一分科会報告書 (19年 3月〉阪粋〉

3 市民のコーディネート機能

(2)地域福祉コーディネート機能

コーディネート機能の一般的内容は次のとおりです。

(ア)当事者の立揚に立ち、寄り添い、支える。

(イ)支援が必要な人を支援につなげる。

(ウ)地域福祉の担い手を育てる。

(工)地域の課題を発掘し、活動をつくる。

4 公的機関のコーディネー卜機能との有機的連携

(1 )市民と公的機関のコーディネート機能の有機的連携

市民がコーディネート力を伺け、その力を発揮するにあたって、公的機関の職員としてコー

ディネート機能を果たすコーディネーターが「つながり」を理解し、それを実践していくこと

が、大きな力となります。公的機関において職責としてコーディネート機能を実践する職員は、

地域社会というものの一般的な成り立ちゃ仕組みを理解するとともに、さらに働き掛けようと

レている地域の固有の特融や仕組み、キーパーソン (特に市民の側でコーディネート機能を果

たしている人たち〉などをよくつかみ、ス心ーズに地域に入っていくことが求められます。

(2)公的機関のコーディネート機能への期待

市民側からみて、公的機関のコーディネート機能に期待するちの

1 ニーズを受けとめる機能

2 地域活動を側面的に支援する機能

3 地域活動を継続的に支える機能

0 また、 2025年には要介護者が現状の 1.8倍に増える こと から、現行の保健 ・医療 ・福祉サ

ービスの水準を維持しようとすれば、1.8倍の保健 ・医療 ・福祉のマンパワーを確保 しなけ

ればならないことになります。

0 保健 ・医療 ・福祉の養成機関に働きかけ、将来の人材を確保するとともに、資格を持ちな

がら働いていない人が活躍する場を提供できるような仕組みが求められています。
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区、区社協、地域ケアプラザなどの公的機関職員や市民を対象として、コーディネート機能

を高めるための研修や講座等を実施します。

また、保健・医療 ・福祉人材の養成を推進します。

市1 4t:ZTaE15Fアポ社 主 ~:~i\!~三ヰγ-協 '.
~~f*: -_~'::' -.1-， _-_---- 令司 ，..， ，，--t:II T_ ，""， ・，，-

0 公的機関職員を対象とした地域福祉コーディ 0 福祉保健活動従事者の人材不足に優先的に対
ネーター養成研修の充実 応するべく研修等人材開発の取組を充実させる。区域における公的機関職員向け講座を企画す ほか、区社協や福祉保健力レッジ参加機関との

る者向けの研修の実施 連携により区域への出張型研修の実施について

0 福祉保健力レッジの拡充
検討

0 保健・医療・福祉人材の養成と確保策の検討、
0 専門職の賛成プログラムに、地域福祉保健活

実施
動者との連携・協力の重要性を織り込む

0 市域の課題に対応する地域福祉保健活動の担
い手育成については、市とともに対応の検討を行
い、育成の取組を担う

0 市と協働し地域福祉コーディネーター養成研
修を企画実施する

区域〈区・区社協・ 1也I或ケアブフザ〉

0 区ボランティアセンターや地域ケアプラザ等、地域関係機関との連携による、地域人材の発掘、育成
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-重点取組<往2-2>
安I~J して健やかに暮らし続けられる地鼠づくり

- -

<柱 2-2-7> 民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

。
。
。
。
。

0 民生委員・児童委員は、高齢者から子どもまでを対象に、地域のよき相談役として様々な

活動を行っています。民生委員・児童委員は、福祉のサービスを利用しやすいよう側面から

支援し、相談機関などへの橋渡しをすることがあります。また、利用者がサービスを利用す

る過程を「見守るJ役割を担うこともあります。

0 民生委員制度創設 90周年記念事業として、「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さ

ない運動Jが呼びかけられたことを契機に、日常の見守り活動などを通して、支援が必要な

人の把握や災害発生時の緊急連絡体制の整備などを行っています。このような取組を各地域

でさらに推進するためには、自治会町内会等との連携が不可欠です。

0 一人暮らし高齢者などの増加だけではなく、児童虐待、 D V (ドメスティックバイオレン

ス)被害者、ホームレス、引きこもり、ひとり親世帯などL難しい支援を要する人が増加し、

活動に対する不安の声も出ています。実際に、民生委員・児童委員だけでは対応が困難な場

合もあります。

0 このような状況を踏まえ、行政など公的機関との連携体制をより強めるとともに、近隣住

民と協力した支援の仕組みづくりを行っていくととが求められています。

民生委員・児童委員が安心して活動できる環境づくりと、公的機関等との連携強化を推進し

ます。
iit 

市 あ，北山
活動の参者となる手引きの発行と体系的な研 0 地域課題の把握・横討・解決のための仕組み

修の充実 づくりや、地域福祉保健活動人材発掘・育成、個

公的機関との情報の共有化や連携の強化を図 人情報の活用の理解の普及などを進め、民生委

るネットワークづくりの推進 員・児童委員の活動がしやすい環境づくりを推進

民生委員・児童委員の活動を知ってもらう広 0 横浜市民生委員児童委員協議会や市社協民生

報の推進 委員児童委員部会での情報共有課題検討など、民

民生委員・児童委員の活動を地域全体で緩や
生委員・児童委員が活動しやすい環境づくりに取

かに支援することにつながるような、地域に対
り組む

する働きかけ

民生委員・児童委員の活動に協力する住民を
増やすことによる地域全体で支援が必要な人を
支える仕組みづくりの推進

区域〈区・区社協・地域ケアフフザ〉

0 区民児協の事務局(区)

0 民生委員・児童委員の役割に関する研修等の実施

0 身近な支援機関として、地区民児協の活動を継続的に支援

0 民生委員・児童委員の活動を知ってもらう広報の推進
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-重点取総〈往2-2>

安/L!，Jして健やかに暮らし続けられる地滋づくり

- -

トー2-8> ーの質問一問 ) 

。

0 福祉保健サービスの苦情処理相談体制として、福祉調整委員会、第三者委員を設置しまし

た。また、 福祉サービスの第三者評価事業や指定管理者第三者評価の実施により、施設の質

の向上や適切な運営を図り、サービスの質を向上させることが求められています。

地域における福祉サービスの適切な利用のために、サービスの質の向上につながる仕組みづ

くりに取り組みます。
ー.._.ー目唱..

-・.，司Z正予¥{X必et!a号F制AJJi'M下~;~雫、:語わ、 ~: ~_. ~1~~~、ー-ぷ..τtah :i伺A 
市 市社協

.，ぃ，
芳子 1 ・L

開 ‘ Eヨ司書 』
円

評価機関への支援や地域ケアプフザ等福祉施 0 社会福祉施設等の部会組織を通じた研修等の

設等の受審の促進 取組の推進(施設職員の知識・妓術等を始めとす

0 評価調査員の研修実施による評価の質向上 るサービスの質の向上のための研修、サービスの

評価の観点につながる課題に対応する研修等)

区域〈医・区社協・地域ケアブフザ〉
固

0 グループホーム等の事業所や社会福祉施設等への実施指導〈区)
0 日常業務で把握する当事者や市民の声の情報化
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-重点取組<柱 2-3>

地域での自立した生活の支援(権利擁護の推進〉

0 少子高齢化・世帯の小規模化が進行し、地

域で暮らす高齢者・障害者への権利擁護のニ

ーズが増大レている。身近で頻度の高い支援

が喫緊の課題になっている。

. 
計額期間《平成26"'30年度〉

重点取組 " 

で目指す姿

く柱 2-3> 0 多様な権利擁護・成年後見

地域での自立した生活の 等の仕組みづくりが推進さ

支援 (権利擁護の推進〉 れ、高齢者や障害者が自分の

力を生かしながら地域で安

i白した生活を送ることの大

切さについての理解が広ま

っている。

84 

0 権利擁護事業や成年後見制度の認知

や理解が進み、利用が促進されること

で、高齢者や障害者が自分の力を生かレ

ながら地域で安I~\ したその人らレい生

活を送ることができている。

0 市民後見人による地域での活動など

市民相Eで支えあう取組や仕組みを通

じて、認知症や障害があっても、地域で

安 I~\ して生活し続けることができてい

る。

.' 

" 具体的な取組名
I. 

く柱 2-3-1> 

身近な地域における権利擁護の推進

く往 2-3-2>

市民後見人の養成と活動支援



-重点取組<柱2-3>

地域での自立し芝生活の支援(権利擁護の推進〉

ドー3-1> 喜志向域における権利擁護の推進

0 少子高齢化・世帯の小規模化の進行等により、高齢者・障害者を地域で支える権利擁護の

ニーズが増大しています。特に、高齢者・障害者を狙った悪質商法や振り込め詐欺などの財

産搾取、親族等による深刻な虐待など、重大な権利侵害事例が多発しています。

0 成年後見制度のセミナー開催が増え市民への周知が徐々に進んできましたが、まだ充分で

はなく引き続き取り組む必要があります。

0 地域の方々に認知症高齢者や様々な障害の理解を促し、見守りのネットワークをつくる中

で、権利擁護の必要性のある方を早期に相談機関につなげていく仕組みを構築する必要があ

ります。

0 高齢者・障害者の権利を擁護し、その生活を支えていくために、福祉偽保健 ・医療等の専 -

問機関や地域が密接に連携し、きめ細やかな支援を行える仕組みづ くりが喫緊の課題となっ

ています。

高齢者や障害者が地域で安心したその人らしい生活を送ることができるよう、身近な地域に

おける権利擁護を推進します。

市1

0 成年後見制度をはじめ権利擁護に関して、

専門職団体と地域包括支援センタ一等専門機

関との事例検討や情報交換の実施による適切

な制度活用と連携促進

0 権利擁護事業・成年後見制度の利用促進のた

めの広報啓発

O 横浜市障害者後見的支援制度の推進による

地域での見守り体制の構築

0 高齢者・障害者が地域で安l白レて暮らせるよう、

地域福祉・保健・更生保護.NPO等の関係者のネ

ットワーク構築を推進

0 区社協法人後見の実施に向けた体制整備等の様

5す

0 市域における権利擁護の中山機関としての相談

支援機能の充実

O 法人後見の受任促進

0 横浜市障害者後見的支援制度の取組を拡充し、

地域で福祉保健活動を行っている住民との連携に

よる見守りネットワークの構築を推進

区域(包.1&社協・地域ケアフラザ〉 鳴

0 成年後見サポートネット等を通じだ関係機関・専門職団体との連携強化
0 区社協による法人後見の実施に向けた体制整備等の検討
0 権利擁護事業の実施や成年後男制度の地域への普及啓発
O 当事者、家族、関係者への情報提供の充実
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@重点1IY!.oく柱2-3>
地域での自立しだ生活の支媛(権利擁護の推進)

- -

|<…〉市民後一一支援 1 
0 認知症や一人暮らし高齢者及び障害者の増加により、これらの人々が住みなれた地域で自

立した生活を送り続けることを支援するため、市民後見人の養成と活動支援について検討を

行いました。平成 24年度から、横浜生活あんしんセンターにおいて市民後見人養成研修を実

施しています。

0 本市では、平成 18年度から全区で法律、福祉の専門職や専門機関による「成年後見サボー

トネットJを設置し、権利擁護ネットワークの構築を推進してきました。この取組を、身近

な地域における市民後見人の活動支援に生かし、地域での自立した生活を支える仕組みを充

実させる必要があります。

地域における権利擁護を市民参画で進めるため、市民後見人の養成と活動支援の体制を構築

します。

市

O 区域での市民後見人の養成と活動支援を展 10 区社協と連携した市民後見人への悶言・活動支
開 |援

O 関係機関等とのネットワークを強化し、権利 10 市民後見担当職員の人材育成

擁護の相談体制を構築 10 市民後見人の組織他の推進

区域(区・区社協・地域ケアプラザ〉

O 区社協と連携した区長申立てにおける市民後見人候補者の倹討
0 区・区社協 ・地域ケアプラザで連携し市民後見人を支援
0 地域住民への普及啓発、情報提供、申立て支援
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2025年〈翠成 3ア年〉に想定される
課題や既に表面化している課題

-重点取組<柱 3-1> 
次世代(子どち青少年〉やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進
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0 地域のつながりの希薄化が進んでいるた

め、幅広い市民参加によるつながりづくりに、

阪本的かつ長期的に取り組むことが必要にな

っている。

0 生活課題を抱える若年世代に対レ、経済政

策や雇用対策以外にも社会的孤立からの脱却

に向けた地域でのつながりが必要になってい

る。

0 次世代を対象としたつながりづくり・

地域理解の重要性の啓発が、地域と学校

との連携により充実した内容で取り組ま

れ、地域への愛着をもっ子どもが増えて

いる。

0 次世代育成を切り口にした親同士のつ

ながりや、地縁だけではない趣味の活動

などの興味やテーマによるつながりも広

がっている。

0 各世代が抱える課題に対して当事者で

ある世代白昼が解決に取り組む風土が生

まれている。

重点取。組
計画期間く平成261'130年度〉

具体的な取組名
で巴指す姿

く柱 3-1> 0 あらゆる世代・あらゆる市 く柱 3-1-1> 

次世代〈子ども青少年〉 民がつながりを意識し、地域 幅広い市民に向けた地域福祉保健計画の

やあらゆる市民に向けた 福祉保健に関山をもつこと PR 

つながりづくりの推進 ができる取組が増えている。 く柱 3-1-2>

地域全体で地域の一員として子育て世帯を

見守り・支える風土をつくる

く柱 3-1-3>

文化・スポーツ・健康づくり等をきっかけ

としたつながりづくり

く柱 3-1-4>

次世代(小・中学生〉を対象としたつなが

りづくり・地域理解の重要性の芭発と地域

への愛着の醸成

く柱 3-1-5>

子どもと地域のつながりを深めるための学

校・子育て支援関係機関との連携

く柱 3-1-6>

各世代が抱える課題に当事者である世代自

身が関l[j¥を高めていく
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@重点取組<柱3-1>

次t竺代〈子ども青少年〉やあらゆる市渓に向けたつながりづくりの推進

。
。

<柱 3-1-1> 幅広し1市民に向けた地域福祉保健計画の PR

0 地域福祉保健計画について、概要版 ・リーフレットを発行し、広く市民に PRするととも

に、区計画についても様々な方法で取組を周知していますが、まだ十分に周知されていると

はいえず、今後、様々な機会を捉えて多くの市民に地域福祉保健の取組を周知する必要があ

ります。

0 様々な人たちが地域福祉保健に関心をもつことができるようにするためには、幅広く一律

に周知するだけではなく、様々な世代 ・対象層を意識して様々な題材により働きかけをして

いく必要があります。特に、子育て世代と高齢者世代の谷間である 40"-'50代は、地域福祉保

健活動に比較的関わりが薄い世代であるため、働きかけの方法に工夫が必要です。

0 地域福祉保健計画は、住民 ・事業者 ・行政が協働で策定・ 推進する計画で、第 l期 ・2期

では住民との協働に重点的に取り組んできましたが、事業者等との協働については、まだ十

分に取組ができておらず、事業者の理解促進のための PRがこれからの課題となっています。

市民の認知度を高めるため、幅広い市民に向けた PR方法を検討し、実施します。

開

a 市 協 .'hL.:ぬb明夫日よ却明-tn;~，し言F越WP弓S主路主持~_;込書者Jや7持J尚;南J E4iy計・4 町 JFm日-pMBちI52J41て2伝314L壬"吋~"" :': i ア9

広報よこはま市版でのPR、市域イベントで 。市域イベント、広報紙、インターネット上の

の周知など 動画や DVDなど視聴覚媒体等を活用

誰ちが必ず聞く機会を得るような啓発の仕組 。計画推進の過程において取組事例等を収集、

みをつくるため、 PRする対象層を想定した、 紹介、広報

対象層別の啓発 ・PR方法の横討・実施 。PRする対象層を想定レた、対象層別の啓

発 .PR方法の検討・実施

区域〈区，，'区社協 ・地域ケアブコザ〉

0 シンポジウム、 講演会等で幅広い区民c向けたPRの機会をつくる
0 地区別計画について、 地域と行政の協働による地域主体の計画であるという趣旨を広めるため、周知 ・理解を

推進する

88 



@重点叡紹く柱3-1>

次世代〈子どち青少年〉やあらゆる市民に向けたつながりづくりの潅進

<柱 3-1-2>
地域全体で地域の一員として子育て世帯を見守り・支える

風土をつくる

0 核家族化や地域のつながりの希薄化に伴い、親族や近隣の人からの支えが少なくなるなど、

子育てにおける保護者の負担が大きくなっています。特に横浜市は転出入が多く、子育てを

支えてくれる人が身近にいないため、困ったときに周囲に協力を求めづらい状況があります。

O プライパシーや個人情報保護を重視する時代となり、隣近所の住民が、子育て世帯に声を

かけづらい状況があります。

0 地域の全ての住民が、上記のような子育ての現状や子育て支援の必要性を理解できるよう

働きかけ、地域全体で子育て世帯の存在を意識し、関心を持つ雰囲気を作る必要があります。

また、地域で子育て世帯を支え、見守るための交流の機会・場を作る取組を推進する必要が

あります。

0 子育て中に地域から支えられた経験や、地域の子育てサロンでの住民との交流、親子の居

場所での活動をきっかけに、子育て世帯が地域活動へ参画し、新たな地域の担い手となる例

も見られています。地域活動の次の担い手として、子育て世帯が期待されています。

子育ての現状を全ての市民が理解し、将来の横浜を支える次世代を温かく見守るための施策

を検討し、推進します。

市

0 子育て世帯と地域がつながるよう、自治会町

内会や子育て支援に関わる人・関係機関等への

働きかけに関する取組の推進

0 地域の中で子どちを預け預かる仕組み「横浜子

育てサポートシステム」の機能強化の推進

0 区社協や地域ケアプラザ等を通じて把握され

る子育てに関連する地域課題について集約し、市

域における対応を検討

0 子育て支援活動等についての情報の収集・提供

O 子育て支援に関わる人材の発掘・育成の支援

区域(区・区社協・地蹴ケアグラザ〉

O 子育て世帯と地域のつながりづくりを意図した事業・取組の実施
0 地域子育て支援拠点を中山としだ区子育て支援ネットワークにより、身近な地域での子育て支援を活性化し、

担い手を支える仕組みづくり
0 子育て支援者の相談会場や子育てサロンの開催
0 子育てサークルなど市民活動をしている子育て世帯と地域をつなぐ取組の検討
O 子育て支援に関わる人材の発掘・育成
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@重点取総<柱3-1'>

ー

次世代〈子ども青少年)やあらゆる市民仁向けたつながりづくりの盤進

文化・スポーツ・健康づくり等をきっかけとした
<柱 3-1-3 > -= ~ _._" 

つながりづくり

0 隣近所の人と「困った時に相談 したり、助け合ったりするJ市民の割合は減少し、「顔もよ

く知らなしリという市民が増加するなど、地域の人間関係に変化が生じ、地域のつながりの

希薄化が進んでいます。

0 一方で、東日本大震災後、地域におけるつ‘ながりの大切さを感じる人も多くなっています。

O 文化・スポーツ・健康づくりなど、趣味やテーマでの活動をきっかけとして、仲間づくりか

ら地域社会へ参加することにつながっています。まずは「自分のためJから地域活動へ参加

することも大切です。

「趣味やテーマをきっかけとしたつながりづ くり」の大切さについて関係機関 ・庁内関係部

署に普及啓発を進め、連携して取り組む土台づくりを進めます。

市
、 -2k同_"".，.._...，怖

0 区域の地域施設(地区センタ一、コミユ二テ

ィハウス、老人福祉センタ一、区版市民活動支

援センター、福祉保健活動拠点、地域ケアプラ

ザ等〉へ周知を進めるだめ、庁内関係部署との

調整を図る

0 区域内の施設と連携し、各施設の自主事業企

画時に趣味や福祉以外の分野の活動を地域福祉

保健活動に意識的に結びつけて取り組んでいく

ことの周知を市とともに進め、区社協等を通じて

推進

0 庁内関係部署ヘ「自然環境、芸術、音楽など

を入口に地域に関 I~\をもっ市民を増やす」とい

う考え方の周知を進める

0 市域のテーマ型活動への支援によるつながり

づくり

区域〈箆・区社協、地主要クアプラザ〉

0 区域の地域施設と連携し、地域のつながりづくりを意識した講座・取組が広がるよう調整を行う
0 自治会町内会、保健活動推進員、食生活等改善推進員、スポーツ推進委員、青少年指導員等、地域の活動者の
連携による地域活動の充実を図る

0 区域でのテーマ型活動相Eの連携した取り組みの推進
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@重点Ja総く柱3-1>

ー

次世代(子ども青少年〉やあらゆる市民に向けだつながりづくりの推進

次世代 ，(小・中学生〉を対象としたつながりづくり・地域理解
<柱 3-1-4>

の重要性の啓発と地域への愛着の醸成

0 地域のなかでつながりづくりの推進を図るためには、子どもの頃から地域との関わりを持

つ機会をっくり、地域への愛着を育み、地域におけるつながりの大切さを実感できるよう、

長期的に取り組むことが必要になっています。

o i市教育振興基本計画」においても、「“横浜の子ども"が身につけるべき横浜らしさ」の

ひとつとして、「公共心と社会参画意識j が掲げられ、「横浜を愛し、公共の精神を尊び、積

極的に社会に関わり、貢献します」として、地域との関わりなどについて体験を通して学ぶ

ことが『横浜の時間』キなどで行われています。

0 区社協・地域ケアプラザを中心に小 ・中学生を対象とした福祉に関する啓発を行っていま

すが、プログラム内容について現行の高齢者 ・障害者理解等から、つながりの大切さや地域

への愛着に関心が持てるような内容に幅を広げていく必要があります。

教育委員会と連携し、小 ・中学校におけるつながりづくりや地域理解の啓発と地域への愛着

の醸成のための取組を進めます。

市

0 教育委員会との連携・調整 0 地域理解・地域福祉保健活動の理解の取組が、

区・区社協・地域ケアプラザの連携に加え、自治

会町内会、地区社協等地域団体の協力を得るなど

して推進される方法を検討

0 福祉啓発や学びの揚を鉱充していくことにつ

いて、区社協・地域ケアプラザの職員等への理解

を進めるとともに、地域理解等をテーマとした啓

発プログラムを提示

0 地区社協における活動メニュー例として提案

レ、普及を推進

O 各地域で取り組まれている具体的事例を集約

レ情報発信

区域(区 ・区社協 ・地域ケアプラザ〉

0 区域の学校で啓発や地域への愛着の醸成を進めるための調整、 IJ¥・中学校長会との連携・調整(区)
O 啓発に関する具体的プログラムの学校への提示 ・調整、実施(区社協、地域ケアプラザ〉

本償j兵の時間 「総合的な学習の時間Jを中山に各教科 ・領域と関連して、横浜(まち〉の特色(自然、歴史、文化〕や毎日

の生活の中から問題を男つけて解決していく学習。
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@重点取組<柱3-1>

次世代〈子ども青少年〉やあらゆる市民iこ向けたつながりづくりの推進

。
。

<柱 3-1-5>
子どもと地域のつながりを深めるための学校・子育て支援関係

機関との連携

0 地域の清掃活動などに小・中学生がボランティアとして参加したり、中学生が地域の防災

訓練に参加して要援護者の避難支援に関わることが増えてきています。また、近隣の幼稚園・

保育園 ・小学校が連携して避難訓練を行う例などもあり、子どもと地域のつながりをつくる

ための取組を進めている地域が増えてきています。

0 市内にある高校や大学等と地域が連携し、地域課題の解決に向けた取組を実施したり、ボ

ランティアとして地域活動に参加する事例も増えてきています。

0 地域福祉保健活動の担い手を広げるためには、学校と地域との新たなつながりを糸口とし

て、地域人材の開拓や子どもとのつながりづくりなど、更なる取組の充実を図る必要があり

ます。

0 また、地域の子育て支援関係機関と連携し、子どもと 地域のつながりづくりを進める取組

の検討や、地域人材の育成を検討することも必要です。

子どもと地域とのつながりをつくるため、地域と学校との連携を担っている人材や取組事例

の周知を図るとともに、子育て支援関係機関との連携を進めます。

曹 市
旬、R-21 JJ 1;M器~，，，，，，，，，:，か?'nそ':Jー Z長唱，市F 句lネ土協hdaau.fF-T30itLWAMF弓，.o_と>司

<.LI: :t:. f:~ 
』 一

札 。

学校・地域コーァィネーター*の取組紹介等 。地区社協等地域の標/マな活動と、学校

子育て支援関係機関(保育所、幼稚園、地域 や子育て支援機関とが連携していくための取組

子育て支援拠点、親と子のつどいの広場等)や の検討、取組事例の収集・提供

小・中学校と連携し、連続性・一貫性のある子

どもと地域とのつながりづくりの検討

区域(区・区社協 ・地域ケ7ブフザ〉

0 区計画策定・推進委員会や地区別計画推進、子どもと地域のつながりを深める取組の推進等Lおいて、学校・
地域コーディネータ一等との連携を図る

0 子どちと地域のつながりを深めるため、地域の状況に応じて、地域の活動者との交流や活動への参加などの取
組の実施、調整

0 小学生・中学生・高校生 ・大学生ポラシティアの育成・活用
0 学技関係者 CPTA、おやじの会、学校ボランティア等)等との連携した取組の推進

*学校・地域コーディネーター:t也i或が学校を支援できる仕組みづくりを進めるため、学校とI也I或の人材等を結びつけるパイ

ブ役を担うボランティア。平成 24年度末時点で、市立小学校 ・中学校 ・高校計 132校に配置。
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@重点取組<柱3-1'>

? 

次世代(子どち膏少年)やあらゆる市民に向けたつながりづくりの推進

<柱 3-1-6> 各世代が抱える課題に当事者である世代自身が関山を高めていく

0 今まで、地域福祉保健の課題は高齢者や障害者・子どもが中心でしたが、近年の社会状況の

変化により若年世代でも生活課題を抱える人が増加し、経済政策や雇用対策以外にも社会的

孤立からの脱却に向けた地域で、のつながりが必要になってきています。

0 地域福祉保健の課題は各世代に多様な形で存在しており、これらの課題を明らかにし、対

応するための支援策を考えていくことが必要です。

0 一方で、これらの課題に対応する基本として、それぞれの世代が自分たちの問題として課

題を捉え、自分たちの力で解決に取り組んでいくことが必要であり、こうした風土づくりを

進めていくことが重要です。

各世代が抱える課題について啓発を進め、関心を高める取組を進めます。

0 各世代が抱える課題に関する情報の収集、関 10 若年世代のボランティア活動への参加を促進

係部署・機関での共有侶 | し、同世代との交流や関係機関とのつながりを築

く支援

O ボラジティア活動等を通じて自分たちの世代

特有の課題に気づけるような環境づくりを推進

域〈区・区社協・地鼠クア

0 ボランティア活動等で同世代の担い手が課題に関わることを通じて、同世代が抱える課題の共有や課題解決力
を高めていく支援

0 課題を抱える若年世代を支援する関係機関(地域ユースプラザ、若者サポートステーション等〉との連携
0 社会参加の機会づくりや課題の把握のため、地域ケアプラザの自主事業やボランティアなどで、生活課題を抱

える人を受け入れる
O 日常の業務を通じた新たな生活課題の把握 ・共有・ 情報発信
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-重点取組<柱 3-2>

自由に移動し保々な活動に参加することができるまちづくりの推進

2025年〈王手成 37年〉に想定される
課題1や既に表面化している課題、

0 障害や病気がある人ちない人ち、同じよう

に地域で自立した生活を送れるようにするた

めに、障害や病気への理解や障害や病気があ

る人の社会参加がより必要となっている。

. 
計画期間く平成26"'30年度〉

震点取組
で目指す姿

く柱3-2> 0 高齢者、障害や病気がある

自由に移動し様々な活動 人、在住外国人等を含む全て

に参加することができる の人が相Eに交流し、支え合

まちづくりの推進 い、あらゆる分野の活動に参

加することができることの

大切さが理解されている。

判ソフト:1t'J¥のやさレさや思いやりを啓発(教育〉する取組

*2ハード:物理的な都市基盤や建物、乗り物、設備等の整備

94 

0 障害や病気に苅する市民の理解が進

み、障害や病気の有無に関わらす、お互

いに支え、助け合う地域社会づくりの意

識が高まることにより、障害や病気があ

る人を含む全ての人々の社会参加が促さ

れている。

具体的な取組名

く柱 3-2-1> 
ソフト叶とハード*2が一体となった「福祉

のまちづくり」

く柱 3-2-2>
多様性の理解の普及啓発と当事者の社会参

加の促進



@重点取総<柱3-2>

司 F

EiEEに移動し様々な活動仁参加することができるまちづくりの推進

<柱 3-2-1> ソフトとハードが一体となっ疋「福祉のまちづくりJ

0 平成 11年に「横浜市福祉のまちづくり推進指針」を策定し、「誰にもやさしいまち・横浜」

を目指した様々な取組を進めてきました。バリアフリ一本1化が進み、障害理解を進める取組も

数多く生まれるなど、「福祉のまちづくり Jに関する活動が広がってきています。

0 平成 23年の指針改定にあたっては、施設のバリアフリー化は進んだと感じる一方で、整備

された施設を正しく利用するためのマナーの向上など、ソフト面の取組を充実させていく必

要があるという意見が多く寄せられました。その結果を踏まえ、引き続きハードのまちづく

りと一体となり、「思いやりや譲り合いの心の育成J["施設整備と正しい使い方の理解」など

ソフト面の取組を重視し、「福祉のまちづくり Jを推進しています。

0 平成 24年度には、市民や施設整備を行う事業者にわかりやすい条例とすることで、福祉の

まちづくりをより一層進めていくため、「福祉のまちづくり条例」の全部改正を行いました。

主に、ユニバーサルデザイン刊を基調とした条例の理念を明確にするなどの改正を行い、これ

まで以上に全ての人が利用しやすい施設整備をソフト・ハードの両面で進めていくことが求

められています。

「横浜市福祉のまちづくり推進指針j 等に基づき、ソフトとハードが一体となった「福祉の

まちづくり j を進めます。

補|

0 福祉のまちづくり推進指針に基づく取組の推

進

0 学校における福祉教育にとどまらす、住民や

地元企業等ち巻き込みながら、「地域理解Jr地域

への愛着Jr福祉についての関山」が高まるよう

な取組の推進
O 福祉教育・福祉のまちづくり研修の開催

0 分かりやすい情報の発信と必要な情報の受

信・活用

0 バリアフリー化された施設整備の促進

0 地域課題の解決に向けた福祉教育事例の収

集・紹介

区域(区、区控協・地場ケPフラザ〉

0 福祉教育の実施
(①乳幼児期、学齢期の子ども及びその親向け、②企業等への啓発、③地域課題の解決に向けた取組など〉
O 分かりやすい情報の発信

本1バリアフリー高齢者や障害者などが社会生活をしていくよで障壁(パリア〕となるものを除去(フリー)すること。物理的、

社会的、制度的、 J!j¥理的、情報面でのバリアなど、全てのパリアを除去するという考え方。

*2ユニバーサルデザイン・“ユニバーサル(すべての、普遍的な)"と“デザイン(計画、設計)"の2つを組み合わせた言葉

で、「あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等に関わらず、多感な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザイ

ンする考え方(障害者基本計画[平成 14年 12月 24日閣議決定]より)J。
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0 社協が「福祉教育」活動を通じて本来目指してきだことは、市民が福祉問題を素材として学習す!

ることを通じて福祉活動への関山と理解を進め、共に手をたずさえて豊かに生きていく力と、福祉 i
問題を解決する実践力を皐につけることです。また、福祉教育には「子ども疋ちの豊かな成長を促;

す福祉教育」と「地域福祉を推進するだめの福祉啓発」の二つの側面があります。

0 昭和 52年 C1977年〉に国の事業として始まった「学童・生徒のボランティア活動普及事業」 j 
は、学校への同成を通じて小・中・高校生に対して福祉に関する学習プログラムを実施する取組と l

して、横浜市のみならず全国的に広がっていきましだ。さらに平成 14年 C2002年)には「総合 1

的な学習の時間」が本格実施されたことを受け、これらのプログラムは学習の中にも取り入れられ l

ていきました。

0 こうした経緯から、福祉教育は学校で行われるちのというのが一般的な認識となっていますが、

本来の趣旨に立てば、住民や企業等ち含め、地域を基盤として幅広い対象層に働きかけていく必要

があります。プログラムち、かつては車いすや手話などの福祉体験を行うことが主流でしたが、最

近では地元の障害当事者自身から障害者の地域生活について学ぶことや、学校周辺の福祉マップを

作ることなど、福祉を日常生活の延長としてとらえる内容に移行しつつあります。

福祉のまちづくり普及啓発
...----ーーーー--------------------ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ーーー・・・._-------ーーーーーーーーーーー・ーー・・・ーーーー

:0 子どち用啓発リーフレット

福祉のまちづくりについて、子どもに分かりやすく伝えるだめに、

子ども用啓発リーフレットを作成しています。

子どち用啓発リーフレットは、車いす使用者や視覚障害者等が

移動するときに困ることは何か、どうしたら移動しやすくなるか、

そのために自分ができることは何かを子ども自らが考え、実践できる

よう、構成されています。

毎年、市内小学校の4年生全員に配布し、総合学習等の}受業で

活用されています。

0 ヨコハマ・ 15¥くまち.net

横浜市の福祉のまちづくりに関する情報は、

ホームページ「ヨコハマ・ふくまち.netJ

(写真)リーフレット表紙

CURL: htto:/ /www.city.yokohama.lg.io/kenko/chifuku/fukumachi/)で紹介しています。

「ヨコハマ・ふくまち.netJでは、市内施設のバリアフリー情報等を掲載しています。

、

また、障害を正しく理解することや障害に苅応したバリアフリー施設・設備等について紹介して

おり、バリアフリーに関する理解促進を行っています。
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@霊点取鉛<柱3-2>

§由仁移動し様々な活動に参加することができるまちづくりの推進
- ~ 

L 

。。

。

<柱 3-2-2> 多様性の理解の普及啓発と当事者の社会参加の促進

0 地区別計画の策定・推進に当事者(社会的な問題を抱え、暮らしにくさを感じている本人)

が参加した地域もありましたが、まだ十分な参加が得られている状況ではなく、当事者が感

じている生活課題を共有しにくい状況があります。

0 暮らしにくさを感じている人々の声を受けとめ、当事者が感じている生活課題を共有する

機会をできるだけつくることが必要です。

0 また、子育て家庭、介護者、障害や病気がある人と家族、外国人の居住者などの当事者が

組織をっくり、様々な地域福祉保健活動を行っていますが、これらの団体の意見をサービス

に反映していく等、当事者の声を受け止める仕組みをつくることが重要です。

0 真の「理解」とは、理解しようと向き合うのではなく、当たり前の存在として認め、横に

並んで自然に声かけや手助けができることであり、「障害や病気の理解Jや「当事者の社会参

加」を当たり前のこととして受け入れられる地域社会が求められています。

0 また、移動に関する課題等、社会参加に関する負担を軽減する取組を進めることにより、

当事者の社会参加を促進していくことが必要です。

障害、病気、国籍、年齢、性別等の多様性の理解を促進するための普及啓発と、当事者の社

会参加の促進に取り組みます。

1轟:
ーー略

: ，r :~，~ :I:';~~了 <η~~4; ~T;ら~ぎg伊r;'~;~叫3宅 ;市日刊t社、1 明u・守川 日 l

F結
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多様性の理解L関する普及啓発 。「セイファィーネットプロジェクト横浜勺を

「仕事をする」という社会参加に向けた、段 通じた、当事者による障害理解促進のための取

階的な訓練の揚としての「中間的就労」の揚の 組の推進

確保や、「中間的就場」の担い手となる社会福祉 。当事者が地域活動ヘ参加するための取組の推
法人、 NPO、社団・財団法人、営利法人等へ 進
の支援のあり方の検討 。 0 当事者のボランティア活動参加に関する揚の|

市域、広域で当事者活動やテーマ型活動が行 開拓・コーディネートの推進
いやすくなる環境づくりや、移動支援に関する 。地域の中での当事者の居場所や活躍の揚・役
所管事業の中での取組の実施等 割を見出す支援の実施

0 市と連携した移動支援に関する取組の実施

】ロ崎酔
区域〈区・区社協・地主義ゲアフフザ〉

A 

0 計画策定・推進のプロセスcおける多様な層の声を取り入れる工夫
0 障害や病気がある人が区域や地域での活動に参加する機会の確保
0 障害や病気の有無に限らす健康づくり活動や地域活動に参加することにより、おEいを理解し受け止める機会
づくり

0 多様な養育者と子どもにとって利用しやすい居場所の雰囲気づくり・交流の促進や、来所しやすい仕掛けづく
りと活動への参画の機会づくり

0 当事者の移動支援における移動情報センターの活用の推進

*セイフティーネットプロジェクト横浜:横浜市内の 15の障害福祉関係団体と機関で組織されている。当事者や家族が、 自

分たちのできることから活動していくことを大切にしながら、地域の人々 へさまざまな障害についての理解を深めてもらい、

障害のある人が地践で安山して暮らしていけるよう、活動している。
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-重点取組<柱 3-3>

高齢者の意欲と能力発揮の「揚j と「出番」づくり

2025年(平成 37年〉に想定される
課題や慨に表面{ちしている課題

0 高齢者層が社会の大きな比重を占めるよう

になり、「人生 65年時代」から「人生 90年

時代」に向けて、高齢者の意欲と能力が最大

限発揮される「揚」と「出番」が求められて

いる。

護点取組
計画期間く平成26"'30年度〉

で自指す姿. 

く柱 3-3> 0 高齢者の意欲と能力が発

高齢者の意欲と能力発揮 揮される「揚」と「出番」づ

の「揚」と「出番」づく くりの取組が進み、地域福祉

り 保健活動への参加が広がっ

ている。

98 

o I高齢者は支えが必要な人」という固

定観怠がなくなり、さまざまな形態で高

齢者世代の誰ちが健康づくりに努めなが

ら地域の活性化に関わっている。

、

具体的な取組名

く柱 3-3-1> 
高齢者層の幅広い参加を促すための取組の

推進

く柱 3-3-2>
高齢者層の意欲と能力が発揮できる新だな

揚と出番づくりによる地域活動の活性化



@重点取組<柱3-3>

一 高齢者の意欲と能力発援の f湯j と「出番j づくり

<柱 3-3-1> 高齢者層の幅広い参加を促すだめの取組の推進

0 高齢者に対して、 「支えられる側Jという考えが従来からありますが、その要因のーっとし

て、老人クラブ等の地域貢献活動を推進する団体に属する人が少なく、活動に参加する機会

が少なかったことが考えられます。

0 高齢者人口が急増する中で、今後、地域の高齢者は、自らの健康を維持しながら、活動へ

の意欲や豊富な知識 ・経験を生かして積極的に地域活動へ参加し、「支える側」として活性化

させていくことが求められています。

0 高齢者が幅広く社会参加し、社会の中で役割を持って生活することの重要性を広く市民の

中に根付かせていく必要があります。

高齢者層が健康づくりに努め、1 幅広く社会参加でき るようにするための取組を支援 します。

~;.:?~ _" ，_ ~'f~~ :\~i~ 吋

0 高齢者層の組織化と地域活動団体との連携支 10 老人クラブとの連携推進や、老人福祉センタ

援 | 一・地区センターなどによる高齢者の取組の横

O 市老人クラブ連合会における若手高齢者の組| 討・支援・広報

織化の支援と継続的な社会参加の必要性の啓発 10 趣味や特技等が地域福祉保健活動に生かせる

O 老人クラブの活性化や地域活動団体との連携| ことを広報するなど具体的な手法を検討

支援を通した地域におけるつながりづくりの促

進

O 健康づくりの視点からの幅広い社会参加・つ

ながりづくりの促進

区成(区・区社協 息地域ゲアプラザ〉

O 活動参加へのきっかけづくりに向けた多様な取組の実施
0 老人クラブ、老人福祉センターと連携した取組の検討、実施。活動継続の働きかけによる健康維持支援

99 



-重点取組<柱3-3>

高齢者の意欲と能力発揮の「湯j と「出番Jづくり

<柱 3-3-2>
高齢者層の意欲と能力が発揮できる新たな揚と出番づくりに

よる地域活動の活性化

0 介護支援ボランティアポイシト事業や、元気づくりステーション事業等、地域の中で高齢

者が活動・活躍できる場や機会を増やすことにより、高齢者が地域貢献できるようにする取

組を進めています。

0 シルバー人材センターでの活動理由として、報酬を得るだけではなく、生きがい、健康維

持のためという理由が多いという結果が出ています。このように活動に対する意欲を持つ人

を、地域活動に確実につなげていく仕組みをつくることが必要です。

0 高齢者世代が社会の中で大きな割合を占めるようになり、これまで以上に、高齢者が身近

な地域において様々な役割を担い、元気で充実した生活を送れるようにすることが必要とな

っています。

0 そこで、身近な地域において、高齢者の意欲と能力が最大限発揮できるための「場」と「出

番Jづくりが求められています。

地域の中で、高齢者が活動・活躍できる新たな「場」と「出番」づくりにより地域活動の活

性化を図ります。

0 介護支援ボランティアポイント事業による高 10 既奇の「サロン活動」などの交流の揚に加え、

齢者の知識や経験、人とのつながりなどを生かし| 多様な「対象」が地域の中で活動・活躍できる揚

た社会参加の機会づくり | を開発するための検討・支援・広報

0 老人クラブ活動や元気づくりステーション事 10 平日の日中の活動等ボランティアの集まりにく

業等のしくみを活用しだ高齢者による地域貢献|い時間帯・活動種別のニーズについて、高齢者層

の推進支援 |の参加を促進する方法の横討

0 高齢者が活躍するための「揚」と「出番」づく 10 シルバー人材センターと連携した高齢者の地域

りの必要性の苔及啓発 |福祉保健活動推進の取組横討

0 老人福祉センターの機能の見直しの検討

0 地域福祉保健活動等への意欲を持つ高齢者を

活動につなげていくための多横な仕組みづくり

0 趣昧や特技を生かした仲間づくり、サークル活

動との連携や活動支援による、新たな地域活動の

掘り起こしと、既序の取組との連携を推進

区域(区・区社協・地域ケアフヨザ〉

0 高齢者の活動の「揚」と「出番」づくりについての、地域関係機関、関係団体等への普及啓発
O 様々な地域活動への高齢者の活動・活躍の機会づくりの検討と取組の実施
0 元気づくりステーション等のしくみを活用しだ活動の揚づくりとつながりづくりの推進
0 認知症サボータ一等、保健、健康について地域で活躍できる人材を育成し、地域で活動できる機会を増やす。
0 平日の日中の活動等ボランティアの集まりにくい時間帯、活動種別のニーズについて、高齢者層の参加を促進す

る取組の実施
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「下戸一一平一一 l 
@重点取組<柱 3-4>

活動が継続するための手法の浸透・企業やNPO等と連携した取組の推進

2Q25年(事成 3千年〉に想定される
課題や既仁表面化している課題1

0 地縁組織の主体的な取組に加え、企業や

NPO等との連携や協働により、市民参加の幅

を広げていくことが、地域福祉保健活動の継

続にとって重要になっている。

0 福祉・保健・医療に係る市の歳出の増加が

進み財政状況が逼迫するなかで、公的資金の

みに頼らず自主財源を持続的に生み出す等

の、地域福祉保健活動の継続に効果的な手法

の浸透が求められている。

計蘭期間く平成26N30年度〉
護点取組

で目指す姿

く柱 3-4> 0 社会福祉施設、企業・商臣、

活動が継続するための手 NPO等との協働による取組

法の浸透・企業や NPO が進んでいくととちに、地域

等と連携した取組の推進 福祉保健活動の継続に役立

つ手法が浸透している。

0 地域福祉保健活動が継続するための環

境が整備されている。

0 地域の福祉活動においては、企業・

NPO、社会福祉施設等の社会資源の特性

や専門性を生かし、中間支援組織*等とち

連携した取組を進めることにより、公的

資金に頼らない持続司能な取組が増えて

いる。

固

異体的な取組名

く柱3-4-1> 
地域で取り組む福祉保健活動の推進

く柱 3-4-2>
活動資金、活動推進のための情報・ノウハ
ウ等の提供を通した活動の支援

く柱3-4-3>
企業とのパートナーシッブによる課題解決
に向けた取組の推進

く柱 3-4-4>
ソーシャルビジネス、コミュ二ティピジネ
スの理解の促進と地域福祉保健活動との連
携の推進

く柱 3-4-5>
地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活
動の推進

く柱 3-4-6>
NPO等と地縁組織との連携による地域福
祉保健活動の推進

*中間支援組織・地域社会と NPOの変化やニーズを把握し、 人材、資金、情報などの資源提供者と NPOの仲立ちをしたり、

また、広義の意味では各種サービスの需要と供給をコーディネー卜する組織。<参考:内閣府 中間支媛組織の現状と課題

に関する調査報告 (平成 14年6月)> 
※なお、中間支援組織は、資金、人材、情報などの資源提供者と NPOを仲介し、NPOの育成に関わる一方、行政、企業、

個人などの資源提供者向けにコーディネー卜を行う場合もある。
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@重点取組<柱3-4>
活動が継続するための手法の浸透・企業やNPO警と連獲した取鐙の援進

<柱 3-4-1> 地域で取り組む福祉保健活動の推進

0 地域では住民の力によって多くの福祉保健活動が行われており、自治会町内会、地区社協、

ボランティアグループ、 NPO等、様々な立場の住民が相互に連携、協働しながら取組を進め

ている事例があります。

0 そういった取組が進められている一方で、地域によって状況や資源等に違いがあり、住民

の力だけで活動を続けていくことが困難な場合もあります。

0 住民主体の活動の立ち上げを行う際の支援のほか、乳幼児の親子交流ができる場や青少年

の居場所づくり、子どもや高齢者の見守り活動を進める等の、地域に根差した活動を継続さ

せていくための支援が求められています。

0 地域の福祉保健活動の立ち上げ、継続においては、担い手が不足しているという課題があ

り、活動に取り組む意欲のある人を実際の活動につなげていくための支援が必要とされてい

ます。

0 どのような活動のためにどのような人材が必要とされているか等の現状把握や分析が十分

ではないため、効果的な担い手育成につながらないという課題が生じており、担い手育成の

目的や育成方法等の整理が必要とされています。

地域における住民主体の福祉保健活動の立ち上げ・継続・拡充を図ります。

市、

0 地域で行われている既害の福祉保健活動の継

続・拡充のための支援策の検討

0 地域福祉保健活動の推進に向けた自治会町内

会等の組織の支援策の横討

0 地域福祉保健活動の担い手を発掘し活動につ

なげていくための手法の模討

I ，，~，，:" "，卸'札制ぷ

0 ボランティアの活動機会の開拓や活動しやす

い環境づくり等の担い手を広げる取組の推進

0 趣味や特技を生かした取組など、誰ちがポラ

ンティア活動に参加しやすい仕組みづくりの横

討と広報啓発活動の強化

0 区を越えた課題や新たな課題への解決に向け

た取組や、ボランティア活動に関する情報共

有・情報提供を行うなど、区ボランティアセン

ターを支援

0 人材の発掘・育成に関する講座等の実施状況

に関する現状把握や分析と、担い手を育成する

ための有効な手法の横討

0 地域における住民主体の福祉保健活動の立ち上げ・継続・拡充の支援
O 既存の活動を福祉保健活動に発展させるきっかけづくりや働きかけ
0 地域の福祉保健活動推進に関わる組織(自治会町内会、地区社協等〉の支援
0 ボランティアについてのこーズの把握と充足を進めるため、ボランティア相談・コーディネートの機能を高め、

ボランティアの人材開発を推進
0 地域住民による「交流」や「相談調整」の「仕組みと揚」に苅する運営支援と連携
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-重点l!y.紹<柱3-4>

? 

活動が継続するための手j去の浸透・企業やNPO等と遠権した取組の推進

<柱 3-4-2>
活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ等の提供を通し疋

活動の支援

0 福祉保健活動を行っている地域では、活動の担い手となる人材の発掘・育成や、活動が継

続していくための資源(人材、拠点、資金、物資、情報等)の確保や活用について課題があ

り、活動を継続させることを困難に感じている場合があります。

0 地域福祉保健活動を推進するうえで活動資金の問題は大きく、活動の継続の可否に大きく

関わってきます。行政等の補助金を利用して地域活動を行っているところでは、補助の終了

に伴い、活動の継続が難しくなる場合が多々あります。

0 活動が継続していくための資源の環境整備を行い、整理された分かりやすい情報を提供し、

活動が継続できるよう支援することが求められています。

o NPO、テーマ型活動団体等の様々な活動者のネットワークづくりや、ニーズにあった資源の

仲介等を行う中間支援組織との連携等の環境整備を進めることで、地域活動の継続や活動者

が新たな視点で取組を進めていくことが期待できます。

0 住民主体の福祉保健活動の取組が更に進むよう、先進事例の提供や特色ある取組などを広

く情報提供 し、取組の参考にできるようにしていく ことも必要です。

関係局等と連携し、活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ等の提供を通した活動支援

策について検討します。

市

0 活動資金、活動推進のための情報・ノウハウ 10
等の提供を通した活動支援策の検討 情報の蓄積・整理・体系化・活用

団体間のネットワークづくり0 特色ある活動や、先進事例の提供による住民

主体の取組の推進支援
二一ズ把握を通じた先駆的な事業や取組の

創出

財源獲得のための手法の提供等、継続的な

活動支援

O 既荏の資源(人材、拠点、資金、物資、情報

等〉を上手に活用するための様々な工夫につい

て検討

0 助成財源確保・増強のための新たな取組等の

検討

区域(区・区社協・地域ケアプラザ〉

0 区計画・地区別計画の推進につながる助成の仕組みの検討を進める

0 活動推進のための人材、資金等の適切な情報や手法を、住民にわかりやすく工夫し提供する

O 闘成制度の申請に関する朗言及び活動支援問成をきっかけとした活動団体の運曽支援

0 既容の資源(人材、拠点、資金、物資、情報等〉を上手に活用するための様々な工夫を、中間支援組織や活動

者とともに横討

103 



¥ 

-重点取組<柱3-4>

活動が継続するための手法の浸透・企業やNPO等と連携した叡組の推進

<柱 3-4-3> 企業とのパートナーシッブによる課題解決に向けた取組の推進

0 地域の福祉保健課題が複雑多様化するなか、課題解決に向けた取組をより一層進めていく
ためには、地域の力に加えて、企業等との協働を進めていくことが求められています。

0 そのためには、企業の CS R (Corporate Social Responsibility :企業の社会的責任)の
取組と連携することが有効です。

0 地域貢献企業認定制度(地域ボランティア活動等の社会的事業に取り組んでいる企業を、
一定の基準の下に認定しその成長・ 発展を支援する制度)や、共創フ ロン ト(新たな事業機
会の創出や社会的課題の解決に取り組むために、民間企業・団体等からの相談・提案を受け
る窓口)等の仕組みを活用し、地域に貢献する企業も増えてきています。

0 高齢者の見守りなど、地域課題の解決に向けて積極的に協力する企業との「公民連携」の
取組も進んでいます。

0 また、一般就労を目指すことが困難な人や困難を抱える若者に対して、社会的な自立に向
けた支援を行う「中間的就労」の場を広げていくために、担い手となる企業や市民の「中間
的就労」への理解・協力を得ていくことも必要です。

0 企業に地域への関心を持ってもらい、地域も福祉保健課題の解決に向けて企業の力を生か
そうとする風土づくりが必要です。

0 企業の地域貢献活動が地域・企業双方にとって実りあるものとなるよう調整を図ることで、
多くの企業が地域貢献活動を行う際に、地域福祉保健の取組に目を向けていくようにしてい
くことが重要です。

0 企業と地域のニーズを結びつけ、両者の協働による課題解決に向けた取組を推進していく
ことが求められています。

企業と連携し取り組む福祉保健課題を整理し、企業の地域貢献活動と地域のニーズ、をつなげ

るための取組を検討します。

っ7Jー:て?まとt' 丸tーrZ ;男噌可k 社協 'Z-MJ守内a:p・ト-匂ど-: 市
開 .. 。企業との連携Lより解決可能な市域の課題の 。企業の地域貢献活動L関する相談c対して、

整理 活動テーマ別に事例や選択肢を提案して対応で。関係局や市社協と連携 し、 整理した課題や地 きるような区域の相談機能を強化する支援

i或ニーズ等の情報を企業へ提供 。企業の規模や地域性などを考慮した市域・区 l。地域貢献企業認定制度の周知、認定企業との I或の役割整理

連携。共創フロントの活用。「中間的就労」実施事業者の育成支援策の検

M 。区と企業等の連携が促進されるための環境の
整備

守 "

区域(区・区社協・地域ワアプラザ〉
ー、ー

【 h

0 企業・商庖との連携により解決可能な地域の課題の整理

0 整理した課題や地域二一ズ等の情報の企業への提供

0 企業が地域に目を向けて地域貢献を行い、地域が企業とともに課題を解決しようとする風土づくりの推進

0 地域と企業の双方のためになるような企業の地域貢献の取組を進めていく際に必要な調整
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-重点ff2，総<柱3-4>
活動が継続するだめの手法の浸透・企業やNPO警と連控室しだ奴組の挺進

<柱 3-4-4>
ソーシャルビジネス、コミュ二ティビジネスの理解の促進と

地域福祉保健活動との連携の推進

0 介護保険制度の施行を契機に、様々な社会福祉分野の公的制度内外において、民間事業者

の参入により、サービスの基盤整備が進み、一定程度の地域課題が解消されるようになって

きています。

0 ソーシヤノレビジネス (SB)へ コミュニティビジネス (CB)*2の手法を活用している事業者

や、これから起業して SB・CBの手法を活用し地域福祉保健課題に取り組んでいこうとする事

業者(団体・個人)を支援し、地域の課題解決に取り組む担い手を広げていくことが重要で

す。

o SB・CB事業者が既存の地域福祉保健活動等と連携しながら、地域課題解決に取り組んでい

くための支援体制が必要です。

0 また、地域の福祉保健活動者も、活動を継続していくひとつの方向'性として、 CBの手法を

活用することを視野に入れ、活動に生かしていくことが大切です。

0 一部の福祉保健活動団体では、例えば CBの取組に関する講座を実施する等の取組を始めて

います。しかし、 CBの考え方については、まだ十分周知されていないため、今後の地域福祉

保健活動の継続・推進のためには、こうした視点を持てるよう市民に向けて情報を発信し続

けていくことが重要です。

<画面物園>
SB・CB事業者と地域福祉保健活動等との連携を支援し、課題解決に向けた取組を推進します。

市
1《r! 害事両副 市社協2 「 LI44相 r.'

f ・ 2

0 関係局や市社協と連携し、 SB・CB事業者と 。団体支援における iNPO法人化」や iCBJ I 
地域がつながる仕組みの検討 の手法の導入など、公的機関等支援者の知識を高。区役所、地域ケアプラザ、区社協に対する、 める取組を継続的に実施

SB・CB事業者の取組の周知 。「地域課題やニーズ」と iSB・CB事業者」

o SB・CB事業者との連携により解決可能な市 とをつなげるための万策の横討

i或の課題の整理

区域(区・区社協・地域クアプラザ)

o SB・CB事業者、中間支援組織、地域の取組をつなぐコーディネート

0 地域の CBの手法を活用した福祉保健活動の支援

川ソーシャルビジネス (SB):様々 な社会的課題(高齢化問題、環境問題、子育て・ 教育問題など)を市場として捉え、そ

の解決を目的とする事業。「社会性Ji事業性Ji革新性」の3つを要件とする。

*2コミュ二ティビジネス(C8):SBのなかでも活動領1或や解決すべき社会的課題について一定の地理的範囲が惇在するもの。
地域でボランティア的展開をしている事業や、あるいは必ずしち社会性や革新性が高くない、地域での小さな事業活動を

CBと昭んでいる湯合もみられる。
<参考・経済産業省ソーシャルビジネス研究会報告書(平成 20年3月)、ソーシャルビジネス推進研究会報告書(平成 23

年3月)> 
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-重点取紹<柱3-4'>

活動が継続するだめの手法の浸透・企業やNPO等と連携しだ取組の挺進

<柱 3-4-5> 地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動の推進

0 地域住民も参加できる活動を地域の福祉施設が実施したり、地域の様々な行事に自治会町

内会と協力して参加する等、地域と施設が連携した取組が増えています。

0 グループホーム、地域作業所、小規模多機能型居宅介護事業所等のように地域住民と関わ

りを持ちながら活動している施設が増えています。

0 これらの施設は、地域に存在する施設として住民に理解し活用してもらうことが必要であ

るにも関わらず、施設自体が地域によく知られていない、あるいは施設の利用者や職員が地

域とほとんど接点がない等の状況があります。

0 施設の強みを生かし、施設と住民が役割分担をして避難訓練を実施したり、地域でバザー

を開催する等、住民と協働した取組を進めることで、地域福祉保健活動をさらに推進するこ

とができると考えます。

0 また、施設の機能を生かした事業実施を通じて、地域に関わる取組を進めていくことも必

要です。

地域の福祉施設と協働した地域福祉保健の取組の推進について検討を進めます。

轟園 南~~- -- I与、人 F j:;う前提協定人 ¥z-tff:-
O 地域の福祉施設と協働した地域福祉保健活動 10 社協における会員で組織する部会活動を活性

の推進に関する横討 | 化するとともに、市社協・区社協それぞれが持

0 社会福祉法人が担い手となる中間的就労の揚

づくり等の実施事業を通した地域に関わる取組

の推進

つ部会・分科会活動の連携や役割の整理を実施。市内の施設・事業所・団体等の組織化を一層

進め、相互の情報提供や地域課題の共有を推進

o r揚の提供Jr研修・講座・体験学習等の共同企

画・実施jなどの事業を通じて、福祉施設が持ち

うる以下のような機能や特長を発揮できるよう

にするための取組を推進

地域の拠点としての機能

専門職の宝庫であり課題解決や事業実施に

おいて連携できる機能

従事者が、勤務地または居住地において地

域の人材となりうる機能

施設固有の特長を生かして地域福祉保健の

人材育成ができる機能

地域で暮らしにくさを感じている人を受け

止めていく社会参加の揚

1 震域(I~:- ~面協、地域ケアプラザ〉
0 社会福祉施設等と、地区社協等の地域組織との連携を進め、地域福祉保健に関する課題に協働して取り組める

体制づくり
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@重点取組<註 3-4>

活動が継続するための手法の浸透・企業やNPO等と連携 しだ取絡の縫進
-- -

<柱 3-4-6> NPO等と地縁組織との連携による地域福祉保健活動の推進

0 区域又は市域でテーマ型の活動(例:子育て支援に関することや、障害者の支援に関する

こと等)を行う団体や NPO等と地縁組織の連携について、相互の情報共有や協働を一層推進

する必要があります。

0 地域で活動を行う地縁組織の取組と、区域又は市域で活動を行う団体や NPO等の取組につ

いて、それぞれの長所を生かした連携・協働を行うことにより、日常生活の様々な福祉保健

課題に対応する新しい取組が広がることが期待できます。

0 地域の福祉保健課題に取り組もうとする NPO等も、共に地域活動を推進する一員として、

相互理解を進めていく必要があります。そのためには、公的機関が NPO等と地縁組織をつな

げる支援が求められています。

0 また、地域福祉保健活動が円滑に進むよう、企業、 NPO、テーマ型活動団体等のネットワー

クづくりを行っている中間支援組織と連携し、そのノウハウを生かすことも、 NPO等と地縁組

織との連携を進めていくひとつの手法として期待できると考えられます。

NPO等と地縁組織が連携した地域福祉保健活動の取組について、関係局等と共に検討を進め

ます。

市

0 関係局の実施する NPOや団体等を対象とし 10 社協の会員組織としての強みを生かし、 NPO

た研修に対し、地域との連携・地域課題の把握| 等と地縁組織とがつながる取組や、相E理解を進

に関する区への情報提供、協力等 | める取組を検討

0 福祉系分野の NPOのほか、環境系、まちづく

り系、健康・スポーツ系など、幅広い分野の NPO

との連携を市域でも取り組むほか、区域・地域で

取り組む事例の収集や提供を推進

区域(区・区社協・地域ケアプラザ〉

0 地域課題に取り組む NPO等と地縁組織の橋渡し

0 中間支援組織と連携した NPO、地縁組織等とのネットワークづくり支援
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-重点取組<柱 3-5>

地域資源の有刻活用のための仕組みづくり

2025年〈平成 37年)'1こ想定される
課題やE廷に表面化している課題

0 限られだ資源 (特に公的な揚所・人材・財

i原〉を有効活用するため、地域福祉保健に関

するコーディネート機能力T必要になってい

る。

重点目見事E 計画期間く平成26"'3.0年度〉
で邑指す姿

く柱 3-5> 0 地域福祉保健活動の推進

地域資源の有効活用のた に重要な資源と人材が効率

めの仕組みづくり 的・効果的に機能している。

108 

0 既荏の資源の情報を共有し、 効果的に

連携と役割分担を進めることにより、地

域課題に対するきめ細やかな取組が行わ

れている。

・

具体的な取組名

く柱 3-5-1> 

担い手育成や幅広い市民参加に向けた地域

福祉保健の取組を広げるための地域に関わ

る様々な公的機関の連携促進

く柱 3-5-2>

地域の交流の揚や機会づくり推進に向けた

地域資源活用方法の検討



-重点取組<柱3-5>
士也減資源の予言郊活用のための仕組みづくり

。

<柱 3-5-1> 担い手育成や幅広い市民参加に向けた地域福祉保健の取組を
広げるための地域に関わる様々な公的機関の連携促進

0 区域には、地域ケアプラザ ・福祉保健活動拠点など福祉保健関連施設以外にも、区版市民

活動支援センタ一、 地区センタ一、コミュニティハウス スポーツセンター、老人福祉セン

タ一、国際交流ラウンジなど、市民の活動を支援する公共施設があり、それぞれで様々な講

座などが実施されています。

0 受講者の中には、講座受講後、自分の興味に応じてグノレープをっくり、活動を継続してい

る人もいます。こうした活動をきっかけにして、地域福祉保健活動に関心をもち、活動に結

びつけていけるような企画や仕掛けをする必要があります。

0 地域福祉保健活動の担い手として幅広い市民参加を得ていくためには、このような区域の

公共施設等と連携を深めていく必要があります。

地区センタ ー、コミュニティハウス、老人福祉センタ一、区版市民活動支援センター、福祉

保健活動拠点、地域ケアプラザ等地域施設問での関係づくりを進め、地域ニーズや地域資源、

人材等の情報の共有化4 事業等の共同実施等、施設が連携 した取組が進むよう、関係局や区に

対する働きかけを行います。
← 

孟 lf???置し 市枯れltJ腿'~f.." " 4~~ 市
守 ，‘，‘ ー

地域施設問での関係づくりを進めるため、関 。市社協運営施設 (地域ケアプラザ ・老人福祉

係局区への働きかけ センター・地区センター〉において、課題に対応

した先導的な取組を行うなど、福祉保健関連以外

の施設との連携を進める方策について検討・調整

を行う

区鼠〈区 ・区社協 ・地域ケアブフザ) ， 

0 区域cおいて福祉保健関連以外の施設や団体等とも連携が進むよっ調整を行つ
0 区版市民活動支援センターと福祉保健活動拠点ボランティアセンターの情報提供・相談機能等の連携
0 関連施設連絡担当者会議等の実施 ・参加
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@重点取組<柱3-5>
I也減資源の有効活用のための{士総みづくり

。

<柱 3-5-2>
地域の交流の揚や機会づくり推進に向けた地域資源活用方法の

検討

0 サロンなど住民の交流の場づくりの取組が広がっているなか、実施する場がない ・不足し

ているという課題があげられています。

0 公的施設としては 日常生活圏域ごとに地域ケアプラザを整備していますが、より身近なと

ころに集まることができる場所がほしいという声もあります。

0 地域には、地区センター ・コ ミニュティハウス等の公的施設や、自治会館・町内会館等の

地域の施設があり、それらをより活用していく必要があります。

0 限られた財源で取組を進めるためには、既存資源の有効活用を図りながら、地域の拠点づ

くりの手法を検討していく必要があります。

0 モデ、ル事業として補助金の活用により新たな拠点を設置している地区もありますが、建物

の賃借料やコーディネーターを配置すること等に費用がかかるため課題は大きく、補助金が

なくなった後も継続 していけるよう、コミュニティビジネスの視点も含めた検討が必要です。

地域福祉保健活動の場の確保の支援をするため、既存資源を有効活用できるよう検討を進め

ます。

4町1 市1
， C:3'~;' ~~.-i 自宅1弐戸}イ市社協 "' ')'~丸山~:~.;\~~~.，，，，: 

巳 f守?cr，;1 _.:;'- '3量 Lトザ~

市営住宅を始めとした公営住宅等での揚の確 。皇近な地域での居場所、交流の揚となる拠点

保の仕組みの検討 確保について、福祉分野における既荏施設活用の

例のほか、企業や空き百舗等の活用例なども含め

て収集し、地域の中で持続可能な拠点の確保を支

援する

区域〈区 ・区社協 ・地域ケアブフザ〉

0 様々な補田制度 ・支援メニューを整理し地域への情報提供の実施

0 地域二一ズや!必要性に応じ、 地域の揚づくりを支援するため、揚の確保に向けだ地域 ・関係機関との調整の実

施
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[ 第3章計 開進 にあたって | 

0 市民委員、各分野の活動関係者及び学識経験者等で構成し、地域福祉保健計画の推進 ・

評価に関する検討及び決定を行います。

0 一体的に策定した地域福祉保健計画と地域福祉活動計画の推進・評価を進めるため、健

康福祉局と市社会福祉協議会が事務局を共同で運営し、検討を行います。

O 必要に応じテーマ別検討会を設置し、重点的に検討を進めます。

0 地域福祉保健の推進に向け、市の関係局区・課と連携して取組を総合的・横断的に進め

るための検討、連絡調整を行います。
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0 計画の推進状況について、毎年度、計画策定 ・推進委員会に報告し、ホームページで公表しま

す。

O 計画中間年度である平成 28年度には中間振り返りを、また、最終年度である 30年度には計画

期間全体を通しての推進状況について評価し、結果を公表します。

ア 第2期横浜市地域福祉保健計画の評価

0 第 2期横浜市地域福祉保健計画の評価は、住民参加がどの程度進み、地域の課題を解決する仕

組みがどの程度充実したかといった質的評価及び計画の推進状況を示す複数の指標について、計

画スター ト時からの量的推移を参考に、計画策定 ・推進委員会で総合的 ・多角的に評価しました。

イ 第3期横浜市地域福祉保健計画の評価

0 第 3期横浜市地域福祉保健計画の評価は、 引き続き、地域の課題を解決するための仕組みがど

の程度充実したかといった質的評価と、計画の推進状況を示す指標の量的推移の評価をあわせて

総合的 ・多角的に評価します。特に、推進の柱 1'"'-'3に沿って、住民参加、地域課題解決の仕組

みの充実等の視点をもとに、目標達成に向けてどの程度取組が進んだかを評価します。
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l 資 料編 | 

0 第 3期横浜市地域福祉保健計画は、平成 24年度から 25年度の 2年間をかけて計画策定作業

を行います。

* 平成 25年 10月以降は予定しているスケジュールを記載 しています。

平

成

μ
年

度

4月 |女第 1回策定・推進委員会 (7月〕 ・区、区社協との意見交換 (5月]

"-'8月 I(中間評価、計画策定の考え方につい ;(2期区計画推進状況、第3期市計画ヘ

て) の意見等〉

9月 |女テーマ別検討会 ・関係局・課横討プロジェクト (10月

"-'2月| ①2025年の地域の姿に向けた地域 "'3月)(関連する分野・事業について

支援のあり方検討会 ;取組内容の調整〉

②幅広い市民参加により地域福祉保 :・地域福祉保健計画・地域福祉活動計画

健の取組を広げるだめの横討会

【9月"'2月までに各 3回開催〕

桟討会 (12月)

3月 !大第2回策定・推進委員会 (中間報告)¥・中間報告、区への意見照会

・区との意見交換 (計画で取り扱う範囲

t の現状、地区支援チームについて等〉

5月 -素案 〈案〉区・関係局課意見照会

l ・区計画策定・推進指針検討会 (5月~

2月】 〈第3期区計画策定・推進に向け

た方向性の検討〉

7月 !大第 1回策定・推進委員会

(素案検討〉

平

成 110月

25 

年

度

素案公表・市民意見募集

1 ・関係団体等への説明

・地域福祉保健計画・地域福祉活動計画

検討会(11月)

12月 女第 2回策定・推進委員会 (最終案検

討)(12月〕

T月 第 3期市計画策定・公表
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平成元年 (1989年)に「高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)Jが発表されて以降、翌年の福祉

関係8法改正に伴う「老人保健福祉計画策定の義務化」をはじめとして、様々な福祉保健分野の計画策定が行わ

れるようになってきました。

社協においては、全国社会福祉協議会(以下「全社協J)が昭和37年 (1962年)に策定した社協の基本的指針

である「社会福祉協議会基本要項」におし 1て、既に地樹高祉計画の策定を社協の基本的機能と して位置づけてい

ました。全社協は、昭和 57年 (1982年)には「市区町村社協基盤強化の指針」を、昭和田年 (1984年)には「地

樹高祉計画一理論と方法」を発表し、民間レベルの地樹高祉計画策定の唯一の福祉団体として社協を位置づけ、

市区町村社協の基盤強化と地域福祉計画策定を合わせて推進することを提唱しました。

横浜市社協においても、昭和 57年 (1982年)に「区社協札織問題研究会」を設置し、「区社協強化計画Jr区
社協発展計画」の策定に取り組みましたが、これらの検討の中でも、社協の組織運営基盤の強化に加え、地域福

祉計画の策定の必要性について言及しています。

平成4年に全社協は「地域福祉活動計画策定の手引きJを発行しました。市町村行政の計画化が進む中で、地

域福祉活動を推進する民間計画としての位置づけを明確にするため、名称を新たに「地域福祉活動計画」に改め、

計画の策定を提起しました。横浜市社協においては平成6年度からその策定準備を進め、第1次地域福祉活動計

画を策定し今日に至っています。

第1次|横浜市地域福祉活動計画 |・横浜市社協初の地域福祉活動計画として策定

計画 |基本計画:平成7年 (1995年〉度'""1・ 一般市民、地区社協会長、活動団体、企業等を対象とした大規模

平成 16年 (2004年〉度! な調査を実施

実施計画:平成7年 (1995年〉度'""I I・1 0年間の基本計画と5年間の第1次実施計画を策定

平成 11年 (1999年〉度

第2次 |よこはま福祉未来図

計 画 |平成 12年 (2000年〉度~

平成 16年 (2004年〉度

第3次|総合計画

計画 1 iよこはま福祉近未来図」

平成 17年 (2005年〉度~

平成21年 (2009年〉度

第4次|横浜市地域福祉活動計画

計 画 1'"わ疋しだちに今でさること

平成22年 (2010年〉度~

平成25年 (2013年〉度

- 上記の基本計画に対する第2次実施計画として策定

・ 当事者が自らの「力をつける」ことを重視した力量強化 (工ンパ

ワメント)の実現に力点を置く

・ 「高齢化」の課題が「少子高齢化」に、「情報化」の視点は「高

度情報化」に改訂

・「地域福祉活動計画」に加え、社協自皐の事業・組織運営強化のた

めの計画としての「社協発展計画」、「横浜市地域福祉計画(行政計画)J

において社協として果たす役割を記載し、 3つの計画の側面を持つ

「総合計画」と位置づけた

園 3つの重点計画で構成し、それぞれにリーデインク事業を設けて

推進

・ 計画の各項目の役割分担の欄に「私たちにでさること」という空

白を設け、市民の参加を呼びかけるとともに、毎年の評価におい

て市民の取組事例を収集

・第5次計画での行政計画との一体化を既に想定して計画期間を

4か年に短縮し、 3つの重点計画の趣旨ち市計画と合わせている
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横浜市社会福祉協議会では、平成 25年5月に『横浜市社協長期ビジョン 202 5 ~を策定しました。

これまで本会は『誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会をみんなで、っくりだす』という活動理

念に基づき、会員団体や地域住民の皆さんとともに地域福祉を推進してきました。発足後 60年以上を

経て、これまでの本会の歩みや果たしてきた役割を振り返るとともに、これから先の横浜の地域福祉の

推進に向けて、本会が目指すべき姿を再確認する必要から策定を行いました。

横浜においては少子高齢化の進展とともに、地域的には人口減少傾向が進んでいるほか、家族形態も

変容しつつあり、これまで以上に地域を基盤とした切れ目のないサービス提供体制づくりと、地域の福

祉力を高めていくことが求められます。本会は協議体としての総合力を発揮して、地域住民による支え

あいなど共助の層を厚くしていくとともに、福祉に携わる関係機関や事業者とのネットワーク化を進め、

横浜の福祉推進に寄与していきます。

2025年(平成 37年)は、後期高齢者人口が急増し、介護をはじめとして様々な課題が想定されるこ

とから、本会はこの年に焦点を合わせて長期ビジョンを策定し、地域づくりの取組を進めていきます。

横浜市社協は政令指定都市社協であり、各区社協とともに横浜市の地域福祉を推進する組織です。こ

の長期ピジョンは 18の区社協とともに共有し、取り組むものです。

本会において長期ビジョンは、社協の活動理念の実現に向け、中長期的なスパンで組織・活動の方向

性を示すもので、活動理念と地域福祉保健計画 ・地域福祉活動計画 (5年)や年度ごとの事業計画とを

つなぐ位置づけのものです。第 3期横浜市地域福祉保健計画においても長期ビジョンの視点を反映し策

定を行います。

横浜の地域福祉を推進していくためのこのビジョンについては、より多くの市民の皆さんや地域活動

団体の理解と協力を得ていく必要があります。また、本会は地域福祉の推進を目的に、市内の社会福祉

施設や事業所、地域組織、ボランティア団体など幅広いメンバーが会員として活動する協議体です。多

様な顔を持つ会員と中長期的な会の方向性を共有し、社協ならではの総合力・推進力を発揮していく必

要があります。

そして、地域福祉をともに進める横浜市とは、このビジョンの方向性について共通認識をもち、相互

の信頼関係に基づき、それぞれの役割を果たしていく必要があります。

本会は、長期ビジョン実現のために①住民主体、②誰もがパートナー、③徹底現場主義、④開拓者精

神、⑤政策提言の視点を持って、特に次の重点取組を優先して地域福祉推進に取り組みます。

重点取組 1 身近な地域での住民のつながり・支えあい活動の推進

重点取組2 地域における権利擁護の推進

重点取組3 支えあい意識を基盤にした人材の育成

重点取組4 会員活動と地域福祉

重点取組5 社協の発展に向けた運営基盤の強化

I I 5 



(五十音順敏称略〉

園調
':甲，:1~， 

密 圏
4 

IJ圏F・， .、K 
「

オオキ サチコ

大木幸子 歪詐状学関建手苦日翻受 き考古跡葺籍制週D
オカダ トモコ

2 岡田朋子 揺止と保憶力ヨヨ苫黒星を考える会代表 守宅跡葺鰭(宿ρ
カネコ

3 金子しゅ習う 市毘漂委員 市民委員
カネコ ケイコ

4 金子恵子 I也EB舌動t¥ーム径(みち〉所長住宅。 障害浪商係者

ウドウ ヒロオ ネ主主~~評115五人梓奈川県主主斉会
5 耳豪 j動在 横兵市1¥ームレス自立宣筋笛娼ま力ぜ掘鍍 制描自画委員領事司

コミヤマ シゲル

6 小宮山滋 横痔既往委員!護委員↑麓義会E里事 民生委員児童委員践義会
サカ9 ノブコ

7 1岡 信 子 横買fJJ~'唱。碧見者を守る翁聾塁事務言長 院号翌潤係者
サヴフイジュン

8 樫井淳 横浜プラ、ノナーズネットワーク開系者 I由来まちづくり開系者
セキネ ヲカトシ

9 時艮崇年 市民公募委員 市長室員
告ケヤ ヤスオ

10 T俗康生 調玄シニアクラブ連合冨陰長 直通紛望調系者
ナガヴフ マスミ

11 長倉真寿美 立教大学コミユーティ福祉知准教侵 き奇跡葺鰭(宿11:)

ナカノ NPO・市民謹担体等
12 ヰ哩予 しすよ 特安田陪草津日舌郵五人市民セクターよこはま理事長 ヰT占沼諸島詰

ナワヲ ヨシヒコ

き毛話器葺鰭(コミユーティ〉13 名不回是彦 混炊き号安調日数段
ーシガヤ ヤスヒデ

14 西ヶ谷保秀 泉区ネ1会福許止1麓叢豆渠 ネ豆諸止|請義会
ーシムフ ノブコ

15 酪立 喜文子 兄寺井支3也或コーディネーター 朝交・I蹴車購係者
マスず ヒデアキ

16 泊五事期 一瞬宜主主人慌兵市国市会常(王室事 国軽三
ミヤサカ ヨウコ

17 思反洋子 UNWar四 1日本国内産員会理事 制服白亙委員 G里寄
モリモト ヨシキ

18 森本{謝 宣教増コミユーティ福祉詩日朝受 者職葺鰭守富山
ヤマダ ミチコ

19 山田美色口子 よこはま一万人子育てフォーラム 子育て分望商係者
ヤマムフ リョウイチ

20 L.i.Jt立 良一 ヰヰ輩出現ケアプラザ所長舗@ 1出或ケ7フ:方ザ

平成 25年 7月 26日現在
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横浜市健康福祉局福祉保健課

、て
平成 25年 9月発行

横浜市中区港町ト1
電話 045(671)3428 
FAX 045(664)3622 

E メーJ~ kf-chifukukeikaku@city. yokohama. jp 
ウェプサイト http://www.c i ty. yokohama. I g. jp/ 
kenko/keikaku/ 

<ご不明な点についてのお問い合わせ>

横浜市健康福祉局福祉保健課

B 045 (671) 3428 

く意見募集に関する注意事項>

①いただいたご意見の概要と、それに対する

横浜市の考え方をまとめ、横浜市のホーム

ページで公表します。個別の回答はいたし

ませんので、あらかじめご了承ください。

②いただいたご意見の内容につきましては、

氏名、住所、電話番号及び電子メールアド

レスを除き、公開される可能性があります

ので、ご承知おきくださ い。

③ご意見に付記された氏名、住所等の個人情

報につきま しては適正に管理 し、本案に対

するパブ、 リックコメント ・愛称募集に関す

る業務にのみ利用させていただきます。

④その他個人情報については、「横浜市個人情

報の保護に関する条例Jに従って適正に取

り扱います。

ヰ

線

x 

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会

平成 25年 9月発行

額二 、横一向ト1
ょこド車場 電話 045(201)2090 
事内 1 FAX 045(201)8385 

E メーJ~ kikaku@yokohamashakyo. jp 
ウェ7'サイト http://www.yokohamashakyo.jp/ 

告〈ーーーーーーーーーーーー キリトリ線

1 第 3期横浜市地域福祉保健計画素案へのご意見

ご提案等をご記入ください。

2 計画の愛称について

愛称に込めた思いちご記入をお願いします。

どうもありがとうございました。



パブリックコメントを実施しますー
場株のご意見・ご提案をお寄せ〈た、きLL 

第3期横浜市地域福祉保健計画〈素案〉へのご意見・ご提案を募集します。

いただいたご意見等は、今後の計画策定や地域福祉保健関連の施策に関して参考に

させてい疋だきます。

米ご意見をとりまとめたちのを横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会ヘ報告します。

問委員会の資料は、横浜市ホームページにて公表します。

意見募集期間:平成 25年 10月1日(火)'"'"'10月31日(木〉

提出方法:下のはがきの他、封書等の郵送、 FAX、電子メール(様式は問い

ません。メールの件名は「パブリックコメント」と表記〉での送信、直接持参。

意見のあて先 :横浜市健康福祉局福祉保健課 計画担当

干231-0017横浜市中区港町 1-1【FAX】045(664) 3622 

【Eメづけ kf-chifukukeikaku@city.yokohamajp 

:?< ----_::_--一一一」キ手トサ常了一"一一一一一一一一一--，

郵 便はがき

2 3 1 8 7 9 0  

愛称募集について

第3期から市地域福祉保健計画と市社協地

域福祉活動計画を一体的に策定・推進します。

計画をより市民に親しみやすいものにしてい

くだめ、ー新だに愛称を募集します。

料金受取人払量j¥使

横浜港局
承認

0 1 7  

8270 く受取人〉

横浜市中区港町 1-1 |・応募方法1:パブリックコメントと合わせて記

載し、お送りください。
・計画の愛称とそれに込めた思いを記載してく

ださい。
・応募者一人につき 1件までとします。

重重量:計画策定・推進委員会において選考の

上、決定します。
キ| ・結果発表:平成 26年 2月頃

I~ I ・選定されだ愛称を応募された方の中から

ヰI 1名の方に記愈昂を差し上げます。

く愛称のイメージ>
各区の地域福祉保健計画の愛称は、例えば、

V鶴見区「鶴見・あいねっと」

V磯子区「スイッチ ON磯子IIJ
等があります。各区の HP等をご参照ください。

法出有効期間

平成25ijoll月
30Uまで

(郵便切手不要)

横浜市健康福祉局

福祉保健課計画担当行
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年代 1 20歳未満

3 40"'64歳

5 75歳以上
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